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｢目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例｣ 

改正骨子案に対するパブリックコメントの実施結果について 

 

1 実施結果 

(1)概要 

 ｢目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例｣の改正骨子案に対するパブリッ

クコメントを実施し、このたび区民意見と検討結果を取りまとめました。 

※ご意見については、趣旨を損なわない範囲で一部省略、追記等している場合があります。 

(2)意見募集期間 

令和 7年 10月 15日（水）から 11月 14日（金）まで 

(3)周知方法 

めぐろ区報（令和 7年 10月 15日号）、区公式ウェブサイト等 

(4)提出方法 

オンラインフォーム（電子）、郵送・持参（書面）、FAX 

(5)意見提出者数 

 ① 総数一覧 

区分 
種別 

計 
電子 書面 FAX 

個人 
提出者 308(※1) 1 1 310 

意見数 415(※2) 2 1 418 

団体 
提出者 0  0  1 1 

意見数 0  0  2 2 

議会 
提出者 0  2 0  2 

意見数 0  6 0  6 

計 
提出者 308 3 2 313 
意見数 415 8 3 426 

(※1)匿名 3 人及び資格要件（住所等）の記載不足 30 人、計 33 人の無効回答者を含みます。 

(※2)匿名 5 件及び資格要件（住所等）の記載不足 41 件、計 46 件の無効意見を含みます。 

 ② 有効回答数 

  ア 有効回答者 280人（総提出者 313人－無効回答者 33人） 

  イ 有効意見数 380件（総意見数 426件－無効意見数 46件） 

(6)対応区分別件数（ご意見 1件に対して複数の区分設定あり） 

番号 内容 計 

1 意見の趣旨を踏まえて条例改正骨子（区の支援案を含む）に反映します。 14 

2 
意見の趣旨は条例改正骨子案（区の支援案を含む）に取り上げており、趣旨に

沿って取り組みます。 
310 

3 意見の趣旨は条例改正骨子には取り上げませんが、事業実施等の中で趣旨を踏まえて努力します。  44 

4 意見の趣旨は条例改正骨子には取り上げませんが、今後の検討･研究の課題とします。  73 

5 意見の趣旨に沿うことは困難です。 13 

6 意見の趣旨を関係機関･団体に伝達します。 8 

7 意見の趣旨は既に現行条例に取り上げており、趣旨に沿って取り組んでいます。  15 

合計 477 
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2 パブリックコメントで寄せられた意見と検討結果 

 ※ご意見を条例改正骨子案の項番別に分類し、項番を跨ぐ複数のご意見がある場合は枝番号を付しています。 

枝番号があるご意見のうち、要旨に下線が引いてある箇所は別項番において回答しています。 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

1 個

人 

電

子 

1 1 いわゆる電子タバコの臭いもかなり強く、あわせて対

応策を検討していただければと考えています。 

4 ●電子たばこの規制について 

 「電子たばこ」はたばこの葉を使わず、専用カートリッジ内の液体

（リキッド）を電気加熱することで発生する蒸気（ベイパー）を吸入す

るものであり、たばこ葉を使用するいわゆる「加熱式たばこ」とは異

なります。 

 電子たばこについては、リキッドは医薬品、吸入用のデバイスは

医療機器であるため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止

条例と同じく、規制の対象外とすることを検討していますが、今後

の検討・研究の課題とします。 

【環境保全課】 

2 個

人 

電

子 

2 1 区内全域での路上喫煙禁止には賛成です。 

過料処分を行える監視員の配置が必要です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯で

ないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すことは

できないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなければ

取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収してい

る自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地で

の喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができない

ケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な課

題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

3 個

人 

電

子 

3 1 区内全域の路上喫煙禁止に賛成いたします。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 個

人 

電

子 

5 
 
区内全域での路上喫煙防止に賛同します。混雑箇所で

は言わずもがなですが、そうでない場所との明確な線

引きが難しいこと、喫煙は所定のエリアのみと定めるこ

とでお互いに暮らしやすくなると考えます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

5 個

人 

電

子 

6 1 罰則（過料）や、電子タバコの禁止も規定してほしい。

目黒区のホームページ上では、新たな罰則について

「新たな罰則につきましては、行政罰としての過料が考

えられますが、実効性を担保するためには、パトロール

とともに過料の徴収業務を行う必要があり、費用面で

の課題があると認識しています。」との回答がのってい

るが、過料の徴収が進まずとも抑止効果は期待できる

と思う。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

4 ●電子たばこの規制について 

 「電子たばこ」はたばこの葉を使わず、専用カートリッジ内の液体

（リキッド）を電気加熱することで発生する蒸気（ベイパー）を吸入す

るものであり、たばこ葉を使用するいわゆる「加熱式たばこ」とは異

なります。 

 電子たばこについては、リキッドは医薬品、吸入用のデバイスは

医療機器であるため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止

条例と同じく、規制の対象外とすることを検討していますが、今後

の検討・研究の課題とします。今後の検討・研究の課題とします。 

【環境保全課】 

6 個

人 

電

子 

10 
 
受動喫煙による健康被害を防ぐため、指定場所以外で

の喫煙を禁止にして頂きたいです。また、公園や路上で

のポイ捨ての多くがタバコの吸い殻であり、子供への

影響も懸念されます。公園等で喫煙ができなければそ

もそも捨てられることもないので、ぜひ指定場所以外

での喫煙禁止をご検討頂ければ幸いです。 

2 ●指定場所以外での喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

7 個

人 

電

子 

１２ １ 全域禁煙は良いかと思います ２ ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

8 個

人 

電

子 

15 
 
近くの緑道沿いにたくさんの吸い殻が落ちている。保

育園帰りに、子どもが何か分からず拾おうとして慌てま

した。火がついていたら、火傷にもつながります。緑道

沿いでのベンチに腰掛けた喫煙の禁止をお願いしたい

です。また自宅前の道路にも、ライターや吸い殻があっ

たりと、ポイ捨てがあったりし、子育てをする身として、

特に不快な気持ちと非常識な行動に困っています。 

2 ●緑道沿いでのベンチに腰掛けた喫煙について 

 改正骨子案においては、緑道沿いでのベンチに腰掛けた喫煙は

路上喫煙に該当します。趣旨に沿って取り組みます。なお、必要に

応じて緑道のベンチ周辺に喫煙禁止の掲示し周知を図っていきま

す。 

【環境保全課・道路公園サービス事務所】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

9 個

人 

電

子 

16 1 パトロールは路上喫煙禁止の啓発だけでなく、過料を

徴収することが違反者を増やさないために有効な手段

です。パトロール要員に過料徴収の権限を与え、手続

きもその場で完結するような簡単な仕組みにする。例

えば、クレジットカード決済や、QRコード決済ができる

端末を導入し、現金を持っていなくても確実に徴収で

きるようにしたり、身分証を持っていなくても現行の違

反を確認できれば、過料の徴収ができるようにするなど

です。現在の条例では科料が定められているため、科

料徴収の手続きが煩雑で、実効性がないことが問題だ

と思います。今回の条例改正を機に、実効性のあるペ

ナルティに変えて欲しいと思います。パトロール要員の

報酬は基本給＋徴取できた過料の何%というふうに、

インセンティブを与えることで、違反を見つけても見て

見ぬふりするパトロール要員を減らすことができると思

います。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯で

ないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すことは

できないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなければ

取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収してい

る自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地で

の喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができない

ケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な課

題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

10 個

人 

電

子 

21 
 
私はこの改正にとても賛成です。自分は呼吸器官があ

まり強い方ではないのもあって、以前から住宅地の道

端でタバコを吸う若者の集団や歩きタバコをする人の

煙でむせる事が多くとても不快でした。タバコを吸う事

自体は個人の自由だと思いますが、副流煙などで他人

に迷惑をかける事になる路上喫煙は規制されるべきだ

と思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

11 個

人 

電

子 

23 1 非喫煙者、嫌煙者です。その立場からだと、そもそも喫

煙者と共存するという前提からおかしくて、極端なこと

を言えば喫煙者を排除したほうが良いです。マナーや

ルールを守らない人が歩行中やなんなら自転車乗車中

5 ●たばこを吸う人と吸わない人の共存について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品です。区では、たば

こを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を推進しています。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

にも喫煙し、そいつらはだいたい風上に立つため、煙を

撒き散らす行為を何とも思わずに行っています。それら

の行為を本当に迷惑に思っています。そのため、共存

なぞという甘っちょろいことを言うのではなく、排除に向

けた取り組み、できないならばルール違反者に対する

罰則、厳罰化をするべきかと思います。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

12 個

人 

電

子 

24 
 
全面、包括的な喫煙禁止を支持します！ 小さい子供

もいるので、ぜひ実施願います 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

13 個

人 

電

子 

25 
 
路上喫煙は禁止にして欲しいです。 

6～7歳の子供の目線にタバコを持っている人を見か

けるので、怖いです。 

体に悪い煙が流れてくるし、不快です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

14 個

人 

電

子 

26 1 路上喫煙の禁止に賛同します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

15 個

人 

電

子 

27 
 
小さな子供を連れてあるいていても、平気で喫煙しな

がら歩いている人がいます。危険ですし、副流煙も気

になることが多いです。路上喫煙禁止に賛同します。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

16 個

人 

電

子 

28 
 
以下は、欧州で同様の禁煙・受動喫煙防止策（主に公

共の場の喫煙禁止）を導入した際に確認された「実証

的な効果」です。いずれも査読済み論文や公的研究に

基づく、事実のみを簡潔にまとめます。 

 

健康面の効果（急性期イベントの減少） 

・心血管イベントの即時的な減少 

スコットランドの全面禁煙（2006年）後、急性冠症候

群の入院が全体で約 17%減少。喫煙者・元喫煙者・非

喫煙者それぞれで有意な減少が確認されました。 

・心筋梗塞（MI）入院の減少（イングランド） 

2007年の屋内全面禁煙後、救急の心筋梗塞入院が

2.4%減少。基礎的な減少傾向や交絡を調整しても関

連が持続しました。  

 

労働環境の改善（職業曝露の低下） 

・アイリッシュパブの空気環境と従業員の呼吸器症状の

改善 

アイルランド（2004年）では、職場の空気汚染（粒子状

物質・ニコチン）低下とバースタッフの呼吸器症状の有

意改善が報告されています。  ? 

・スペインの接客業（2011年法改正）での受動喫煙曝

露の大幅減 

バー・レストラン等でニコチン濃度・受動喫煙曝露が著

しく減少。入口付近の屋外喫煙から屋内へ煙が流入す

る所見も示され、屋外規制の必要性が示唆されまし

た。 

 

周産期アウトカムの改善 

・早産リスクの低下（ベルギー・段階的導入） 

ベルギー（フランダース地域）で段階的に受動喫煙防止

法を導入した結果、各段階の実施後に早産リスクの有

意な低下が連続的に観察されました。 

 

社会的な副作用懸念への検証 

・「屋内禁煙で家庭内喫煙が増える」説は支持されず 

アイルランドの調査では、職場外（家庭等）での受動喫

煙曝露もむしろ低下し、家庭内代替喫煙の増加は確認

されませんでした。 

 

目黒区の「路上喫煙禁止」への含意 

 

上記は主に屋内・職場を中心とした規制の成果です

が、受動喫煙の主経路（屋内・半屋外・出入口付近）を

断つことが、短期（数ヶ月～数年）で健康被害と曝露を

実際に減らすことを示しています。さらに、スペインの研

究が示すように出入口近傍の屋外喫煙からの煙流入

は実在するため、**屋外のルール整備（路上喫煙の抑

制や動線からの分離）**は、屋内保護を完結させるた

めの合理的ステップです。 

 

結論として、公共空間での喫煙を明確に管理・抑制す

る政策は、受動喫煙曝露の実測低下、急性心血管イベ

ントの減少、労働者の健康改善、そして周産期アウトカ

ムの改善に結びつくという欧州の実証が積み上がって

います。目黒区が路上喫煙禁止を全域に拡大すること

は、国際的エビデンスと整合的で、区民の健康と安全

を前進させる施策といえます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

17 個

人 

電

子 

35 1 路上喫煙近所区域に近い所に住んでいるため、駅に行

く方が禁止区域に入る直前でポイ捨てをすることが多

く掃除が大変でした。そのため、全区域禁煙になること

を心待ちにしていました。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

18 個

人 

電

子 

34 1 区内全域での路上喫煙の禁止を、一刻も早く決定して

ください。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

19 個

人 

電

子 

38 1 区内全域で路上喫煙禁止に賛成です。 

小さな子どもの送迎中や妊娠期間中に受動喫煙してし

まうことが毎日のようにあり非常に不安を感じていま

す。 

また区内の公園でも高確率でタバコの吸い殻が落ちて

いるため、安心して幼児を遊ばせることが出来ません。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

20 個

人 

電

子 

39 1 路上喫煙の禁止を進めてほしいです。路上喫煙の処罰

を整備してください。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

21 個

人 

電

子 

42 
 
本当に路上喫煙やポイ捨てをすすめていきたいのなら 

ちゃんとした罰金を課すべきだと思います。 

その上で公式な喫煙所、スペースを確保してあげれば

と思います。 

4 ●罰則化等に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙所の整備・拡充」及び「喫煙マナー

の普及・啓発」を行っていきます。 

【環境保全課】 

22 個

人 

電

子 

43 1 区内全域の路上喫煙禁止には全面的に賛成します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

23 個

人 

電

子 

45 1 区内全域での路上喫煙禁止について 

特定の駅周辺のみならず、目黒区全域において路上喫

煙を禁止する方針は極めて有意義であり、健康的で清

潔なまちづくりに大きく貢献するものと考えます。現在

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 



9 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

も喫煙者によるマナー違反は散見されており、限定的

な指定区域だけでは十分に機能していません。全域禁

止こそが、区民の安心・安全の確保につながるものと確

信しております。 

歩きたばこに対する厳罰化 

歩きたばこは火傷や衣服の損傷、受動喫煙などの実害

を伴う「迷惑行為」ではなく「危険行為」です。抑止効果

を高めるためにも、初回で 5万円、再犯ごとに増額さ

れる罰金制度の導入を検討していただきたいと考えま

す。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

24 個

人 

電

子 

47 １ 路上喫煙全面禁止でお願いします。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

25 個

人 

電

子 

49 1 全面禁煙は賛成 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

26 個

人 

電

子 

50 
 
路上喫煙全面禁止を早期に実施して欲しい。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

27 個

人 

電

子 

51 1 私は、目黒区が進めている「区内全域での路上喫煙禁

止」に大賛成です。たばこの煙やにおい、吸い殻などに

よる不快感や環境悪化をなくし、子どもや高齢者も安

心して歩ける街を目指すという方向性は、時代に合っ

た非常に良い取り組みだと思います。駅前や商店街な

どでは、今でも通行人のすぐそばで喫煙する人を見か

けることがあります。煙が風に流れてきて息苦しかった

り、衣服ににおいがついたりと、非喫煙者にとっては大

きなストレスです。特に加熱式たばこも含めて禁止され

る点は、現実に即していて評価できます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

28 個

人 

電

子 

52 
 
路上喫煙禁止に賛成致します。冬場の乾燥に伴う火災

の危険及び副流煙による健康被害を考えると喫煙者に

は申し訳ありませんが、公共の場を含め喫煙禁止を希

望いたします。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

29 個

人 

電

子 

56 
 
非喫煙者です。 

ペットの散歩などで歩いている際に見かける紙タバコ

のポイ捨て、路上喫煙には日々困っています。個人的

には加熱式電子タバコは匂いや副流煙含め、そこまで

迷惑だと感じていないので禁止にしなくてもいいので

はないかと思います。 

5 ●加熱式たばこの取り扱いについて 

 改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例による規制の対象

となるものは、たばこ事業法に基づく「製造たばこ」と「製造たばこ代

用品」とされており、紙巻きたばこ、葉巻、水たばこ、加熱式たばこ

等が該当します。 

 条例改正案では、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条

例による規制の対象と同一にするため、たばこ葉を使用する加熱

式たばこを規制の対象とすることを検討しています。 

【環境保全課】 

30 個

人 

電

子 

57 
 
全域喫煙禁止に賛成します。 

罰則も必要と考えます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

31 個

人 

電

子 

59 1 区内全域で路上喫煙を禁止にしてほしいです。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

32 個

人 

電

子 

63 
 
西小山駅周辺在住です。駅前でコンビニも階下にある

ため毎日のようにマンションのタバコの吸い殻や、ビー

ル類の空き缶空き瓶が散らかっています。西小山駅も

路上喫煙禁止区域に追加ください 

2 ●西小山駅周辺の路上喫煙禁止について 

 区内全域での路上喫煙が禁止となった際は、西小山駅近辺の目

黒区域は路上喫煙禁止となります。 

【環境保全課】 

33 個

人 

電

子 

64 
 
全面禁煙を支持します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

34 個

人 

電

子 

66 1 元喫煙者です。路上での全面禁煙については全面的に

賛成です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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番号 

区
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種
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

35 個

人 

電

子 

67 1 看板があっても吸う人はいるので罰金制にして見回っ

てほしい 

4 ●罰則化に関するご意見等について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙所の整備・拡充」及び「喫煙マナー

の普及・啓発」を行っていきます。 

【環境保全課】 

36 個

人 

電

子 

72 1 エリアがせまい 全面禁煙でお願いします 

電子タバコが OK と勘違いしている人が多い。特に川

沿い飲食店近辺 

渋谷区のように、人を使ってきちんと徴収を毎日実施し

てほしい 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

37 個

人 

電

子 

70 
 
路上喫煙大反対です。 

目黒区はまだ可能だったのでしょうか？ 

マナーを守って、喫煙可能なエリアでお願いしたいで

す。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

38 個

人 

電

子 

73 1 全面禁止は賛成です。 2 

 

●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

39 個

人 

電

子 

74 
 
主要駅近辺だけでなく全域に禁止してほしい。細い道

などでなんとなく隠れて吸ってるのは、どうしてもその

道を通らざるをえない時迷惑です。心臓や肺に悪影響

大です。受動喫煙の方が危険が高いのです。ひと呼吸

で 12秒寿命が縮むのだそうです。以上よろしくお願い

いたします。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

40 個

人 

電

子 

75 1 路上喫煙者への罰則を強化して欲しいです。 4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

41 個

人 

電

子 

77 1 是非、路上喫煙禁止にして欲しいです。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

42 個

人 

電

子 

83 
 
区内全域路上喫煙禁止に賛成する。受動喫煙における

体内への影響が心配されるし、吸いたくない人の環境

を害するのではなく、吸いたい人は吸いたい人のため

の囲われた環境で完結して欲しい。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

43 個

人 

電

子 

84 
 
路上喫煙、ポイ捨て禁止大賛成です。路上喫煙は、大

人の下げた手の位置と子供の顔や、体の位置が同じ位

に成り危険です。又、駅の周辺はポイ捨ての吸い殻が

沢山有り又、火災の可能性も高く成ります。 

この様な観点から、路上喫煙、ポイ捨て禁止に大賛成

です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

44 個

人 

電

子 

86 1 駅前などの一部地域のみ路上喫煙禁止でもいいので

はと思います。 

5 ●一部地域のみ路上喫煙禁止とすることについて 

 受動喫煙への配慮等が必要なため、まずは今回の条例改正によ

り、マナーとして路上喫煙を禁止することを検討しています。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

45 個

人 

電

子 

90 1 「区内全域の路上喫煙禁止」については全面的に賛成

です。私自身は煙草を吸いませんが、吸う友人や知り

合いも多くいます。その方たちが口をそろえて言うの

は、一部のマナー悪い人たちのせいでルールを守って

いる人の肩身まで狭くなっている、ということです。区と

して謳われているように、共存・共生のできるかたちが

理想であり、そのためにはルールの順守が不可欠で

す。しかし、これだけ世の中の空気が変わってきている

中でも、ルールを破る方は一定数い続けているので、

啓発パトロールだけでは足りないと思います。罰則規

定の明確化はもちろん、定めた罰則規定をしっかりと

運用すること。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

46 個

人 

電

子 

91 1 路上で歩き煙草をする人がいまだにおり、区内全域を

禁止地域にしていただくのはいいと思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 



14 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

47 個

人 

電

子 

95 1 路上喫煙者から、罰金徴収厳しくするとかにしてもらい

たいです。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

48 個

人 

電

子 

96 1 区域全体の路上禁煙に賛成します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

49 個

人 

電

子 

98 1 受動喫煙の問題もあり、路上は完全に禁煙にするべき

だと思います。一歩進めて罰金化を真剣に考える時期

かと思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

50 個

人 

電

子 

100 
 
とても良い施策だと思います。 

私鉄 4駅から発展し、禁煙区域を目黒区全域に拡大

することは、禁煙に対する啓蒙にも大いに役立つと思

います。 

喫煙自体は趣向の範疇で、喫煙者の人権にも配慮す

べきとの意見もありますがすが、受動喫煙によって非

喫煙者に被害を与えることも広い意味での人権侵害と

健康被害になりますから、ここはある程度強い施策で

良いと思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

51 個

人 

電

子 

101 
 
当方も喫煙者ですが、目黒区内で歩きタバコを行って

る人の数が多すぎると思います。特に飲み屋が多い学

芸大学駅や中目黒駅で歩きタバコしている人が多いで

す。小学校の通学路になってる場所で、平気で歩きタ

バコで小学生とすれ違ってる人も頻繁に見かけるの

で、罰則を設けて厳しく取り締まって欲しいです。罰則

がないと歩きタバコを辞めないと思います。きちんと喫

煙所もあるので、是非撲滅して欲しいです。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

52 個

人 

電

子 

102 
 
区内全域での路上喫煙禁止に賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

53 個

人 

電

子 

104 
 
東京医療センター裏手の住宅前でいつも同じ人たちが

座り込んで喫煙していたり、駒沢通りのバス停付近で

路上喫煙している病院関係者が多く、大変迷惑してい

ます。貼り紙などで注意喚起されていても全く守られて

いないと感じます。医療センターの隣には小学校もあ

り、子供達も怖い思いをしていると思います。今一度、

明確な罰則を設けて厳しく取り締まっていただきく思い

ます。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

54 個

人 

電

子 

109 
 
路上全面禁煙に大賛成です。理由は次の通り。 

1.副流煙による他人への健康被害 

2.タバコの臭いによる不快感 

3.タバコの火の不始末による火災 

4.タバコの吸い殻のポイ捨てによる街の汚れや掃除の

手間の発生 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

55 個

人 

電

子 

112 
 
路上、公園、店舗前など灰皿があっても 

公共の場では罰則付きで禁止。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

56 個

人 

電

子 

114 
 
今回の区内全域路上喫煙禁止の条例改正は大変あり

がたく、是非成立させていただきたいと思います。 

私の近隣(駒場)では、自宅内で喫煙ができないのか、

路上や駐車場の空車箇所で喫煙している人がいます。

窓を開放していたり、近くを通行すると煙や匂いが大変

気になりますし、不快に感じていました。ポイ捨てによる

火災やゴミの散乱も気になるところでした。いままでは

路上喫煙禁止区域でないので、なすすべがありません

でした。小さいお子さんもいらっしゃいます。一日もは

やい法施行を望みます。 

路上ばかりでなく、公園、公共の場すべてを対象として

くだい。よろしくお願いします。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

7 ●公園、公共の場全てを路上喫煙の対象とすることについて 

 路上喫煙は、道路、公園、広場などの公共の場所で喫煙すること

をいいます。条例の意図が正しく伝わるよう、周知の工夫を図って

いきます。 

【環境保全課】 

57 個

人 

電

子 

116 
 
区内全域での路上禁煙については賛成です。 

 

ただ、中目黒駅、学芸大学駅周辺においても、公道で

の路上喫煙をされている方は未だに存在し、取り締ま

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

りをされている風景も見たことはありません。 

 

具体的な罰則が伴い、しっかり取り締まりをしないと、

実効性は低いのではと感じます。 

4 ●罰則化及び取り締まりに関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

58 個

人 

電

子 

118 
 
路上喫煙の全面的禁止に賛成します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

59 個

人 

電

子 

119 1 区内全域の路上喫煙禁止に賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

60 個

人 

電

子 

121 
 
美観上から禁止は、大いに賛成です。罰則をつければ

と思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

61 個

人 

電

子 

123 
 
路上喫煙禁止、大賛成です。 

是非やってほしいです。 

家の前の道路へのポイ捨ての吸い殻で困っています。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

62 個

人 

電

子 

124 
 
路上喫煙禁止とするべきだと思います。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

63 個

人 

電

子 

126 1 路上喫煙禁止の主旨に賛成。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

64 個

人 

電

子 

128 
 
自分も 20代のころ煙草を 5年ほど吸っていました。

喉を傷めたのを気にさっぱりやめました。やめて初めは

吸いたいなと思ったこともありますがすぐに気にならな

くなりました。吸っているときは歩行しながら吸っていた

気がします。徐々に行政区で歩行禁煙が始まりました

が初めは関係ないねという人が多かったように思いま

した。最近はだいぶ減ったように思います。子供さんに

悪い影響を与えないように「歩行禁煙」は続けるべきだ

と思います。 

2 ●歩行喫煙の禁止について 

 路上喫煙は、道路、公園、広場などの公共の場所で、歩行中又は

立ち止まって喫煙することをいいます。区内全域での路上喫煙禁

止に向けて、趣旨に沿って取り組みます。 

【環境保全課】 

65 個

人 

電

子 

129 
 
住宅街の生活道路は許可しても良いのでは。家の中で

は吸えず、家の前で吸っている人が安心して吸える様

に。 

5 ●住宅街の生活道路では喫煙を可能にすることについて 

 公共の場所では、受動喫煙への配慮等が必要なため、まずは今

回の条例改正により、マナーとして路上喫煙を禁止することを検討

しています。 

【環境保全課】 

66 個

人 

電

子 

131 1 目黒区全域路上禁煙賛成です。 

ポイ捨て禁止。 

家の周りにタバコ吸い殻毎日落ちてます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

罰則を厳しくしてほしいです。 

法整備をお願いいたします。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

67 個

人 

電

子 

132 
 
・バイクや自転車に乗りながら喫煙している人の煙を吸

わされることもある。バイクや自転車に乗りながらの喫

煙も禁止してほしい 

・公園での喫煙が禁止になった後も公園で喫煙してい

る人を時々見かける。ただ禁止するだけでは効果がな

いので、路上喫煙を罰金化してほしい 

1 ●バイクや自転車に乗りながらの喫煙について 

 現行条例第 8条第 1項において路上喫煙の定義を「歩行中や自

転車等の運転中を含む公共の場所での喫煙」と定めており、趣旨

に沿って取り組んでいるところですが、ご意見を踏まえ条例改正骨

子に反映します。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

68 個

人 

電

子 

134 1 区内全域大賛成です。中目黒在住ですが、まだ 

歩きタバコの方がいて後ろを歩いていると、とても不快

になりますし、幼児と歩いていると怖いです。ここは

OKな道なのか？と不思議に思っていました。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

69 個

人 

電

子 

135 1 路上喫煙禁止に大賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

70 個

人 

電

子 

136 
 
自宅前のポイ捨て、排水溝へのポイ捨てに迷惑してい

ます。火災リスクもあり、罰則規定と取締りを望みます 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

71 個

人 

電

子 

137 
 
ぜひ区内全面禁煙にしていただきたいです。 

目黒川などの遊歩道や公園などでも喫煙している方が

散見されますが、爽やかで美しい環境とそこで憩うみな

さんの健康のために。そして一部の地域だけではどこ

からどこまでが禁煙区域かわかりにくいため、結果、屋

外喫煙者が増える原因になっています。 

区内全面禁煙を早期に実現していただきたいです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

72 個

人 

電

子 

138 1 ぜひ路上禁煙を進めてください。 

特に駅周辺などはひどい状況です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

73 個

人 

電

子 

139 1 路上喫煙禁止大賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

74 個

人 

電

子 

140 1 渋谷区などはだいぶ前から路上タバコ禁止だったの

に、なぜ目黒区は禁止にならないのでしょうか？ 

早く禁止になって欲しいです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

75 個

人 

電

子 

141 
 
全域禁煙賛成 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

76 個

人 

電

子 

143 
 
路上喫煙は非喫煙者にとっても大変に迷惑であり、そ

れに伴う火がついたタバコをポイ捨てすることにより、

火災が発生しています。 

本来であれば東京都の他の区では全域路上禁煙であ

り、他の行政では飲食店全面禁煙も実施されている時

代なのですから、是非、区内全域路上禁煙から開始し

て欲しい。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

77 個

人 

電

子 

144 1 区内全面禁煙に賛成。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

78 個

人 

電

子 

148 
 
路上禁煙に大賛成です。火が消えていないタバコの吸

い殻が落ちていることもあり、火事の危険性がある。受

動喫煙の可能性から健康被害も心配。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

79 個

人 

電

子 

151 1 喫煙者です。駅周辺だけで無く、公道や公園等での路

上喫煙やポイ捨て等は、ルールとして禁止は当然だと

思う。受動喫煙により非喫煙者なのに健康的影響を受

けると言われれば、どこでも吸えるわけでは無くなった

のも当然だと理解出来る。 

喫煙者としては、たいがい非喫煙者であろうと想像し、

人を避けて喫煙するしかない。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

80 個

人 

電

子 

154 
 
大賛成です。指定された喫煙場所を除き、歩きタバコ、

吸い殻のポイ捨てなども含めて罰則規定を制定してほ

しい。路上喫煙は迷惑かつ危険な行為であることを周

知徹底すべきだと思います。 

２ ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

81 個

人 

電

子 

156 1  以前から路上喫煙禁止としつこく言われていますが、

特に若い人があちこちで路上喫煙しています。罰金を

取ってください。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

82 個

人 

電

子 

159 1 目黒区内全域での路上喫煙禁止に賛成します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

83 個

人 

電

子 

161 
 
なぜ誰が吐いた臭い煙を吸わされなくてはならないの

か意味がわからない。路上喫煙者、特に歩きタバコを

する人間を見る度に怒りがこみ上げてくる。 

目黒区は子育て世代を多く、子供達の目線にタバコの

火が当たらないかとも心配。 

確実に全面禁止にすべき。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

84 個

人 

電

子 

163 1 紙巻タバコの喫煙者です。路上喫煙の禁止には全面的

に賛成です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

85 個

人 

電

子 

166 1 区内全域路上喫煙に賛成。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

86 個

人 

電

子 

167 
 
全面禁煙でお願いします。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

87 個

人 

電

子 

169 
 
タバコのポイ捨て 紙、電子 共にが多く、路上喫煙禁

止お願いします 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

88 個

人 

電

子 

171 1 屋内外を問わず、市内全域あらゆる区域での喫煙禁止

に賛成します。違反者に対する罰則も強化すべきと考

えます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

89 個

人 

電

子 

172 1 家の前が駒沢公園となっており、駒沢公園を出てすぐ

に歩きタバコや道端で喫煙をする人が沢山いて困って

います。なので、家の前によく吸殻が捨ててあります。こ

の状況を変えていただきたいので、目黒区全面喫煙に

賛成です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

90 個

人 

電

子 

174 1 子供達の通学路でも歩行喫煙、ポイ捨てが多く見られ

ます。 以前より全面路上禁煙を望んでいました。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

91 個

人 

電

子 

175 1 路上喫煙禁止に賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

92 個

人 

電

子 

177 1 区内全域での路上喫煙禁止に賛成します。家の近くの

路上喫煙者に迷惑しているからです。喫煙者の、近隣

空間（空気）は全て自分のものというような傍若無人な

態度は、周囲の人間を傷つけます。無くすことができる

のならそれを望みたい。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

93 個

人 

電

子 

181 1 マナーや配慮では最早取り締まりは出来ないレベルに

なっていると感じています。目に見える罰則を設けて、

見回りをして頂きたいです。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

94 個

人 

電

子 

182 1 是非、区内全面禁煙をお願いします。 

ところ構わず喫煙している人に腹がたちます。 

歩いていて前を歩く人が喫煙しているときは、いつもま

わり道するようにしてます。 

基本的に路上喫煙者は周りの人のことを考えていませ

ん。是非早く区内全面禁煙をお願いします。 

条例とはいえ、何度注意しても従わない人にはペナル

ティを与えることも必要かもしれません。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

95 個

人 

電

子 

183 
 
小さい子供の目線の高さでタバコを持ってすれ違った

り、タバコを吸いながら自転車に乗って後ろにいる人に

煙がかかったり、マナーの悪い方が多いので、区内全

域禁煙に大賛成です。また、タバコを吸った後の方の衣

服などからの匂いですら、気持ち悪くなる私には公害

で本当に困ります。絶対に全域喫煙をお願いします。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

96 個

人 

電

子 

185 
 
区内全ての地域での路上喫煙禁止にしてほしいです。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

97 個

人 

電

子 

187 
 
区内全域禁煙は 23区の中には随分前に定めた自治

体があり、目黒区が未だだったと今般知って驚きまし

た。 

これを遅きに失したなどと非難するつもりは毛頭ありま

せん。よくぞ決断してくれました。おそらくは反論も多い

中を粘り強く説き伏せてここまで漕ぎ着けた皆様の力

に心からの敬意を表します。 

 

路上禁煙を駅周辺に限定すると、喫煙可能区域との境

界付近で特にポイ捨てが行われ、付近住民が迷惑を被

ります。 

一方、どの駅からも 1km以上離れている我が家界隈

では、従来はほぼ限られた住民・従業員が通行するの

みで、吸殻の放置を見ることは稀でした。 

ところが、近年電動キックスクーターのポートが隣地に

できてから、吸殻が目立つようになりました。交通手段

の多様化でいわば駅周辺が拡大したということなので

しょう。 

 

ポイ捨てに脅かされる街の美観を維持するのは住民。

吸殻回収のコストを一方的に背負わされるのは理不尽

です。この点、全域を禁煙にしてしまえばシームレスと

なって、 

「禁煙エリアに入る前に捨ててしまえ」 

の抑止力になります。どうぞ強気で声高に、当たり前の

全域路上禁煙を謳って下さい。 

 

尚、廃棄一般について那須塩原市の HPの毅然とした

態度が素晴らしいです。どうぞご一読下さい。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

98 個

人 

電

子 

188 
 
区内全域で路上喫煙禁止にすべきです。 

捨てられた吸い殻やタバコの空箱は住民や店舗の人が

掃除しなければなりません。また街の美観も大きく損ね

ていて、公徳心のない住民がいるような街として評価さ

れることは住民としては心外で目黒区にとってもいいこ

とではありません。路上喫煙による受動喫煙の防止に

もなります。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

99 個

人 

電

子 

189 1 目黒区全面喫煙禁止に賛成します。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

100 個

人 

電

子 

194 1 路上、公園等受動喫煙のおそれがある場所での全面

禁煙に賛成です。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

101 個

人 

電

子 

197 
 
タバコは個人的な嗜好品であり、喫煙者は吸い殻のポ

イ捨てによる美観の阻害や火災の発生に対する潜在的

リスクの増大、また異なった見地から言えば受動喫煙

による健康被害の懸念など、想定されるあらゆる事象

２ ●全面的に支持する施策であるとのご意見について 

条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない

人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】  
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

に対して社会的責任を負う立場にある。 

この点からこのたびの区の取り組みは至極当然なこと

で、行政としてむしろ遅きに失した感すらある。したがっ

て全面的に支持する施策であるので可及的速やかに

実行に移行していただきたい。 

なお電子タバコも程度の差こそあれ影響の基本は同じ

状況であることを付記するのでよろしくお取り計らいい

ただきたい。 

残念ながら目黒区は、下名が仕事をしていた港区と比

べてこれと言ってアドバンテージのある施策が見当たら

ないので、せめて今回の事案くらいは実現していただ

きたい。 

4 ●電子たばこの規制について 

 「電子たばこ」はたばこの葉を使わず、専用カートリッジ内の液体

（リキッド）を電気加熱することで発生する蒸気（ベイパー）を吸入す

るものであり、たばこ葉を使用するいわゆる「加熱式たばこ」とは異

なります。 

 電子たばこについては、リキッドは医薬品、吸入用のデバイスは

医療機器であるため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止

条例と同じく、規制の対象外とすることを検討していますが、今後

の検討・研究の課題とします。 

【環境保全課】  

102 個

人 

電

子 

199 
 
マンション周りのポイ捨てをやめてもらいたい。植木が

枯れたり火事の原因になる。罰則強化 取締りして下さ

い 

4 ●罰則化及び取り締まりに関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

103 個

人 

電

子 

206 
 
区内全域の禁煙は大賛成です。 

スーパーへ買い物に行く際や孫の保育園の帰宅時な

ど、道端や禁煙の区域となっている公園でも喫煙され

ていて暮らし辛さを感じています。 

どうか喫煙所を明確化して頂きたいと願います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

104 個

人 

電

子 

207 
 
条例改正骨子案の内容には基本的には賛成。 

ただし、路上喫煙の禁止規定に違反した者に対し、過

料を課すべきと考える。 

区のサイトには、過料の徴収業務の費用負担の問題が

2 ●条例改正骨子案の内容について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 



28 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

あるとされているところ、過料の威嚇効果により、路上

喫煙の件数が減少するものと考えられ、徴収業務の費

用負担が軽減される可能性がある。それでもなお費用

負担が問題となる場合、一定の区域内（例えば、現行の

路上喫煙禁止区域内）で重点的に取り締まりを行う方

法も考えられる。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

105 個

人 

電

子 

208 
 
現在 中目黒 自由が丘 学芸大学 都立大学駅周辺

とあるが区内全ての場所で禁止すべきだと思う。 

なぜ駅周辺としている意味がわからない。 

歩きタバコや自宅内で吸えない人が家の前の道で吸っ

ているのを見ると道で吸うのに注意する事は難しく近

所付き合いに支障が出る恐れがあり言うことが出来な

い。 

別件だが歩きスマホや子供を乗せたママチャリの暴走

も規制してほしい。 

これらを禁止の案内だけではとても規制出来ないので

厳重注意だけで無く取り締まりと罰則罰金を化すべき

である。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 
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別 
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対応区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

6 ●歩きスマホ等について 

担当所管に伝えます。 

【環境保全課】 

106 個

人 

電

子 

210 1 世田谷区などでは既に全地域で路上喫煙禁止になっ

ている。一部地区のみの路上喫煙禁止は即刻やめて、

直ちに全地域で路上喫煙禁止にすべきである。条例を

改めるだけでなく、罰則規定をもっと厳格に運営して、

実効性のある条例にする必要がある。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】  

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 
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No. 

枝

番 
要旨 

対応区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

107 個

人 

電

子 

211 
 
甘すぎると思います。まず罰則規定がありません。取り

締まりに関する記述もありません。歩きタバコ、ポイ捨

てをするような人間は、他者への配慮から行動を変え

るようなことはしません。ルールを説かれたからといっ

てやめるようなこともしません。だから歩きタバコ、ポイ

捨てをし続けるのです。罰則を付け、厳しく容赦なく取

り締まるべきです。タバコを「吸う自由」より、タバコから

「逃れる自由」のほうが重要なはずです。なぜなら「～を

したい」という積極的自由より、「～から逃れたい」とい

う消極的自由のほうが、権利として根本的に先んじる

ものだからです。また資料の参考 2図に、「健康」に関

する記述がないのも気になります。それからポイ捨ての

定義について、ポイ捨てをする奴らは、側溝やマンホー

ルに吸い殻を捨てることを、ポイ捨てと思っていませ

ん。なんなら「俺ってポイ捨てしないからエライ」くらい

に思っている輩もいます。吸い殻入れに捨てる以外は

全てポイ捨てと明確化してください。とにかく全てにお

いて、罰則の考え方を取り入れてほしいです。ルールを

決めるだけ決めておいて、何も取り締まらない、罰則も

ない、というのは、最初から形骸に過ぎませんし、それ

をわかっている無法者は、つけあがり増長するだけで

す。こんな甘いのは日本くらいだと思います。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

2 ●健康に関する記述について 

本条例の目的は、「清潔で美しく快適な生活を営むことのできる

地域社会の形成」です。本目的のため、健康に関する記述として

「公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮

を明確化」しております。 

【環境保全課】 

7 ●ポイ捨ての定義等について 

 現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみだり

に吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と明確化しており、趣旨

に沿って取り組んでいるところです。 

 条例の意図が正しく伝わるよう、周知の工夫を図っていきます。 

【環境保全課】 

108 個

人 

電

子 

212 
 
路上喫煙禁止に賛成です。禁止にすることが遅かった

と思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

109 個

人 

電

子 

214 
 
区内全面禁煙に賛成です。 

喫煙者より受動喫煙者の方が肺ガンに成る比率が高

い事やタバコの煙、臭いが非常に気になり良く思えな

い事や、以前歩きタバコの火が手に当たり火傷をおっ

た事も有り是非全面禁煙にして頂きたいです！ 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

110 個

人 

電

子 

215 
 
路上喫煙全面禁止に賛成。 

理由:  

通学路で受動喫煙状態が生起している。 

タバコが子供達の目の高さで危険でもある。 

また、●●（店舗・施設名）に毎朝出勤時に自宅を出て

からタバコに火をつけ、歩きながら吸い終わったら路上

に捨てる方がいる。社会人としての常識を疑う。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

111 個

人 

電

子 

217 1 路上喫煙全面禁止に賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

112 個

人 

電

子 

218 
 
路上喫煙を禁止にしてほしいです。 2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

113 個

人 

電

子 

220 1 大分、歩きタバコの方は、少なくなりましたが、歩きタバ

コは、禁止すべきだと考える。誰に当たるかわからない

し、小さい子供が歩いていたら、当たる可能性は、大で

す。 

そのまま、路上に捨てる方が多いと思われます。 

喫煙所以外は吸えないことにしたら良いです。 

2 ●歩きたばこについて 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

114 個

人 

電

子 

221 1 路上喫煙禁止には賛成です 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

115 個

人 

電

子 

224 1 ぜひ目黒区全体で歩きたばこや 

駅前周辺での喫煙を禁止頂けるよう 

お願いしたいです 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

116 個

人 

電

子 

225 
 
区内全域での路上喫煙禁止骨子案に賛成します。最寄

り駅の中目黒周辺でも未だに歩きタバコや自転車に乗

りながらの喫煙を良く目にし、さらに住宅街では車から

のポイ捨てや、吸い殻を排水溝に捨てる行為も多々目

撃します。 

海外からの旅行者などで、夜の飲み屋の前（路上）で喫

煙し道端に大量の吸い殻を残して行く姿も通常です。 

全域での禁煙を施しても改善されるには時間がかかる

と思いますが、路上喫煙者に注意を促せるルールが出

来るのは、とてもありがたいです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

117 個

人 

電

子 

227 1 全面禁煙に大賛成ですが、罰則規定とその具体的な適

用がないと、お題目だけの制度になる心配があります。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

118 個

人 

電

子 

228 
 
目黒通りからすぐの私道に家があるため、本当に路上

喫煙と、吸い殻のポイ捨てに悩まされています。目黒通

り沿いでは、吸いにくいので、私道に入って隠れて吸う

人が後をたえません。目黒区で、配布されているステッ

カーを取り寄せて貼っても全く効き目がない状態で、ほ

とほと、困り果ててます。 

今回の取り組みは、すごく有難いとは思いますが、もと

もと、モラルを持ち合わせていない人が、路上喫煙をし

ているわけで、果たして、告知を周知したところで、どの

程度減るのかは疑問です。 

条例違反者への罰則等は、ないのでしょうか？是非、

そうした事もお考えいただきたいと思っております。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

119 個

人 

電

子 

229 
 
路上喫煙禁止に賛成です。歩行者に対しての危険があ

ります。特に身長の小さい子どもの顔と同じ高さに煙の

危険があります。また副流煙による被害もあるため旧

来の紙煙草に加えて加熱式電子煙草も一切禁止すべ

きです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●加熱式たばこの取り扱いについて 

 改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例による規制の対象 

となるものは、たばこ事業法に基づく「製造たばこ」と「製造たばこ代

用品」とされており、紙巻きたばこ、葉巻、水たばこ、加熱式たばこ

等が該当します。 

 条例改正案では、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条

例による規制の対象と同一にするため、たばこ葉を使用する加熱

式たばこを規制の対象とすることを検討しています。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

120 個

人 

電

子 

230 1 罰則を行っていただけると助かります。 4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

121 個

人 

電

子 

231  1 路上喫煙禁止に大賛成です。 

細い道で喫煙してる人がいて本当に迷惑しています。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

122 個

人 

電

子 

232 
 
罰金(10,000円以上)罰則規定のない条例は意味が

ない 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

123 個

人 

電

子 

233 1 路上喫煙の全面禁止には大賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

124 個

人 

電

子 

235 
 
歩きタバコは罰金など設けて禁止にしてほしいです。 4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

125 個

人 

電

子 

236 1 まず、喫煙についてのルール改正を検討いただき、そし

てこのようなアンケートを実施いただき、ありがとうござ

います！ 

わたしは 2年前に練馬区から武蔵小山に引っ越してき

ました。大変住みやすく気に入っていますが、唯一困っ

ているのが路上喫煙が多いことです。3日に 1度は歩

きタバコや立ち止まっての喫煙に出くわします。立ち止

まって喫煙しているところは息を止めて足早に通り過ぎ

ますし、前を歩く人が喫煙している場合は息を止めて

小走りで追い越します。平成、いやむしろ昭和かよ！と

思っていました。練馬で路上喫煙を見かけたことは、10

年で何回あったかな、といった頻度であり、目黒区の人

のマナーの悪さに驚きました。ぜひ区内全域で路上喫

煙禁止を実施していただきたいです 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

126 個

人 

電

子 

237 1 分煙化、ポイ捨て禁止には賛成だが、圧倒的に喫煙ス

ペースが不足している中で全域禁止というのは如何な

ものか。受動喫煙の怖れがない場所、時間での喫煙ま

で禁止するのはファシズム以外の何物でもない。 

２ ●分煙化等のご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

２ ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、

様々な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え令和 7年度から維持管理費及び改修費の補助

を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年度

は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 
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枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

５ ●禁止する時間、場所について 

 公共の場所では、受動喫煙への配慮等が必要なため、まずは今

回の条例改正により、マナーとして路上喫煙を禁止することを検討

しています。 

【環境保全課】 

127 個

人 

電

子 

238 
 
駅周辺は既に路上喫煙禁止になっているが、毎日のよ

うに喫煙している人をみかけます。区内全域でも路上

喫煙禁止はよいですが、いかに実効性があるものにす

るかが、つまりポイント②と③をどう実行しているかが

重要だと思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

128 個

人 

電

子 

240 
 
路地喫煙は、喫煙者の過失による『事故・火事・受動喫

煙による健康被害』等の危険性が高い。 

どうしてもしなければいけない行為ではない為、全面禁

止とすべし。 

2 ●路上喫煙禁止ついて 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

129 個

人 

電

子 

242 
 
目黒区域全てで路上喫煙禁止に強く賛成します 

自分は●●（店舗・施設名）の隣のマンションに住んで

いますが、歩きタバコをする人、●●（店舗・施設名）横

にある十字路の、歩道に街路樹や掲示板があって少し

広いスペースにて路上喫煙をする人がいて、その煙が

ベランダに来るため、喘息持ちなのもあって大変辛い

です。地面に吸い殻を捨てる人もいたり、駅周辺の路

上喫煙禁止マークの前で吸ってる人もいるので、路面

駐車のように罰金を科すなど強い罰則を用いて欲しい

です 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

130 個

人 

電

子 

244 1 区内全ての場所で路上喫煙禁止は大賛成です。ただ

し、喫煙所が整備されても歩きタバコは減らないと思い

ます。啓発パトロール強化は良い取り組みですが、実

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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番号 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

際に刑罰がないと減らないのが現実だと思っていま

す。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

131 個

人 

電

子 

249 
 
路上喫煙の完全禁止について賛成いたします。目黒区

原町在住ですが、移住当時は高齢者が多く全体的に沈

んだ印象を持った街に感じておりました。しかし最近は

若い方も増え、同時にそのお子様世代も徐々に増えて

いるように感じております。特に住民の方で実行できる

こととして、若い方への配慮して頂くことができる項目

の中に路上喫煙の禁止は挙げられると思います。減少

していると思いますが、残念ながらまだ咥えタバコで歩

いている方が時折目に付きます。また建設等工事関係

の車両がアイドリングを止めなかったり残念ながら複数

人で喫煙される場面は目にするところでもあります。過

料制度を導入している千代田区や渋谷区のように他の

区でも既に導入されている制度でもあり、目黒区もこ

の機会にぜひ導入して頂きたいと思います（例．2,000

円）。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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番号 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

132 個

人 

電

子 

252 
 
吸わない自分にとってはタバコの臭いは地獄です。特

に過敏なので一瞬で頭痛になります。吸う人は外なら

空気に紛れると思っていますが、大きな間違いだとわ

かって欲しいです。喫煙所等で吸って戻ってきた人の

匂いでも気持ち悪くなります。 

会社も中目黒ですが、イメージも変わってきて若者も

増え、インバウンドも増えて、路上喫煙が物凄い増えて

います。灰皿を持っていれば吸えると思っている人もい

ます。吸い殻の問題では無い事をもっと国や自治体が

責任を持って伝えて欲しいです。とは言え、罰則がない

限り路上喫煙は減りません。そんな甘いことではないで

す。キチンと告知して罰金を 10,000以上にしないと効

果は無いと思います。 

目黒区に期待します。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

133 個

人 

電

子 

253 1 区内全域の路上喫煙禁止に賛成です。 2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

134 個

人 

電

子 

256 
 
路上喫煙は絶対反対です 家の前に毎朝吸い殻が数

本捨ててあり これから先枯葉が多くなり大変危険で

す ポイ捨てするのは決まった人が何人か居ると思い

ます 吸う場所、捨てる場所は習慣になっていて毎回同

じ場所で捨てているのではないでしょうか 

禁止条例是非ともお願いします  

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

135 個

人 

電

子 

257 
 
毎日、家の周りの掃除をしています。 

毎日のようにタバコの吸い殻や時には箱まで落ちてい

ます。 

駅周辺以外でも目黒区全ての地域で禁煙、歩きタバコ

禁止の条約を作って欲しいと思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

136 個

人 

電

子 

258 
 
路上喫煙を禁止にすることを強く希望します。歩きタバ

コ、立ちタバコでポイ捨てをする人も非常に多いです。

タクシーも路上で止まってタバコを吸って、そのまま捨

てる人も多いです。居酒屋の外にも灰皿を出して吸っ

ているところも多いです。 

路上喫煙の煙で不快に感じることも非常に多いです。 

私有地以外での喫煙を禁止にすることを強く希望しま

す。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

137 個

人 

電

子 

259 1 紙タバコ、電子タバコすべて全面喫煙禁止区域にして

いただくことを強く希望します。 

すでに港区など近隣の区は実施しているため、目黒区

は対応が遅いと感じます。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

 

また、なぜ中目黒、自由が丘、学芸大、都立大の地域の

みなのかも理解できません。 

今すぐに全区域禁煙にしていただきたいです。 

4 ●電子たばこについて 

 「電子たばこ」はたばこの葉を使わず、専用カートリッジ内の液体

（リキッド）を電気加熱することで発生する蒸気（ベイパー）を吸入す

るものであり、たばこ葉を使用するいわゆる「加熱式たばこ」とは異

なります。 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきますが、電子たばこ

については、リキッドは医薬品、吸入用のデバイスは医療機器であ

るため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例と同じく、

規制の対象外とすることを検討しています。 

【環境保全課】 

138 個

人 

電

子 

261 1 ・とにかく中途半端なので早く全域禁止にしてくださ

い。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

139 

 

個

人 

電

子 

262 
 
路上喫煙者には罰金 2,000円を課して欲しい。 

あと、自宅近辺の副流煙にも困っています。 

間接喫煙にならないように配慮された法改正を望みま

す。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

2 ●間接喫煙にならないように配慮を望む要望について 

 条例改正骨子案において、受動喫煙防止のため、「区内全域で路

上喫煙を禁止」すると共に、「公共の場所以外で喫煙する場合に、

受動喫煙防止のための配慮を明確にする」こととしています。 

【環境保全課】 
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改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

140 

 

個

人 

電

子 

266 
 
毎朝自宅前に 10本以上の吸い殻の投げ捨てがあった

ところ、コロナ禍になってから半数以下に減りましたが、

罰則規定のない条例など気休めにもなりません。中央

区や大田区のように吸い殻放置の罰則規定を設ける

べきです。また、吸い殻の回収については、事業者にそ

の費用を全面負担させるべきと考えます。ご検討願い

ます。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

2 ●吸い殻回収の費用負担について 

  喫煙所の整備においては、事業者に一部ご協力いただく場合も

ありますが、適正な喫煙環境の整備に向けて引き続き事業者と連

携していきます。 

【環境保全課】 

141 

 

個

人 

電

子 

267 1 区内全域での路上喫煙禁止は、受動喫煙防止の観点

から非常に重要な施策であり、小さな子を持つ親として

改正案の趣旨に強く賛同します。しかし、現状の規定で

は「歩行中または立ち止まって喫煙する行為」に限定さ

れており、実効性に課題があります。 

実際には、路上に駐車した車両内で喫煙し、窓を開け

て煙が外に流れるケースが頻繁に見られます。この場

合、周囲の歩行者や子どもは路上喫煙と同様の受動喫

煙被害を受けます。したがって、駐車車両内での喫煙

も禁止対象に含めるべきです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

1 ●路上に駐車した車両内での喫煙について 

 現行条例においても、路上喫煙の定義を「歩行中や自転車等の

運転中を含む公共の場所での喫煙」と定めております。趣旨に沿っ

て取り組んでいるところですが、ご意見を踏まえ条例改正骨子に反

映します。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

また、条例の実効性を確保するためには、違反者への

過料や指導を明確化し、周知徹底することが不可欠で

す。単なる努力義務ではなく、喫煙者に対する罰則を

伴う規定を設けることで、抑止効果が高まります。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

142 個

人 

電

子 

269 
 
飲食店を営んでおります。 

店舗前の鉄道高架下で喫煙される方が大変多く、副流

煙流入に困っています。 

是非とも早急に条例改正頂き路上喫煙を禁止して頂き

たく。条例改正を心待ちに致しております。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

143 

 

個

人 

電

子 

270 1 区内全域に拡充とのこと大賛成です。 

一歩踏み込んで、罰金の導入も検討してほしいです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

144 個

人 

F 

A 

X 

271 
 
条例に賛成です。区内全域の路上喫煙にすべきと思い

ます。路上喫煙は、①本人のすぐ後方を歩く人に不快

な思いをさせる、②たばこの火が他人の身体の一部に

当たる危険がある、③すいがらのポイ捨てなどゴミの問

題もある。以上、美化・安全・健康全てにおいて路上喫

煙はマイナスです。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

145 個

人 

書

面 

272 1 「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条

例」改正骨子案について賛成します。自宅前の 6 メート

ル道路は通行人が多く、歩きたばこをしている人も多

いのですが、そのうち一定の割合でたばこのポイ捨て

をする人がいるため、毎日の様に道路にタバコの吸い

殻が落ちています。又、道路の反対側のすずめのおや

ど公園の枯れ葉が大量に道路に散乱しているため、タ

バコのポイ捨てにより火災の危険性もあります。路上喫

煙を禁止すれば、タバコのポイ捨てはほぼ無くなると思

うので、路上喫煙全面禁止に賛成します。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

146 議

会 

書

面 

273 1 2頁改正骨子案(2)改正内容の②公共の場所以外で

喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確に

しますについて、受動喫煙は公共の場所以外で止まっ

て煙草を吸う人のことを指すことが多いが、最近バイク

やモペットに乗って喫煙することも公共の場所以外に

吸う路上喫煙に該当しますが、実際、バイクやモペット

に乗って喫煙している人もいることを踏まえ、バイクや

自転車も含め、移動しながら吸うこともポイ捨てにつな

がるため、路上喫煙はバイクや自転車に乗って吸うこと

も禁止していることを明記すること。 

1 ●路上喫煙の定義について 

 既に現行条例第 8条第 1項において路上喫煙の定義を「歩行中

や自転車等の運転中を含む公共の場所での喫煙」と定め、趣旨に

沿って取り組んでいるところですが、ご意見を踏まえ条例改正骨子

に反映します。 

【環境保全課】  
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

147 議

会 

書

面 

275 1 ○過料については、先行する自治体の状況を参考にし

ながら、費用対効果、実効性を踏まえて整理すること。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

148 個

人 

電

子 

276 1 まず禁止するからには罰則を設けること。 

罰金であったとしても少額ではなく数百万円等決して

小さく無い金額で規定すること。実際に罰金処分した

実績も作ること。 

条例の条文を読む限りは罰則が無いため、実効性が薄

い様に伺えます。 

パトロール等費用面での課題とはありますが、写真付

きの通報を認める等の対策を取ればそれだけで抑止

力になるとは思いますので、過料の徴収は明文化すべ

きと考えます。 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと 

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

149 個

人 

電

子 

278 1 違反者への実効ある罰則の適用 4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 

150 

 

個

人 

電

子 

279 1 路上喫煙ポイ捨て禁止を、目黒区全域に拡大すること

に賛成します。罰則までとれるとよいのですが。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●罰則化に関するご意見について 

 路上喫煙に対する規制としては、違反者に対し、行政罰における

秩序罰である過料を科す方法があります。 

 過料については、通報だけでは取り締まることができず、現行犯

でないと過料の徴収に至らないこと、また私有地で過料を科すこと

はできないため、公共の場所か否かについて正確に監視しなけれ

ば取り締まることができないこと、さらには、実際に過料を徴収して

いる自治体において路上喫煙は減ったものの、その影響で私有地

での喫煙が増えてしまい、区へ苦情が寄せられても対応ができな

いケースが増加していることなど、過料を科すにあたっては様々な

課題があります。 

 また、過料の徴収は不利益処分に該当するため、処分に際して

は、違反行為の現認、過料処分の口頭告知、弁明の機会の付与、

不服がある場合は審査請求できる旨の教示等、法に基づく適切な

手続きが必要となります。トラブルに至るケースも想定されるので、

不利益処分に関する経験を持つ方でないと対応が非常に難しいこ

とから、委託ではなく自治体の会計年度任用職員として採用するケ

ースがほとんどです。さらには、近隣自治体の例では、いずれも一

億円以上の経費が計上されており、多額の予算が必要となるとい

った費用対効果の課題もあります。 

 目黒区では住宅地が大半を占めており、優先的に対応すべき場

所は、特定の店舗の周辺等、ある程度限定されますので、特定のエ

リアを重点的にパトロールすることで、対応できると考えています。 

 過料の徴収は、一時的な効果はあっても、根本的な解決には至ら

ないため、区は「自分たちのまちは自分たちできれいにする」という

基本理念の下に区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行っていき

ます。 

【環境保全課】 
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番号 

区
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種

別 
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枝

番 
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対応区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容①区内全域で路上喫煙を禁止します     

151 個

人 

電

子 

280 1 ①区内全域で路上喫煙禁止 

 

私有地であっても「公共の場所に隣接・面している」場

合も「禁止」としてください。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今

回の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の

者にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますの

で、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、

受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 
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整理

番号 

区

分 

種 

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にします 

152 個

人 

電

子 

12 2 まず、全域禁煙は良いかと思いますが、一歩でも入っ

た私有地であれば許可される問題が残ります。実害

は、喫煙という行為ではなくではなく副流煙であると

理解しています。 

そのため、私有地での喫煙であっても、副流煙が公

道や隣接地等に流れないことを目的とする規制を行

っていただければ助かります。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 私有地での灰皿設置及び喫煙について区は指導する立場にあり

ませんが、今回の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する

場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確

化しますので、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を

捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

153 個

人 

電

子 

13 1 すでに禁止されている西郷山公園（菅刈保育園前の

ベンチ）で小さい子どもの施設の目の前であるにもか

かわらず喫煙している人がいる。 

さらに吸い殻はポイ捨てで、ベンチの下にたまってい

る。 

子供に関係するエリアについては受動喫煙禁止につ

いて特に力を入れていただきたい。 

 

飲食店の軒先に喫煙エリアを設けているところにつ

いて、灰皿が置かれているのは店の敷地内ではある

ものの、通行の際、受動喫煙となる。店内禁煙として

いるため、吸える場所として設置しているが、数人で

吸われると、煙も多く、敷地内なので取り締まり対象

外とするのか、通行に際し受動喫煙リスクが高まるた

め不可とするのか明確にしてほしい 

3 ●子どもに関係するエリアの受動喫煙対策について 

 特に子どもへの受動喫煙対策は重要と考えており、啓発パトロー

ルの強化やチラシの配布等により機会を捉えて受動喫煙防止の配

慮について理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 飲食店等の店内については、健康増進法等で規制が定められて

おり、原則禁煙とされていますが、屋外の敷地内には規制がありま

せん。今回の条例改正においても規制の対象とはしませんが、公共

の場所以外で喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせない

ように配慮するよう明確化しますので、引き続き、人通りの多い歩道

に面している飲食店等に対して、受動喫煙防止の配慮について、理

解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

154 個

人 

電

子 

33 1 私有地での喫煙の場合における周囲への配慮が盛り

込まれていますが、マンション等のベランダでの喫煙

により、窓を開けていると部屋の中に煙が入って迷惑

することが多々あります。マンションのベランダ等の

共用スペースにおいても配慮することを記載し、啓発

活動を行なっていただきたいです。路上喫煙につい

ては理解も進み少なくなったのですが、部屋にいて被

害に遭うことが多いです。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 条例において、具体例をあげることは考えていませんが、周知に当

たって工夫するとともに、啓発パトロールの強化やチラシ配布等によ

り、機会を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていき

ます。 

【環境保全課・健康推進課】 

155 個

人 

電

子 

40 
 
近所の住人が外に出てマンションの壁側で喫煙して

る人がいて副流煙が窓から入ってきて 

窓を開けることが出来なくて困惑している 

吸い殻等はないがこれらも路上喫煙として認知する

方法を考えてほしい 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 規制の対象外である公共の場所以外の私有地での喫煙について

区は指導する立場にありませんが、啓発パトロールの強化やチラシ

配布等により、機会を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を

求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

156 個

人 

電

子 

48 
 
路上、歩きタバコはもちろんですが、マンションの下

で近隣で勤務されている方がタバコ休憩をされてい

て非常に迷惑です。目黒区全体が禁止になれば規制

しやすいのではないかと思います。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

157 個

人 

電

子 

72 2 エリアがせまい 全面禁煙でお願いします 

電子タバコが OK と勘違いしている人が多い。特に

川沿い飲食店近辺 

渋谷区のように、人を使ってきちんと徴収を毎日実施

してほしい 

タバコをうっているコンビニの裏の敷地内とかも、港

区のように、屋外は全面禁煙、と謳って PR してほし

い 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 



46 

整理

番号 

区

分 

種 

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にします 

158 個

人 

電

子 

73 2 飲食店の出入り口などに灰皿を置いて喫煙させるの

を厳重に禁止してほしいです。 

狭い歩道に隣接する飲食店の前で喫煙者がたむろし

たり、子どもにかかったりしています。 

店内や専用の場所にする、公道に隣接させないなど、

厳しくしてほしいです。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 飲食店の店内は健康増進法等において規制がされていますが、屋

外の敷地内には規制がなく、私権が及ぶ場所に条例で規制を行うこ

とは困難です。ただし、今回の条例正において、公共の場所以外で

喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮す

るよう明確化しますので、引き続き、人通りの多い歩道に面している

飲食店等に対して、受動喫煙防止の配慮について、理解を求めてい

きます。 

【環境保全課・健康推進課】 

159 

  

個

人 

電

子 

97 
 
賛成です 

ただし現状路上喫煙禁止区域に面した飲食店などの

路上と店内の間のわずかなスペースに灰皿を置いて

喫煙させている店舗を多数見かけます 

そういった店舗の前を通るとタバコの煙にさらされま

す 

路上喫煙禁止にしてもこのような抜け道も塞がなけ

れば意味がありません 

あわせて検討お願いします 

2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】  

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 飲食店の店内は健康増進法等において規制がされていますが、屋

外の敷地内には規制がなく、私権が及ぶ場所に条例で規制を行うこ

とは困難です。ただし、今回の条例正において、公共の場所以外で

喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮す

るよう明確化しますので、引き続き、人通りの多い歩道に面している

飲食店等に対して、受動喫煙防止の配慮について、理解を求めてい

きます。 

【環境保全課・健康推進課】 

160 個

人 

電

子 

107 
 
受動喫煙防止のための配慮については、極力具体的

な言葉での条例制定＆注意書きをお願いします。私

有地内なら吸っていいと考えている人がいて、道から

一歩だけ私有地に入って堂々と吸っている人がい

て、その道を歩くと副流煙を吸います。幼児がいるの

で心配です。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わ

せないように配慮するよう明確化し、周知に当たって工夫するととも

に、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受

動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

161 個

人 

電

子 

159 2 路上喫煙については私道についても明確に禁止区域

として欲しいです。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

162 個

人 

電

子 

165 
 
都立大学には時間貸の駐車場が多くありますが、そ

の駐車場内で喫煙している方がとても多い印象で

す。（利用の有無関係なく） 

駐車場もコインパーキングになりますので管理してる

人はいない状況です。 

コインパーキングは路上扱いにはならないかと思いま

すので、こちらも対象としていただけたらと思います。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

163 個

人 

電

子 

176 
 
コンビニ側に住んでおり、コンビニ裏の集合住宅駐車

場で、喫煙されていつも困っています。駐車場等も含

めて規制してください。 

ベランダの洗濯物に臭いが着いたり、ベランダに出る

と副流煙の臭いが強くします。窓を開けての換気も

出来なくて困ることが多いです。是非、条例を定めて

ください。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 
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整理

番号 

区

分 

種 

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にします 

164 個

人 

電

子 

190 1 都立大学駅と自由が丘駅及びその周辺を外出時の

乗降駅並びに買い物等で使用していますが、特に都

立大学駅周辺では路上の歩きタバコや道路に接する

店舗前(飲食店)の 30cm～1m程度の屋外空間に

灰皿を台や小さなテーブルを置いて喫煙スペースの

ていで路上で喫煙している人を少なからず見かけま

す。 

ですので、そのような路上喫煙も厳しく禁止し、路上

前の屋外空間も禁止には出来ないでしょうか。 

また、建築現場の屋外空間や付近の駐車場に座り込

み数人で喫煙している姿も見かけます。こちらも行政

指導等で規制して欲しい。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での灰皿設置及び喫煙について区は指導する立場にあり

ませんが、今回の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する

場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確

化しますので、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を

捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

165 個

人 

電

子 

192 
 
個人の意見を聞く場所を作ってくださりありがとうご

ざいます。 

 

我が家の隣はコインパーキング、 

家の前には車一台が通れるくらいの私道がありま

す。 

家から 30mほどのところには幼稚園、保育園があり

ます。登園降園、園からのお出かけ以外にも、放課後

の時間には小学生以上の子どもが行き交うところで

もあります。 

住宅地なので妊婦さんや、小さなお子さん、赤ちゃん

を連れた方ももちろんいらっしゃいます。 

 

毎日、隣のコインパーキングでは車を停めて喫煙され

る方がいます。 

その度に駐車場に面している浴室やトイレにタバコの

臭いが入ってきます。 

私道でも喫煙する方が増えました。 

毎日タバコの吸い殻を拾っています。 

区内路上喫煙が全面禁止となり、私道や駐車場では

受動喫煙に気をつけてということだと、今以上に駐車

場や私道に喫煙者が増えてしまうのではないかと心

配しています。 

 

私道や駐車場の周りには住宅があることが多いと思

います。家の隣で吸われては逃げられません。 

私道や駐車場での喫煙も禁止してほしいです。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

166 個

人 

電

子 

217 2 路上喫煙全面禁止に賛成です。また、アメリカカリフ

ォルニア州のように公共の建物や集合住宅建物での

全面禁煙を希望します。 

4 ●公共の建物について 

公共の建物については、健康増進法等により施設の種類ごとに規

制が定められています。また、区立施設については、受動喫煙防止

の観点から、原則として敷地内禁煙を進めていますが、ホールを有

する等の集客のある施設については、引き続き分煙対策を講じた上

で喫煙所を設置していくこととしています。 

【健康推進課】 

3 ●集合住宅建物について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での灰皿設置及び喫煙について区は指導する立場にあり

ませんが、今回の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する

場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確

化しますので、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を

捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 
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整理

番号 

区

分 

種 

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にします 

167 個

人 

電

子 

220 

  

2 大分、歩きタバコの方は、少なくなりましたが、歩きタ

バコは、禁止すべきだと考える。誰に当たるかわから

ないし、小さい子供が歩いていたら、当たる可能性

は、大です。 

そのまま、路上に捨てる方が多いと思われます。 

喫煙所以外は吸えないことにしたら良いです。 

但し、携帯用灰皿を携帯し、自分の会社、自宅の敷地

内では、喫煙可で良いと思います。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 会社の屋内については、健康増進法等で規制がされていますが、

屋外の敷地内や自宅については規制がされておらず、今回の条例

改正においても規制は行いません。ただし、健康増進法等におい

て、喫煙者には、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務が定め

られており、今回の条例改正においても、公共の場所以外で喫煙す

る場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明

確化していきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

168 個

人 

電

子 

221 2 路上喫煙禁止には賛成ですが、近隣の飲食店などか

ら私道や私有地に入って来る人の喫煙・ポイ捨てにと

ても迷惑しています。そのような場合の対策もお願い

します。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 規制の対象外である公共の場所以外の私有地での喫煙について

区は指導する立場にありませんが、啓発パトロールの強化やチラシ

配布等により、機会を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を

求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

169 個

人 

電

子 

226 
 
路上に加えて、玄関先など通行人に煙などがかかる

場所も禁止してほしいです 

「自分の敷地内だ」と言い張る方がいますが、煙は隣

りに住んでいる我が家にも入ってきます 

一般の方や、通行人や、近隣に迷惑がかかる場所は

一切禁止にしてほしいです 

我が家の隣りのアパレルショップのスタッフは特に酷

くて、一日中、道路や入り口で複数人で、喫煙する

為、煙と匂いに困っています(我が家は飲食店の為、

お客様からも苦情が出ています） 

あと、目黒区は本当にポイ捨てが多い為、道路が汚

いです 

綺麗な町になる事を切に望んでいます 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

170 個

人 

電

子 

233 2 「公共の場以外の私有地で喫煙する場合の周囲への

配慮」の具体例として、駐車場だけでなく「ベランダ・

屋上等」も明記して欲しいです。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 条例において具体例をあげることは考えていませんが、条例改正

の内容の周知・啓発に当たっては、より分かりやすく効果的な表現

等について工夫していきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

171 個

人 

電

子 

245 1 （１）本件の強力な推進を望みますが、下記事例も規

制対象に含まれるように、補足説明があるといいと思

います。 

（私自身は喫煙せず。下記事例の目撃＆被害者で

す） 

 例：歩行中の喫煙者が、赤の他人の私有地に立ち

入り（マンションのエントランスや駐車スペースなど、

公道から１歩私有地に入った場所）、 

   立ち止まって、喫煙。 さらに、吸い殻をマンショ

ンの植え込み（私有地）に投げ入れ。 

つまり、公道、公の場でないと悪知恵の喫煙者が主

張し、罰金から逃れるのを防止する文言を追加でき

たらいいと思います。 

（現在の改版が、私有地における権利を明記している

ため、これを逆手にとられないように、条例など法的

な文書は、性悪説でも効力のある表現がいい） 

（受動喫煙への配慮の個所をもうちょっと強力な文言

に。もし私有地に関する条例が既にあるのであれば、

それを引用） 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品であり、公共の場所

以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは難しいと考え

ています。 

 正当な理由なく私有地に立ち入る行為等は、受動喫煙等とは別の

観点からの問題となるため、この条例の適用の対象としていません

が、今回の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は

周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しま

すので、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉え

て、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

172 

 

  

個

人 

電

子 

248 
 
大賛成です。 

店内は禁煙とし、店外路上を喫煙所として営業して

いる飲食店を見かけます（灰皿をギリギリ敷地内に置

いてます）が、歩行中、信号待ち、バス停でのバス待

2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にします 

ちなどの時に、たばこを吸わない歩行者や子供が煙

や匂いなどの受動喫煙や、喫煙者の火・吸い殻の扱

いが気になります。 

また、月極駐車場やコインパーキングに停めている車

の陰での喫煙者も見かけます。これは駐車場管理者

の責任ではなく路上ではないかもしれませんが、結

局タバコの煙りや臭い、吸い殻の始末は、路上の歩

行者などの非喫煙者に影響しているので、何らかの

対策は必要と思います。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 規制の対象外である公共の場所以外の私有地での喫煙について

区は指導する立場にありませんが、啓発パトロールの強化やチラシ

配布等により、機会を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を

求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

173 個

人 

電

子 

250 
 
路上喫煙だけでなく、敷地内喫煙も規制対象にすべ

きです。 

 

現在、路上喫煙は一定の規制がありますが、自宅や

会社敷地内での喫煙は「私有地だから自由」とされ、

実質的に野放しです。しかし、煙は風に乗って広が

り、10 メートル以上離れていても臭気が届きます。特

に東京のように住居が密集し、道幅も狭い地域では、

隣人トラブルの原因にならないはずがありません。 

 

庭やベランダ、会社敷地、工事現場などでの喫煙も、

周囲にとっては受動喫煙の被害源です。こうした「路

上以外の屋外喫煙」も、実態に即した規制を設けるべ

きです。 

 

喫煙は、本人の嗜好の問題ではなく、周囲に健康被

害と不快感を与える加害行為です。「好きにさせろ」と

いう主張は、他者の権利を侵害している以上、通用し

ません。極端な例かもしれませんが、無差別に刃物を

振り回して「俺の人生だから自由にさせろ」と言うのと

本質的には同じです。 

 

「共存できる環境整備」ではなく、「喫煙者ゼロを目指

す社会」を掲げてほしい。被害を受ける側からすれ

ば、喫煙行為は迷惑でしかなく、理解や共感を求めら

れても応じられません。自治体には、受動喫煙の根

絶に向けた強い姿勢を期待します。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 公共の場所以外の私有地や私道などに、広く区が規制することは

難しいと考えています。 

 私有地での喫煙について区は指導する立場にありませんが、今回

の条例改正において、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者

にたばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化しますので、

啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会を捉えて、受動

喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

5 ●たばこを吸う人と吸わない人の共存について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品です。区では、たばこ

を吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を推進しています。 

【環境保全課】 

174 

 

個

人 

電

子 

259 2 特に、目黒区は目黒川沿い、公園、路地裏、駐車場な

どでとても多いと感じます。 

また、空き缶やペットボトルに吸い殻を入れてポイ捨

てする喫煙者や、排水溝などに捨てるなどが多く見ら

れ、街の美化も損なわれています。 

非喫煙者にとって、街中の喫煙は何一つ良いことが

ありません。 

また、飲み屋の外に灰皿を置くという対応についても

やめていただきたい。 

2 ●たばこのポイ捨てについて 

 既に現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみだ

りに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、趣旨に沿っ

て取り組んでいるところです。 

 引き続き、条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸

わない人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

3 ●飲み屋の外に灰皿を置くことについて 

 飲食店の店内は健康増進法等において規制がされていますが、屋

外の敷地内には規制がなく、私権が及ぶ場所に条例で規制を行うこ

とは困難です。ただし、今回の条例正において、公共の場所以外で

喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮す

るよう明確化しますので、引き続き、人通りの多い歩道に面している

飲食店等に対して、受動喫煙防止の配慮について、理解を求めてい

きます。 

【環境保全課・健康推進課】 

175 個

人 

電

子 

270 2 区内全域に拡充とのこと大賛成です。歩きタバコは

本当に危険です。私道も含む指導をして欲しいです。

そして、一歩踏み込んで、罰金の導入も検討してほし

いです。 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 規制の対象外である公共の場所以外の私有地での喫煙について

区は指導する立場にありませんが、啓発パトロールの強化やチラシ

配布等により、機会を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を

求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 
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【所管課】 

改正内容②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にします 

176 団

体 

F 

A 

X 

274 1 駐車場や私道等の私有地で喫煙する場合には、周囲

の者にたばこの煙を吸わせないように配慮することを

明確化するとありますが、たばこ店店頭など私有地に

設置している灰皿は引き続き事業者の判断で設置で

きるようにしていただくことを求めます 

➡たばこ店店頭の灰皿は周辺のポイ捨て・歩きたば

こ防止に寄与しておリ、撤去が進めば環境悪化が懸

念されます 

3 ●私有地での喫煙に係る配慮・対策の要望について 

 規制の対象外である私有地の灰皿設置や喫煙について区は指導

する立場にありませんが、望まない受動喫煙等のお声が寄せられた

場合、店舗等に対し受動喫煙配慮義務についてご理解を求めるとと

もに、密閉型屋内喫煙所の整備助成のご案内や公風避けやパーテ

ーションの設置等について協力をお願いさせていただく可能性があ

ります。 

【環境保全課・健康推進課】 

177 議

会 

書

面 

275 2 ○２（２）② 公共の場所以外で喫煙する場合の受動

喫煙防止のための配慮・・の部分 

喫煙者に加えて、灰皿を設置するなど喫煙場所を提

供する者に対しても、受動喫煙防止のための配慮を

義務付けること。 

7 ●事業者に対して受動喫煙防止のための配慮を義務付けることに

ついて 

 現行条例第 6条第 3項において「事業者は、まちの環境美化に関

する区の施策に協力する責務を有する」と定めています。ついては、

敷地内に灰皿を設置している事業者に対しては、受動喫煙防止の

ための配慮を新たに義務付けずとも、事業者は路上喫煙を禁止す

る区の施策や、受動喫煙防止に協力する責務を有すると考えていま

す。 

【環境保全課】 

178 個

人 

電

子 

278 2 飲食店の外で平気で喫煙を許している光景も日常的

にあります。 

店側が灰皿を出し、実質的な「店前喫煙所」となって

いるケースも多く、歩行者や子ども、アレルギー体質

の人が煙を浴びざるを得ない状況が放置されていま

す。 

行政が「店内禁煙」を指導しても、店外に逃げ場をつ

くってしまっては意味がありません。 

3 ●私有地を規制対象とする要望について 

 飲食店の店内は健康増進法等において規制がされていますが、屋

外の敷地内には規制がなく、私権が及ぶ場所に条例で規制を行うこ

とは困難です。ただし、今回の条例改正において、公共の場所以外

で喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮

するよう明確化しますので、引き続き、人通りの多い歩道に面してい

る飲食店等に対して、受動喫煙防止の配慮について、理解を求めて

いきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

179 個

人 

電

子 

280 2 ②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止

のための配慮を明確化 

 

現在私設喫煙所でも「具体性の無い配慮」「不明瞭な

配慮」「エクスキューズとしての配慮」を掲出している

ところがありますが、内容が不完全であっても喫煙者

が配慮している様子を見たことがありません。歩行

者、公共施設利用者を認識してからタバコを消す喫

煙者も見たことがありませんが、仮に目視した直後に

タバコを消しても、副流煙は周辺、空間に漂います。

路上喫煙禁止＝技術的な精度をクリアした屋内喫煙

所のみ喫煙可と厳格な内容にしてください。「周囲へ

の配慮」といった具体性の無い文言に実行力が無い

ことは、現行条例が証明しています。改正の意義があ

るものにするため、曖昧な施策にならぬよう明確な文

言を示してください。例えば目黒川沿いには、喫煙者

がたまりそうな場所に必ず多めの喫煙禁止のボード

が掲出されていますが効果はありますか？喫煙者に

配慮や努力を求めても実行力が無い場合があるの

で、具体的な罰則や通報先も同時に表示してあれ

ば、よいのではないでしょうか？現状でも効果がある

施策があるのであれば、そちらもアップデートしてく

ださい。「配慮を明確にしても実行力が無い」のが現

状です。喫煙者の「配慮」には期待できません。「配

慮」を自動的に解消する屋内喫煙所を増やすという

実行力のある改正案にしてください。駐車場、私道、

私有地でも煙は広範囲に流れます。実証実験をした

うえで、どの地点からどこまで煙や匂いが流れ、届く

か？とどまるか？ どの段階でたばこを消せば、どの

範囲の空間に影響が無いのか？空間および時間的

な実証実験をしたうえで、実行力のある「配慮」を「明

確化」してください。実証実験を公表していただけれ

ば、喫煙者、非喫煙者どちらにも理解が深まると思い

ます。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しており、パーテーシ

ョン型のような開放型喫煙所の整備はしておりません。 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

180 

  

個

人 

電

子 

1 2 改正条例骨子案に大いに賛同します。①私の家は自

由が丘駅まで約５～６分程の通勤・通学路の目黒区

道に面しており、②この区道は緑が丘小学校の通学

路スクール・ゾーンでもあります。また、近隣には緑が

丘幼児園のほか保育園が多くあり、多くの保育園のお

散歩コースにもなっています。③ところが、家の周囲の

現状は、いつも夜間・早朝にたばこの吸い殻がいくつ

もポイ捨てされており、朝晩の掃き掃除が毎日欠かせ

ません。これは、自由が丘駅周辺が禁止区域なので、

私の家の周りだけでなく、その禁止区域外側の住宅

地域で通勤時のポイ捨てが恒常化していると考えら

れます。④よって、改正条例による、啓発、巡回パトロ

ール、禁止表示などを私の家のような住宅地域にも徹

底していただければ、まさに「目黒区ポイ捨てなどのな

いまちをみんなでつくる」趣旨が実現できるものと考

えます。⑤なお、②のように、小学生や乳幼児が多く利

用する道路空間なので、いわゆる電子タバコの臭いも

かなり強く、保育士の方たちの懸念を聞くことがありま

す。あわせて対応策を検討していただければと考えて

います。以上、よろしくお願いします。 

2 ●改正条例骨子案に賛同とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●条例改正による、啓発、巡回パトロール等徹底について 

 条例改正に伴い、区公式ウェブサイト及び SNSでの周知、区内 

及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連携したポスター

の掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ配布等による

周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざまな方法で普及

啓発を図っていきます。 

 また、啓発パトロールに関しては、現在、毎日（年末年始を除く）2

回、7:30-9:30/17:30-19:30に実施している路上喫煙禁止区

域のパトロールを、条例改正後は区内全域に拡大し、対象時間を拡

充することを予定しています。 

【環境保全課】 

181 個

人 

電

子 

2 2 路上喫煙禁止の実効性を高めるため、通報アプリと

監視員による対応体制の整備を求めます 

 

区内全域での路上喫煙禁止には賛成ですが、現状で

も禁止区域での喫煙が後を絶たないことから、実効性

のある仕組みが不可欠です。 

   

具体的には、住民が違反者を簡単に通報できるアプリ

の導入と、通報に基づいて現場に急行し、指導・過料

処分を行える監視員の配置が必要です。 

   

こうした仕組みがあれば、違反抑止力が高まり、住民

の安全と快適な生活環境の確保につながります。 

   

単なる「禁止」ではなく、守られる条例にするための実

行力ある制度設計を強く望みます。 

1 ●オンライン相談フォームの導入について 

 現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラインフォ

ームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるようにし

ます。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 オンライン相談フォームの導入については、条例改正骨子に反映

します。 

【環境保全課】 

182 個

人 

電

子 

3 2 区内全域の路上喫煙禁止に賛成いたします。子ども

の遊ぶ公園内でのポイ捨ても、いまだ目にする機会が

多く、喫煙とともに吸い殻のマナー違反も気になりま

す。明確に禁止いただき、喫煙者の方のマナー向上推

進も併せてお願いいたします。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

183 個

人 

電

子 

4 
 
基本的に素晴らしい取り組みだと思います。 

日中、工事関係者の方が固まって休憩時に路肩でタ

バコを吸われていることが多く、住宅地では特に気に

なりますが、おそらく喫煙場所がないためだと思われ

るので、子どもたちから離れた公園の一角などに分か

りやすい喫煙スペースがあると良いのかもしれませ

ん。 

お掃除の問題がありますが…。 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について。 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 



52 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

184 個

人 

電

子 

6 2 ・素晴らしい取り組みで、条例改正に感謝します。 

 

・路上喫煙禁止であることがわかるよう、路上の目立

つ場所に注意喚起する貼り紙・看板などを増やしてほ

しい。例えば千代田区では路面のコンクリート上にも

わかりやすく表示されていて良かった。パトロールだ

けでは限界があると思う。 

 

・駅前では、喫煙所の周りにはみ出して喫煙する人が

多い。喫煙所は駅前の便利な場所に多く、駅前にむし

ろ喫煙者が集まってそこからはみ出して多くの方が喫

煙されているので、かえって受動喫煙する機会が増え

ている気がする。 

 

・罰則（過料）や、電子タバコの禁止も規定してほし

い。目黒区のホームページ上では、新たな罰則につい

て「新たな罰則につきましては、行政罰としての過料が

考えられますが、実効性を担保するためには、パトロ

ールとともに過料の徴収業務を行う必要があり、費用

面での課題があると認識しています。」との回答がの

っているが、過料の徴収が進まずとも抑止効果は期

待できると思う。 

2 ●路上に貼付する啓発シートや看板等について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

185 個

人 

電

子 

7 
 

5歳の子供がおります。近くの公園を良く利用してい

ますが、未だ公園喫煙者、タバコのポイ捨てが多く見

られます。また近隣道路ではタバコのポイ捨てがあり、

子供がいる中非常に残念です。おそらく夜間など人に

見られない時に起きている事だと思います。また車内

からのタバコポイ捨ても見られます。路上にもタバコ

禁止マークを大きく表示するなどの対策は必要と思い

ます。 

2 ●路上に貼付する啓発シートについて 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

186 個

人 

電

子 

8 
 
中目 学大 自由が丘 祐天寺 の各駅前での喫煙は、

殆んど見なくなりました。 

しかし、一歩住宅街に入った道では未だに複数の

方々の歩行喫煙が後を絶ちません。 

我が家の前にも、週に 1日以上吸殻のぽい捨てが有

り廃棄処理をしています。 

この様な状況を回避するために、現在、住宅街にも防

犯カメラが増えていますので、個人情報の問題の対策

が必要ですが、区の条例違反者として顔写真を公の

場所に掲示して、違反者に注意勧告をして様子をみる

のも現象対策になるのではないでしょうか。 

大変かと思いますが、これからも頑張って活動よろし

くお願いします。 

5 ●条例違反者の公表について 

 条例違反者の公表について、現時点では考えておりません。たば

こは、法律で認められた合法的な嗜好品です。自分たちのまちは自

分たちできれいにするという条例に定める基本理念のもと、喫煙者

がマナー遵守の必要性を理解し、自発的にルールを守っていただく

ことが重要であると考えます。 

【環境保全課】 

187 

  

個

人 

電

子 

9 
 
路上喫煙にとても憤りを感じていたので意見を募って

くださりとても助かります。 

路上喫煙禁止とわかりやすくしていただきたいです。 

電柱や道路に禁止と一目でわかるよう掲示をしてい

ただけたらと思います。 

今後路上喫煙防止のために喫煙所を作るのであれ

ば、歩道や人通りを避けた場所に作っていただけると

助かります。 

2 ●電柱や道路での啓発について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。また区内及び隣接する駅周辺の電柱に路上喫

煙禁止の掲示をする予定です。 

【環境保全課】 

2 ●喫煙所の整備等について 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズ等を含め整備し、

望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間的に分離

され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう措置が講

じられた密閉型喫煙所の整備を推進しています。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

188 個

人 

電

子 

11 
 
禁煙ばかり、目を向けないで、喫煙する方が安心して

利用できる場も作っていただけると、公平になると思

います。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現するため、

引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡充

を進めていきます。 

【環境保全課】 

189 個

人 

電

子 

13 2 すでに禁止されている西郷山公園（菅刈保育園前の

ベンチ）で小さい子どもの施設の目の前であるにもか

かわらず喫煙している人がいる。 

さらに吸い殻はポイ捨てで、ベンチの下にたまってい

る。 

子供に関係するエリアについては受動喫煙禁止につ

いて特に力を入れていただきたい。 

 

目黒川沿いのショップ、店舗内で禁煙にしているの

か、店先で喫煙をしているのをよく見かける。 

店舗前の川の欄干に禁止の張り紙があるにもかかわ

らず、数人で、欄干によりかかりながら。目黒区全域に

拡大していただくのはありがたいが現状守られていな

いところがあるのでどう守ってもらうようにするかもご

検討ください。 

 

同じく、飲食店の軒先に喫煙エリアを設けているとこ

ろについて、灰皿が置かれているのは店の敷地内で

はあるものの、通行の際、受動喫煙となる。店内禁煙

としているため、吸える場所として設置しているが、数

人で吸われると、煙も多く、敷地内なので取り締まり

対象外とするのか、通行に際し受動喫煙リスクが高ま

るため不可とするのか明確にしてほしい。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームに

よる受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見

については、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間

帯に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

190 

  

個

人 

電

子 

14 
 
場所柄、お酒を提供する飲食店が多く、 

夜は飲みに来る若者などが、帰り道や公園等で喫煙

するのをよく目にします。 

（特に目黒川沿い） 

なので、飲食店側にも喫煙に対する対応（喫煙ブース

等）が必要なのではと感じます。 

また、先日子供と公園で遊んでいたら、 

外国人観光客の家族が、 

子供がいる公園で喫煙、ポイ捨てをしていました。 

文化の違いはあれど、日本では守っていただかないと

いけないルールを明確に、もっとわかりやすく表示す

る、周知する必要性を感じます。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、飲食店に限らず、誰もが利用できる指定喫煙所の整備を

進めております。 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現するため、

引き続き民間事業者等と交渉を続け、喫煙所の整備・拡充を進めて

いきます。 

【環境保全課】 

2 ●掲示・表示の工夫について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく 

情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望する方に配布し

ます。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもので、誰もが分か

りやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

191 個

人 

電

子 

16 2 喫煙所を作るのであれば、密閉型にして横を通行して

も受動喫煙しないようにしてほしい。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しています。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

192 個

人 

電

子 

19 
 
ちょうど昨日、子供を保育園を送り出す際に、自転車

に乗ったまま電子タバコを吸う親を見かけました。 

また、目黒区民センターテニスコートと目黒区立下目

黒小学校の間の道で路上喫煙される方も何度も見か

けました。 

禁止するだけでなく、画像や映像での通報先を設けて

頂ければ、昨今のスマートフォンの普及でみなさんの

意識も変わってくるかと思います。ご検討のほどよろ

しくお願い致します。 

1 ●オンライン相談フォームの導入について 

 現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラインフォ

ームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるようにし

ます。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 オンライン相談フォームの導入については、条例改正骨子に反映

します。 

【環境保全課】 

193 個

人 

電

子 

20 
 
家路の路上で歩行喫煙者が多く、困っています。南保

育園を使っていますが、前の駐車場でもよく吸われて

います。保育園前の道路も同様で、子供が危ない思

いをしています。家の前に吸い殻が落ちてることも多

いです。洗足駅前では朝 8時前後で同じ人がよく喫

煙しています。駅前喫煙所を整備いただきたい。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 

194 個

人 

電

子 

22 
 
タバコが吸える場所と吸えない場所をわかりやすく示

してほしいです。 

喫煙者が安心して吸える場所があれば、受動喫煙、な

がらタバコなどは減るのではと思います。 

また、区外から来ている工事業者などのルールが分か

らない方へのアナウンスについても工夫していただき

たいです 

2 ●分かりやすい周知について 

 改正後条例の周知にあたっては、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ

配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざま

な方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

195 個

人 

電

子 

23 2 非喫煙者、嫌煙者です。その立場からだと、そもそも

喫煙者と共存するという前提からおかしくて、極端な

ことを言えば喫煙者を排除したほうが良いです。マナ

ーやルールを守らない人が歩行中やなんなら自転車

乗車中にも喫煙し、そいつらはだいたい風上に立つた

め、煙を撒き散らす行為を何とも思わずに行っていま

す。それらの行為を本当に迷惑に思っています。その

ため、共存なぞという甘っちょろいことを言うのではな

く、排除に向けた取り組み、できないならばルール違

反者に対する罰則、厳罰化をするべきかと思います。

また喫煙所という迷惑所はだいたい外にあることが多

いですが、その周辺も臭いため屋外に設けるなら排

気を外に漏らさないような仕組みを考えるべきです。

嫌煙者からすると、それらのために私たちの血税が補

助として無駄金を使われることに嫌悪感があります。

喫煙者に支払ってほしいです。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しています。なお、喫

煙所の整備にあたっては、東京都の補助金等を活用しております

が、引き続き適切な税の活用に努めていきます。 

【環境保全課】 

196 個

人 

電

子 

26 2 喫煙所も減らしていいと思います。 2 ●喫煙所整備について 

 区は、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現する

ためには、分煙環境の促進に資する喫煙所の整備・拡充は重要で

あると考えています。喫煙所数については、区民のニーズや社会変

化など、今後状況に応じて適切に対応していきます。 

【環境保全課】 
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番号 

区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

197 個

人 

電

子 

29 
 
小さい子供を連れて街を歩いていると、歩行しながら

喫煙されている方に敏感になります。手にされている

タバコの煙は見事に子供の目線の高さに来るからで

す。健康被害だけなく、タバコのポイ捨てが街の景観

を乱す問題もあります。ゴミをポイ捨てしてはいけな

いと子供に教えていますが、普段からタバコが普通に

公園や通りに捨てられていたり、タバコをポイ捨てす

る人を見にしている子供達に、「なんでタバコは捨てて

いいの？」と聞かれても返す言葉がありません。新し

い基本指針には違反した場合の罰則が見当たりませ

んでした。公共の場での喫煙を見かけた際、区がどの

ような対応を取るのか明確にしない限り現状は何も変

わらないと思います。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

198 個

人 

電

子 

32 
 
路上喫煙が禁止になったとしても、それを取り締まる

方がいないとなかなか減らないのかなと思います。 

伊勢脇公園の倉庫が置いてある横あたりで、区の職

員の方が喫煙しているところもよく見かけます。（区の

自転車を乗られていました） 

また、区が行なっている水道管工事の現場近くでは作

業員の方がまとまって喫煙していることもあります。 

（保育園の目の前で喫煙していました。登園時にかな

り煙の匂いがすることがありました。） 

法改正のみでなく、こどもたちの受動喫煙がなくなる

ような施策を行なってほしいです。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

199 個

人 

電

子 

33 2 私有地での喫煙の場合における周囲への配慮が盛り

込まれていますが、マンション等のベランダでの喫煙

により、窓を開けていると部屋の中に煙が入って迷惑

することが多々あります。マンションのベランダ等の共

用スペースにおいても配慮することを記載し、啓発活

動を行なっていただきたいです。路上喫煙については

理解も進み少なくなったのですが、部屋にいて被害に

遭うことが多いです。 

また西小山周辺の公園での喫煙、ポイ捨てが目立ち

ますのでパトロールの強化をお願いしたいです。 

よろしくお願い致します。 

4 ●公園での啓発パトロールについて 

 路上における啓発パトロールは実施しておりますが、公園を含む

路上喫煙の啓発パトロールについては調査・検討していきます。 

【環境保全課】 

200 個

人 

電

子 

34 2 区内全域での路上喫煙の禁止を、一刻も早く決定し

てください。マナーの悪い喫煙者が多く、日々迷惑し

ています。子どもへの配慮がない喫煙者も多くいま

す。また、違反者の取り締まりや、違反者を見つけた

場合の通報制度も同時に確立してください。よろしく

お願いいたします。 

1 ●オンライン相談フォームの導入について 

 現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラインフォ

ームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるようにし

ます。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 オンライン相談フォームの導入については、条例改正骨子に反映

します。 

【環境保全課】 

201 個

人 

電

子 

35 2 路上喫煙近所区域に近い所に住んでいるため、駅に

行く方が禁止区域に入る直前でポイ捨てをすることが

多く掃除が大変でした。そのため、全区域禁煙になる

ことを心待ちにしていました。めぐろ区報を読んでいな

い方も多いと思いますので、これまでの禁煙区域から

出る所にポスターなどでお知らせして頂けると助かり

ます。 

2 ●周知・啓発について 

 改正後条例の周知にあたっては、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ

配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざま

な方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

202 個

人 

電

子 

37 
 
都立大学駅エリアに居住しています。朝晩の通勤者

が多く行き交う場所ということもあり、かねて自宅前

道路の煙草吸い殻のポイ捨てが止みません。その理

由は、駅から時間にして 5分ほど、距離 350ｍほど

と、と【ちょうど煙草を 1本吸い終わる距離】だからで

す。今回の全域喫煙禁止にむけて、駅前はもちろん、

こうした「駅から半径 300ｍ～400ｍ」の地域へ集中

して啓蒙活動をする必要があると考えます。 

2 ●周知・啓発について 

 改正後条例の周知にあたっては、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ

配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざま

な方法で普及啓発を図っていきます。なお、周知する場所について

は、効果的な周知・啓発に努めていきます。 

【環境保全課】 

203 

  

  

個

人 

電

子 

38 2 区内全域で路上喫煙禁止に賛成です。 

小さな子どもの送迎中や妊娠期間中に受動喫煙して

しまうことが毎日のようにあり非常に不安を感じてい

ます。 

また区内の公園でも高確率でタバコの吸い殻が落ち

ているため、安心して幼児を遊ばせることが出来ませ

ん。 

 

喫煙可能スペースを作る場合は空間の分煙を徹底し

てほしいです。 

他区などで簡単なパーテーションで区切られただけの

喫煙所が多数ありますが、風向きによってはバス停に

煙が直撃し、バスの待ち時間の間ずっと喫煙所内に

いるかのような煙を浴びることがあり、分煙の意味を

なしていません。 

喫煙可能スペースは天井から床まで完全に覆われた

分煙スペースにして頂きたいです。 

 

路上喫煙は毎日のように見かけますが、パトロールは

見かけたことがありません。 

全面禁止のあかつきには頻回かつ大々的に周知開発

活動もあわせて実施いただき徹底防止をお願いした

いです。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しており、パーテーシ

ョン型のような開放型喫煙所の整備はしておりません。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

【環境保全課】 

2 ●周知・啓発について 

 改正後条例の周知にあたっては、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ

配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざま

な方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

204 

  

  

個

人 

電

子 

39 2 1.2.3に賛成です。子供がいるのに、歩きタバコをす

る人が多く困っています。受動喫煙がされない喫煙所

の整備と、路上喫煙の禁止を進めてほしいです。路上

喫煙の処罰を整備して、パトロールも行ってください。 

2 ●賛成のご意見について 

  条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない

人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●喫煙所の整備等について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のため、区内

及び区に隣接する駅や区民からの要望等の多い場所を分析し、区

民のニーズに基づいて喫煙所の整備を整備します。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について  

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

【環境保全課】 

205 個

人 

電

子 

41 
 
大鳥神社の●●（店舗・施設名）から●●（店舗・施設

名）を曲がった先にかけての路地で、頻繁に路上喫煙

者を見かけます。 

朝から夕方は小学生の通学路でもありますし、夜間は

路地で隠れるように喫煙しているため、通るときに嫌

な気持ちになります。 

条例改正後はパトロールするなり、路上喫煙不可の旨

を掲示するなり、何かしら対応頂き路上喫煙者を無く

していただけると助かります。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 



57 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

206 個

人 

電

子 

43 2 区内全域の路上喫煙禁止には全面的に賛成します。

ただ、犬の糞や空き缶のポイ捨ても吸いがらと同様に

散見されます。よって実行に際しては、路上喫煙に加

えて、犬の糞や空き缶の放置も条例違反であることと

3万円以下の罰金に処せられることを目立つチラシ等

で周知することが肝要と考えますので、よろしくお願

いします。 

2 ●効果的な周知啓発について 

 ポイ捨て防止に関しても、マナーを守ってもらえるよう、路上に貼

付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年齢に関係な

く情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望する方に配布

します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもので、誰もが分

かりやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

207 

  

  

  

個

人 

電

子 

44 1 ・素晴らしい案だと思います。前向きな取り組みに感

謝します 

・喫煙所は安易に増やさず熟考いただきたい。喫煙所

の周囲では空き缶などゴミの散乱、飲酒を含む集会な

どができるおそれがあると感じます 

・どうしても喫煙所を増やす場合、既設のパチンコ店

内に作る/増設するなど、子どもが近づかないエリア

がよいと思います 

・私の周囲では大通りよりも住宅街や駐車場の陰、高

架下など、人出が目立たない場所で歩きタバコやポイ

捨てが目立ちます。そちらもパトロール強化されると

良いと思いました 

・私の周囲ではベランダや自宅前公道での喫煙者が

目立ち、周囲に臭いが届きます。防止できる啓発案内

を希望します 

2 ●素晴らしい案とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】  

2 ●喫煙所の整備等について 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

2 ●周知・啓発について 

 改正後条例の周知・啓発にあたっては、区公式ウェブサイト及び

SNSでの周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街

と連携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチ

ラシ配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さま

ざまな方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

208 個

人 

電

子 

45 2 喫煙所の再検討と撤去の方向性 

近年では、駅前などの喫煙所に行列ができる光景も

見られますが、これは子どもたちに「タバコは我慢して

でも吸う価値のあるもの」と誤認させるリスクがありま

す。 

また、喫煙所付近での受動喫煙の被害も無視できま

せん。必要最小限にとどめ、将来的には段階的撤去も

視野に入れるべきです。 

2 ●喫煙所整備について 

 区は、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現する

ためには、分煙環境の促進に資する喫煙所の整備・拡充は重要で

あると考えています。喫煙所の整備数については、区民のニーズや

社会変化など、今後の状況に応じて適切に対応していきます。 

【環境保全課】 

209 個

人 

電

子 

47 2 路上喫煙全面禁止でお願いします。喫煙者への配慮

で喫煙所は作って良いと思います 

2 ●喫煙所の整備について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のため、引き

続き喫煙所の整備・拡充を推進していきます。 

【環境保全課】 

210 個

人 

電

子 

49 2 全面禁煙は賛成だが、要所に喫煙所を設置しないと

路上喫煙は絶対に無くならない 

 

すべて無くせば良いという問題ではなく、無くした某

市などは反対に公道が吸い殻で溢れてしまう街になっ

てしまった 

2 ●喫煙所の整備について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のため、引き

続き喫煙所の整備・拡充を推進していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

211 個

人 

電

子 

51 2 私は、目黒区が進めている「区内全域での路上喫煙

禁止」に大賛成です。たばこの煙やにおい、吸い殻な

どによる不快感や環境悪化をなくし、子どもや高齢者

も安心して歩ける街を目指すという方向性は、時代に

合った非常に良い取り組みだと思います。駅前や商店

街などでは、今でも通行人のすぐそばで喫煙する人を

見かけることがあります。煙が風に流れてきて息苦し

かったり、衣服ににおいがついたりと、非喫煙者にとっ

ては大きなストレスです。特に加熱式たばこも含めて

禁止される点は、現実に即していて評価できます。 

 

ただし、どんなに良いルールを作っても、必ず一定数

のルールを破る人がいるのが現実です。完全禁止に

するなら、その分だけ「吸う人の逃げ場」をきちんと整

備しなければ、かえって陰でこっそり吸う人が増え、結

果的にマナーが悪化する懸念もあります。その意味

で、渋谷駅前にあるような明確な喫煙スペースを設け

ることは現実的な対応だと思います。場所を限定して

厳格に管理し、他の場所では一切吸えないようにす

る。その線引きが明確であれば、喫煙者・非喫煙者の

双方にとって納得感があると思います。 

 

一方で、「屋外の喫煙所」は、正直言ってまわりが非常

に煙たく、通るだけで不快になることもあります。喫煙

スペース自体を設けるなら、完全に隔離された屋内型

や半密閉型の喫煙ブースにしてほしいです。空気清

浄機や排気装置を備えた「煙の外に漏れない空間」と

して設計すれば、周囲への悪影響を最小限に抑えら

れます。吸う人の権利を守りつつ、吸わない人の快適

さを守るバランスを大切にしてほしいと思います。 

 

要するに、「全面禁止」という理念だけでなく、「現実的

に機能する制度設計」が重要だと考えます。罰則の強

化や監視カメラの設置ももちろん有効ですが、それ以

上に「吸う人が自然に喫煙所へ誘導される」ような仕

組みづくりが必要です。区が主導して、駅や商業エリ

アごとに少数でもよいので高性能な喫煙ブースを設

け、位置を地図やサインでわかりやすく示すような整

備を希望します。こうした工夫があれば、路上喫煙禁

止が単なる理想ではなく、実際に機能する政策になる

と思います。 

2 ●喫煙所の整備について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のため、引き

続き喫煙所の整備・拡充を推進していきます。 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。喫煙所の位置等に関しては、グーグルマップで確認

できるようにしており、引き続き喫煙所の適切な誘導を進めていき

ます。 

【環境保全課】 

212 個

人 

電

子 

53 
 
共存出来る環境を目指しているのに、なぜ喫煙所を

作らずにただ路上喫煙を禁止するのか？喫煙所は全

く足りていない。ただ喫煙者を虐めて差別しているよ

うにしか見えない。 

2 ●喫煙所の整備について 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 受動喫煙への配慮等が必要なため、まずは今回の条例改正によ

り、マナーとして路上喫煙を禁止することを検討していますが、たば

こを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現するため、引き続

き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡充を進め

ていきます。 

【環境保全課】 

213 個

人 

電

子 

58 
 
大変ありがたく、分煙を進めていただきたいです。 

喫煙所は子供たちの通学路でないところに設けてい

ただきたいですし、周囲へタバコの臭いが拡散しない

ような作りにしていただきたいです。他区の某駅近く

の喫煙所は、周囲にもタバコの臭いが強く、近くを通

るのを避けたくなります。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しております。 

 また喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や

区民からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズ等を含め総

合的に検討し整備していきます。 

【環境保全課】 



59 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

214 個

人 

電

子 

59 2 区内全域で路上喫煙を禁止にしてほしいです。それ

でも吸う人は一定数いると思います。 

張り紙や立て看板など視認性の良い場所に禁止であ

ることと罰則があるなら罰則内容の記載も希望しま

す。 

2 ●効果的な周知・啓発について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。 

 また、区公式ウェブサイト及び SNSでの周知、区内及び隣接する

駅周辺の電柱への掲示、商店街と連携したポスターの掲示、事業者

や区内を巡回するバス等でのチラシ配布等による周知、地域清掃

活動団体を活用した周知等、さまざまな方法で普及啓発を図ってい

きます。 

【環境保全課】 

215 個

人 

電

子 

60 
 
私も喫煙者ですが、歩きタバコは絶対に禁止にするべ

きだと思います。その一方で、ちゃんとした喫煙所の確

保もして欲しい。喫煙者と非喫煙者の気持ちの良い共

存を目指すべきで、ヒステリックな喫煙者バッシングに

は反吐がでます。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

216 個

人 

電

子 

62 
 
目黒区は見回りが無いので意識が低いです。路地に

入ったらみんな吸ってるので、本当にどうにかしてほし

いです。警察署の裏道でも吸ってます。路地でなくて

も、店舗前や停車車両の横で吸ってます。保育園に通

う子供がいるので大変迷惑しています。制度や罰則を

設けても、見回りや監視を増やさないと実効性が無い

と思います。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

217 個

人 

電

子 

65 
 
学芸大学駅周辺で座り込んで路上喫煙をしている人

を毎日見る。家の前で吸っている為、家の中に匂いが

入ってくる。19:00-22:00頃は特に路上喫煙をして

いる人が多い。警察の方や区の方の見回りを強化し

ていただきたい。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

 また、警察との連携に努めていきます。 

【環境保全課】 

218 個

人 

電

子 

66 2 元喫煙者です。路上での全面禁煙については全面的

に賛成です。路上で喫煙されると嫌煙者はその影響

を避けることができません。それに路上喫煙はポイ捨

てにつながりやすい行為であり、自宅などの前にポイ

捨てされるのは不快です。 

喫煙は喫煙所・喫煙室に限るべきだと思います。 

一方で、元喫煙者の経験としては、一定の喫煙所の整

備が必要だと思います。 

双方にとって自由でメリットのある対策をお願いしま

す。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

219 

  

  

個

人 

電

子 

67 2 賛成です 煙いし火が手や子供の顔の高さで危ない

です 看板があっても吸う人はいるので罰金制にして

見回ってほしい でも吸う人のために喫煙所があると

いいなと思います 最近ポイ捨てはないような気がし

2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

ます 犬の糞を片づけない人の方が多いかも知れま

せん 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

7 ●ポイ捨てについて 

 区では、路上に貼付する啓発シートを希望する方に配布等してい

ます。引き続き周知・啓発に努めてまいります。 

【環境保全課】 

220 個

人 

電

子 

68 
 
厳しく取り締まって欲しい。 

家の前に吸い殻をすごく捨てられています。 

道を歩きながら吸っている人だと思うので、注意喚起

するような看板など立てて欲しいです。 

2 ●看板等による周知・啓発について 

 路上に貼付可能な啓発シートや、掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。また、路上喫煙禁

止のほか、ポイ捨て禁止の啓発シート等も作成します。 

【環境保全課】 

221 個

人 

電

子 

71 
 
ここに書くべきことはと違うかもしれませんが 

夜、公園の入口に座って喫煙してる人がいて 

煙が流れてくるので困っています（ポイ捨て含）。公園

入口に看板出すなど対応してほしいです。マナーを守

らない喫煙者こそ条例を気にしてないですよね、、、 

2 ●公園での啓発について 

 必要に応じて公園に喫煙禁止の掲示を行い、周知を図っていきま

す。 

【道路公園サービス事務所】 

222 

  

個

人 

電

子 

73 3 全面禁止は賛成です。 

ただ、しっかり喫煙所を設けてほしいです。主要駅や

施設、公園など。 

また、飲食店の 1階出入り口などに灰皿を置いて喫

煙させるのを厳重に禁止してほしいです。 

狭い歩道に隣接する飲食店の前で喫煙者がたむろし

たり、子どもにかかったりしています。 

店内や専用の場所にする、公道に隣接させないなど、

厳しくしてほしいです。そういった店舗は大体治安も

悪そうな店舗です。罰則含めてご検討ください。 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 

3 ●事業者への周知について 

 飲食店の店内は健康増進法等において規制がされていますが、

屋外の敷地内には規制がなく、私権が及ぶ場所に条例で規制を行

うことは困難です。ただし、今回の条例改正において、公共の場所

以外で喫煙する場合は周囲の者にたばこの煙を吸わせないように

配慮するよう明確化しますので、引き続き、人通りの多い歩道に面

している飲食店等に対して、受動喫煙防止の配慮について、理解を

求めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

223 個

人 

電

子 

75 2 喫煙所の設置を多くして欲しいです。 2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 
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No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

224 個

人 

電

子 

77 2 是非、路上喫煙禁止にして欲しいです。ご指摘のとお

り、受動喫煙は相手に対する配慮がなく、吸い殻のポ

イ捨てにもつながり、環境的にもよくありません。喫煙

者の後ろを歩いている時など、極めて不快です。その

分、既に設置済みの喫煙所に加えて、新たな喫煙所を

設けるなど、喫煙者に対する配慮も必要かもしれませ

ん（喫煙者からの要望がある可能性がある）。その意

味では、財源とセットでの議論が必要かもしれませ

ん。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

225 個

人 

電

子 

79 
 
電子タバコを含め、路上喫煙だけではなく自転車やバ

イクに乗りながら吸っている人もいて本当に不快でし

かないです。 

喫煙所を設けている駅が多くなりましたが、密閉され

ていないので外に煙がダダ漏れでそばを歩くときに吐

き気がします。喫煙所を設けるのであれば、外に煙が

一切漏れないように二重扉にするなど配慮して欲しい

です。 

マナーあってこその喫煙だと思います。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しています。 

【環境保全課】 

226 

  

個

人 

電

子 

82 
 
この条例が実現され、目黒の公衆衛生が改善される

ことを望みます。 

 

権之助坂は路上喫煙が多く、三田公園でも喫煙者を

見ます。私には子どもがおり、受動喫煙を気にしてい

ます。現在は喫煙者に注意をする理由がなく、条例が

必要と考えます。 

条例の対象に電子タバコも含まれていることは、重要

と考えます。 

品川区は路上喫煙防止の指導をする方を巡回させ

て、より実効を強めているようです。目黒区もこうした

対応を講じてほしいです。 

区長の選挙の公約だったと記憶しています。ぜひ守っ

てください。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について  

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 パトロール実施の際は、「路上喫煙全面禁止パトロール中」のベス

ト及びのぼり旗を装着し、子どもによる路上喫煙全面禁止のアナウ

ンスを流し、視覚と聴覚に訴えかけるような普及啓発を検討してい

ます。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

227 個

人 

電

子 

85 
 
外国語表記も必要。 2 ●誰もがわかりやすい周知・啓発について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

228 個

人 

電

子 

86 2 区内全域路上喫煙禁止にするなら喫煙所を増設して

ほしいです。区内を歩いていて思うのが喫煙所が少

ないのか路上喫煙してる人がかなりいる印象がある

ので喫煙所の増設か、もしくは駅前などの一部地域の

み路上喫煙禁止でもいいのではと思います。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票
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枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

229 個

人 

電

子 

90 2 「区内全域の路上喫煙禁止」については全面的に賛

成です。私自身は煙草を吸いませんが、吸う友人や知

り合いも多くいます。その方たちが口をそろえて言う

のは、一部のマナー悪い人たちのせいでルールを守っ

ている人の肩身まで狭くなっている、ということです。

区として謳われているように、共存・共生のできるかた

ちが理想であり、そのためにはルールの順守が不可欠

です。しかし、これだけ世の中の空気が変わってきて

いる中でも、ルールを破る方は一定数い続けているの

で、啓発パトロールだけでは足りないと思います。罰

則規定の明確化はもちろん、定めた罰則規定をしっか

りと運用すること、そして国や他の市区町村との連携

（同じルールにすることで認知をあげる）、喫煙所の増

設なども必要かと思います。吸えるところが少ないか

ら、路上で吸ってしまう、というケースも多いように思

うためです。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、国や市区町村と連

携しながら喫煙所の整備・拡充を進めていきます。 

【環境保全課】 

230 個

人 

電

子 

91 2 路上で歩き煙草をする人がいまだにおり、区内全域を

禁止地域にしていただくのはいいと思います。ただ、

吸う場所がないと結局路上で喫煙する人が減らない

と思うので、喫煙所の整備も合わせて行わないとあま

り意味がないと思います。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

231 個

人 

電

子 

94 
 
喫煙の権利（自由）を主張して、禁煙区域で喫煙をす

る人を既に路上喫煙禁止区域になっている場所でも

多数見受けます。喫煙場所をわかりやすく設置し、分

煙を徹底し、上記主張を退けるようにするべき 

2 ●分煙の推進について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所は、だれもが分かりやすい形で周知に努めます。 

【環境保全課】 

232 個

人 

電

子 

95 2 山手通り沿いなど、大通りで歩きタバコの人は減って

るように思います。が、一本裏側の通りに入ると、早速

火をつけて吸いながらの人、多いです。道も狭いし副

流煙を吸うのも嫌ですし、ちゃんと火を消さずに、道端

に捨てる人やはり多いです。建物の裏で溜まって喫煙

場にしている人も決まってます。会社内で禁煙にして

いるため、通勤時や、休憩で、外の道端で喫煙される

のは迷惑です。 

乾燥してる季節は、火事も心配です。区内の会社に注

意喚起していただきたいです。道端喫煙する会社員

の管理まで会社がするのか！となりそうですが、仕事

中に吸えないからちょっと外でとか、通勤中にされる

のが納得できないため、書きました。または、路上喫煙

者から、罰金徴収厳しくするとかにしてもらいたいで

す。 

1 ●事業者への指導に関するご意見について 

 区内事業者への周知も含めて、啓発パトロールの強化やチラシ配

布等により、機会を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求

めていきます。ご意見を踏まえ、チラシの配布等により周知・啓発を

行っていくことにいては、条例改正骨子に反映します。 

【環境保全課・健康推進課】 

233 個

人 

電

子 

96 2 区域全体の路上禁煙に賛成します。 

エリア規制などの中途半端なルールではなく全域で進

めるべきだと思います。 

区界などでゴタゴタするかもしれませんが，必要に応

じて看板表示などを進めて頂きたいと考えます。 

2 ●看板等の表示について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

234 個

人 

電

子 

98 2 受動喫煙の問題もあり、路上は完全に禁煙にするべ

きだと思います。 

当初はある程度路上禁煙が守られていたのですが、

最近飲食店周辺での喫煙が目立ってきており、店へ

の指導の徹底と、一歩進めて罰金化を真剣に考える

時期かと思います。 

1 ●事業者への指導に関するご意見について 

 規制の対象外である私有地での喫煙について区は指導する立場

にありませんが、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会

を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。ご

意見を踏まえ、チラシの配布等により周知・啓発を行っていくことに

いては、条例改正骨子に反映します。 

【環境保全課・健康推進課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

235 

  

個

人 

電

子 

99 
 
ポイ捨ては、駄目なのは分かります。でも公共的な喫

煙場所が駅前にしかありません。 

例えば碑文谷公園の東西公衆トイレ付近に、 

新橋駅 SL広場にある様なプレハブ喫煙所出来ない

ものでしょうか？ 

目黒区パトカーから現行犯で迷惑防止条例違反みて

宜しいのでしょうか？ 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 

236 個

人 

電

子 

103 
 
喫煙所をちゃんと設置してほしい。吸う所がなければ

路上喫煙はなくならないと思う。ただ禁煙というだけ

なら誰にでも言える。対策講じてほしいです。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

237 個

人 

電

子 

106 
 
受動喫煙は理解できますが、喫煙所の設置も併せて

お願いします。 

私は喫煙者ですが、自宅周辺は目立たない路地にな

っており、タバコのポイ捨てが目立ちます。特に付近の

大学や高校で外部試験やイベントなどがあるときは路

地に入って目立たない場所での喫煙が多く、自動販

売機も近いので空き缶を灰皿がわりにしてそのまま放

置もあります。火災の心配もあります。 

コンビニも今は灰皿はないが、タバコを販売する場所

に補助金を付けて喫煙所を設置するか、あるいは喫

煙所を有料で提供するなど、どこかに喫煙所があれば

減らせると思います。喫煙所の維持や清掃は費用が

かかりますが、禁止ばかりではなく、吸う側の事も考

えてもらいたいです。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

238 個

人 

電

子 

110 
 
いつもお疲れ様です！検討いただいていること大変

嬉しく思います。 

今 1歳の子供がいるのですが、公園に行くたびに喫

煙されている方がいらっしゃいます。私自身妊娠中と

いうこともあり、副流煙に敏感になってしまいます。 

子供もおり、妊娠中で肉体的に弱者なので、喫煙され

ている方を注意することはできず、我慢するか、公園

を帰るかなどの対応をしております。せっかく素敵な

公園がたくさんあるので、気持ちよく使えるとありがた

いです。 

もしかしたら、禁止にするだけではなく、喫煙ブースを

公園内に置くなどすると、副流煙は避けられるのかな

と思ったりしました(公園で吸いたい方、区外から来て

て、ルールを把握していない方は絶対減らないので)。 

ご検討よろしくお願いします！ 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

239 個

人 

電

子 

111 
 
我が家の向かいの集合住宅の住民男性がいつもタバ

コをすいながら周辺をぐるぐると歩いています。完全

にタバコを吸うために外に出ていると思われます。周

囲はタバコの煙やにおいで本当に迷惑をしています。 

条例改正で地域全域が禁止区域となった場合、この

ような人を見かけた時にどこに報告すればいいのか

明確にしていただきたいです。また、この場所に看板

を立てて欲しい！等の要望を聞いてもらえるのか知り

たいです。 

1 ●オンライン相談フォームの導入について 

 現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラインフォ

ームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるようにし

ます。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 オンライン相談フォームの導入については、条例改正骨子に反映

します。 

【環境保全課】 

240 個

人 

電

子 

113 
 
所定の喫煙場所以外で喫煙されるのは控えてほしい

です。 

歩いている途中に、喫煙する方の近くで歩くことにな

ってしまった際は、追い抜かしたり、立ち止まって距離

を取るまでずっと受動喫煙をしている状態になり不快

です。 

駅付近に喫煙所を設ける事は賛成です。 

2 ●喫煙所の整備について 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 

241 個

人 

電

子 

119 2 区内全域の路上喫煙禁止に賛成です。最寄り駅の駒

場東大前東口を利用していますが、駅階段下の通

路、綺麗な花の植え込みにタバコの吸い殻がいつも

落ちています。路上喫煙者の方がポイ捨てをする光景

もよく目にします。 

学生も多く通う町ですので、町の美化のためにタバコ

のポイ捨て禁止看板の設置などを検討して頂きたい

です。 

2 ●ポイ捨て禁止看板の設置について 

 ポイ捨て防止のため、路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレー

トについて、言語や年齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラ

ム等を活用し、希望する方に配布します。作成にあたっては、目黒の

まち並みに合うもので、誰もが分かりやすいものとなるよう努めま

す。 

【環境保全課】 

242 個

人 

電

子 

120 
 
路上喫煙を減らすために喫煙所増設が良いと思う 2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

243 個

人 

電

子 

122 1 禁止するのであれば、きちんと税金を投入して喫煙で

きるエリアを増やさないと 

単なる締付となり実効性も担保されないままポイ捨て

の増加や隠れた場所での喫煙の増加など臭いものに

蓋をするだけとなります。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

244 個

人 

電

子 

126 2 路上喫煙禁止の主旨に賛成。私はタバコを吸いませ

ん。ある一定以上の喫煙者が存在する限りは極端な

規制は逆効果になり、隠れて喫煙する人を増やすこと

なります。路上喫煙禁止と同時に、いまは一律に禁止

している公園などの喫煙場所の設置などを検討すべ

きと考えます。隠れて喫煙する人を減らす対策がこれ

まで以上に必要になると考えます。 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

245 個

人 

電

子 

134 2 区内全域大賛成です。中目黒在住ですが、まだ 

歩きタバコの方がいて後ろを歩いていると、とても不

快になりますし、幼児と歩いていると怖いです。ここは

OKな道なのか？と不思議に思っていました。 

可能ならば、外の指定の喫煙所も、通り道の場合は周

りの空気が悪く遠回りしたりするため、無くしてほしい

です。 

2 ●喫煙所について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現するために

は、分煙環境の促進に資する喫煙所の整備・拡充は重要であると考

えています。 

喫煙所の整備（数、場所等）については、区民のニーズなど、今後

の状況に応じて適切に対応していきます。 

 なお、区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域か

ら空間的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがな

いよう措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しています。 

【環境保全課】 

246 個

人 

電

子 

135 2 路上喫煙禁止に大賛成です。 

拙宅の裏の暗渠には、よく吸殻（たまに箱も）が落ちて

います。 

近所に民泊が出来て外国人観光客が増えています

し、明確なルール設定と明示が必要だと思います。 

2 ●誰もが分かりやすい周知について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。その他、分かりや

すい周知・啓発に努めます。 

【環境保全課】 

247 個

人 

電

子 

138 2 ぜひ路上禁煙を進めてください。 

特に駅周辺などはひどい状況です。 

喫煙可能な場所の案内なども充実して喫煙者がいた

ら案内できるようにもしてください。 

2 ●喫煙可能な場所の案内について 

 Googleマップで喫煙所の位置を把握できるようにするなど、喫

煙所への誘導を一層進めていきます。 

【環境保全課】 

248 個

人 

電

子 

144 2 区内全面禁煙に賛成。我が町内でも路上に吸い殻が

ない日は無い。サラリーマン、現場作業者が捨て去る

のであろう。自前のポケット灰皿を持つ歩行者は見た

ことが無い。 

職場、現場で配布すべき。あるいは、タバコ購入時に

灰皿付加金で購入する制度とし、灰皿の中身はタバ

コ購入場所かコンビニ、スーパーで有料で回収する制

度を整備する。 

4 ●ポケット灰皿の配布等について 

 条例改正骨子案では、路上喫煙の定義を「道路、公園、広場など

の公共の場所（区の喫煙所等を除きます）で、歩行中又は立ち止ま

って喫煙する行為」と定めており、携帯灰皿での喫煙は路上喫煙に

該当し、認められません。マナーを守ってもらうため、効果的な普及

啓発の方法について、今後の検討･研究の課題とします。 

【環境保全課】 

249 個

人 

電

子 

145 
 
区内全域を禁煙にするのはいいけど、うちの前の自販

機周りでは、いつもタバコを吸いながらスマホをした

り何人かで時間関係なく喋っていたりで、マナーが悪

い。そういう人たちを取り締まるというか、周知したり

など、本当に徹底できるのでしょうか？誰がやってくだ

さるのでしょうか？私有地は対象外なのだとしたら、

自販機周りでたむろする方々は減らないのでは？ 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

250 個

人 

電

子 

146 
 
ポイ捨て禁止の看板に効果がない人がいるので、大

変なのは承知ですが、見回りの強化をして欲しいで

す。 

権之助坂の横に入った道を歩行しているとほぼ毎日

誰かしらが歩きタバコをしています。周辺に幼稚園、

保育園、小学校、高校もあります。妊娠中で、こちらが

ベビーカーを押しており、わざと咳払いをしてもお構

いなしに歩きタバコをしている人ばかりです。近隣の

住人ですが、自宅前でタバコを踏み潰してから帰宅す

る人も見かけたこともありました。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

251 

  

個

人 

電

子 

147 1 基本的には賛成ですが、喫煙場所が囲いだけでは余

計に煙いだけですので喫煙室を作り煙を出さないよ

うにしてほしい。自由が丘の喫煙場所なんて大勢が喫

煙し周りを歩くのもつらいですが、駅前の通路なので

2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

通らないわけには行かず迷惑この上ないです。ちゃん

と現場視察して下さい。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しており、パーテーシ

ョン型のような開放型喫煙所の整備はしておりません。 

【環境保全課】 

252 個

人 

電

子 

149 
 
あまり厳しくしてしまうと強い反発を生んでしまうと感

じます。公共の場で少人数でも喫煙できるスペースを

確保できないでしょうか。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

253 個

人 

電

子 

150 
 
喫煙所設置箇所を増やしてくれれば異存なし。 2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

254 個

人 

電

子 

151 2 喫煙者です。駅周辺だけで無く、公道や公園等での路

上喫煙やポイ捨て等は、ルールとして禁止は当然だと

思う。受動喫煙により非喫煙者なのに健康的影響を

受けると言われれば、どこでも吸えるわけでは無くな

ったのも当然だと理解出来る。 

喫煙者としては、たいがい非喫煙者であろうと想像

し、人を避けて喫煙するしかない。高い煙草税なんだ

から、まずはきちんとした喫煙ブースを増設することを

希望。禁止だけじゃ無く、救いも必要。そうでないと区

内路上喫煙全面禁止にしたところでルール守らない

人は出て来る。喫煙所の場所を分かりやすく示すこと

も必要。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

 また喫煙所の場所については、グーグルマップで喫煙所の位置を

把握できるようにしておりますが、引き続き分かりやすい周知に努

めます。 

【環境保全課】 

255 個

人 

電

子 

153 
 

56歳、会社員、男性、非喫煙者です。 

 

吸える場所を明示し吸える場所を整えることを前提に

賛成します 

 

出勤途上、中目黒駅周辺で、有難いことに毎日、犬の

散歩がてら吸い殻やごみを拾ってくれている方がいま

す。中目黒駅周辺は禁煙区域ですが、禁煙はまったく

守られておらず、そういう人がいなかったら、中目黒

駅周辺は更に汚い状態です。側溝がタバコやヘドロ

で汚く、そこに飲食店があるのは不衛生に感じます。 

訪れる人にも、住む人にも心地よい目黒を実現してほ

しいです。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

 また、パトロールに関しては、現在、毎日（年末年始を除く）2回、

7:30-9:30/17:30-19:30に実施している路上喫煙禁止区域の

パトロールを、条例改正後は区内全域に拡大し、対象時間を拡充す

ることを予定しています。 

【環境保全課】 
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分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

256 個

人 

電

子 

157 
 
喫煙者です。たばこ税を利用してさらに喫煙所の拡充

をお願いします。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。なお、喫煙所の整備にあたっては、東京都の

補助金等を活用しておりますが、引き続き適切な税の活用に努めて

いきます。 

【環境保全課】 

257 

  

個

人 

電

子 

158 
 
喫煙者です。 

駅前に喫煙所が無くなりとても悲しく思います。 

喫煙所が無いことで路上喫煙が増えているのは当た

り前では無いかと思う。 

吸わない人にとっては害悪であることは間違い無いと

思いますが、それにしても他の区に比べて目黒区は喫

煙所が極端に少なすぎる。 

たばこ販売会社などに協力を求めてクリーンな喫煙所

を作って欲しいです。 

 

私は路上喫煙を良く思わないし、同じ喫煙者として出

来るだけルールは守りたい。 

同じように思う人の方が多いはずです。 

 

近年渋谷区などではデザイン性の高い公共トイレが増

えましたね。 

品川区や港区は非常に綺麗で使い勝手の良い喫煙

所が増えました。 

 

路上喫煙について取り締まるだけで無く、デザイン性

がよくクリーンな喫煙所が誕生すれば課金制でも利

用者は増えます。 

オフィスビルでも月額性が導入されているところは非

常に多いです。 

 

もっと広い目で考えていただきたい。 

海外のトイレを参考にしても良いですね。 

1回利用する毎に 100円程度支払い、そのお金で清

掃や管理費を支払い雇用を増やしています。何故や

らないのか不思議です。 

 

それをケチるような路上喫煙者は遠慮なく捕まえてい

ただきたいです。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

４ ●喫煙所の使用料の徴収について 

喫煙所の利用にあたり使用料を徴収することは、区民等に広くご

利用いただく趣旨を鑑み現時点では検討していませんが、今後の

状況変化等を踏まえ調査・研究していきます。 

【環境保全課】 

258 個

人 

電

子 

162 
 
鉄道駅を降りたらすぐに利用できる喫煙所があれば、

路上喫煙は大きく減らせると思います。路上喫煙禁止

を取り締まる人員と予算を考えれば、まず、喫煙所を

増やしてほしい。 

2 ●喫煙所の整備について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のため、引き

続き喫煙所の整備・拡充を推進していきます。 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

259 個

人 

電

子 

163 2 紙巻タバコの喫煙者です。路上喫煙の禁止には全面

的に賛成です。その上で現状の喫煙所の状況の改善

を是非検討していただきたいです。 

（1）時間帯により喫煙所が混雑しますが、それを助長

する要因の 1つがスマホの利用です。このことで吸い

終わっても滞留時間が長い喫煙者が多数見受けられ

ます。混雑を助長するので喫煙所内を圏外とすること

を検討していただきたいです。 

（2）現状の喫煙所は紙巻タバコと電子タバコの喫煙

者が混在していますが、これを分離するか、喫煙所中

央に大きな灰皿、隅に小さな灰皿を設置できないもの

かと感じています。理由としては喫煙中に灰が発生し

ない電子タバコの喫煙者が灰皿周辺を占拠している

と紙巻タバコの灰を灰皿に捨て難く、結果的に床に灰

が落ちてしまいます。また、混雑時に火の点いたタバ

コを持って灰皿まで移動することは他人に火種を接触

させるリスクもあります。 

 

予算や設置スペースの確保の問題があるかと思いま

すが、タバコの税率は約 61.7%であることから、受益

者負担の原則に鑑み、使い勝手の良い喫煙所の設置

と増設（住宅街を除く）をお願いしたいと思います。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え、令和 7年度から維持管理費及び改修費の補

助を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年

度は新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

 なお、喫煙所の適切なあり方については、状況に応じて適切に進

めていくことを考えており、喫煙所整備する際の参考とさせていた

だきます。 

【環境保全課】 

260 

  

個

人 

電

子 

164 
 
タバコ会社の負担で喫煙所を整備し、かつ 

取り締まりを民間に委託するなどして 

実効的な条例になるようにして欲しい。 

吸える所はあるんだから、それ以外で吸ったら罰ねっ

て感じにしないと、闇雲に禁止にしても、 

皆守らない。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、事業者に一部ご協力いただく場合もあり、引き

続き事業者と連携して進めていきます。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

261 個

人 

電

子 

168 
 
禁止区域となっている場所で喫煙する姿はよく見受

けられます。特に日本人でも観光客がくる自由が丘な

ど、大変マナーが悪く、タバコのポイ捨てをしている

人、子供の顔の横にタバコを持ってくる人がいて大変

怖いです。 

自由が丘の北口は見回りを強化して欲しいです。 

 

また、このまま管理が出来ないのであれば、早急に区

内全域を路上喫煙禁止にしていただきたいです。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

262 個

人 

電

子 

170 
 
ポイ捨て防止にも効果があり、歩きタバコは迷惑。特

に鉄道駅近辺を重点的に道路にマークを表示するな

りの対応を求めます 

2 ●効果的な周知・啓発について 

 改正後条例の周知にあたっては、区内及び隣接する駅周辺の電

柱への掲示等を進めると共に、路上に貼付する啓発シートを希望す

る区民に配布します。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

263 個

人 

電

子 

171 2 屋内外を問わず、市内全域あらゆる区域での喫煙禁

止に賛成します。 

喫煙所の整備・拡充については、そこにコストをかけ

るのではなく、むしろ喫煙所を廃止し、違反者やポイ

捨てをした者、また違反者等に注意した際に威嚇行為

を行った者などに対する対策にコストをかけるべきと

考えます。 

また、違反者に対する罰則も強化すべきと考えます。 

喫煙は本人の嗜好の問題ではなく、医療費の増加な

ど社会全体の問題であり、喫煙者のために、非喫煙者

の税金を使って喫煙所の整備・拡充することは、行政

が喫煙を励行・黙認しているとも捉えられかねず、強

く反対します。 

もし喫煙所の整備・拡充するのであれば、タバコや喫

煙者に対する課税や、喫煙所を有料化し、その収入を

財源として最小限で整備すべきだと思います。 

2 ●喫煙所整備等について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現するために

は、分煙環境の促進に資する喫煙所の整備・拡充は重要であると考

えています。 

 喫煙所の在り方（場所、数等）については、引き続き区民のニーズ

等を含め調査・研究していくと共に、喫煙マナーの普及啓発に努め

ていきます。喫煙所の利用にあたり使用料を徴収することは、区民

等に広くご利用いただく趣旨を鑑み検討していません。 

【環境保全課】 

264 個

人 

電

子 

172 2 家の前が駒沢公園となっており、駒沢公園を出てすぐ

に歩きタバコや道端で喫煙をする人が沢山いて困っ

ています。なので、家の前によく吸殻が捨ててありま

す。この状況を変えていただきたいので、目黒区全面

喫煙に賛成です。また、明確に分かるように看板など

の設置もお願いします。 

2 ●看板等の設置について 

 区では、路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言

語や年齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、

希望する方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合

うもので、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。 

【環境保全課】 

265 個

人 

電

子 

174 2 子供達の通学路でも歩行喫煙、ポイ捨てが多く見ら

れます。 以前より全面路上禁煙を望んでいました。 

是非歩行喫煙者などへの告知などを遂行して頂きた

いと思います。 またアパレル店舗の前などでの喫煙

もよく見受けられます。 歩行喫煙者も含め喫煙場所

を提供する必要もあるかと思っています。 

2 ●喫煙所整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境を実現す

るためには、分煙環境の促進に資する喫煙所の整備・拡充は重要で

あると考えています。引き続き喫煙所の整備・拡充を推進していき

ます。また、マナーを守ってくださるよう、喫煙マナーの普及・啓発に

努めていきます。 

【環境保全課】 

266 個

人 

電

子 

177 2 区内全域での路上喫煙禁止に賛成します。家の近く

の路上喫煙者に迷惑しているからです。喫煙者の、近

隣空間（空気）は全て自分のものというような傍若無

人な態度は、周囲の人間を傷つけます。無くすことが

できるのならそれを望みたい。 

経過措置として、彼らのために喫煙所を整備すること

に賛成です。が、区の費用で整備する場所について

は、乗降客数が多い等、明らかに人流が多いというエ

ビデンスが得られる場所に限定すべきかと考えます。

なぜなら喫煙場所の整備、また日常の維持清掃に費

用が生じるからです。水に溶けたニコチンは人体に有

毒ですから、適切な処理が必要です。間違って子供が

口にするようなことがあってはなりません。 

また、小規模な公園に喫煙所を作ることに反対です。

そもそもスペースがないので、煙の影響を避けるた

め、利用できる公園スペースが大きく制限される結果

になる事を懸念しています。 

よろしくお願いします。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 

267 個

人 

電

子 

180 
 
緑地や公園などには必ず空気清浄のできるタイプの

喫煙所を設けて分煙して欲しいです。また、高架付近

などの空の狭いところ、大型のオフィスビルなどの喫

煙所の換気が出ている通りなどでの副流煙の対策を

考えて頂きたいです。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しています。 

【環境保全課】 

268 

  

個

人 

電

子 

181 2 今回の改正へ概ね賛同致します。 

区内全域への禁止区域の拡大により、マナーの悪い

喫煙者への一定の示しになると思うからです。ただ、

駅前を含め、人通りの多い道には以前として喫煙者や

2 ●改正に概ね賛同とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

ポイ捨てが多くあります。 

マナーや配慮では最早取り締まりは出来ないレベルに

なっていると感じています。目に見える罰則を設けて、

見回りをして頂きたいです。今回の改正を機により、

行政の建前ではなく、本当に綺麗な地域になることを

期待しております。 

2 ●啓発パトロールについて 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

269 個

人 

電

子 

182 2 是非、区内全面禁煙をお願いします。 

ところ構わず喫煙している人に腹がたちます。 

歩いていて前を歩く人が喫煙しているときは、いつも

まわり道するようにしてます。 

基本的に路上喫煙者は周りの人のことを考えていま

せん。是非早く区内全面禁煙をお願いします。 

一応、喫煙者のためにいくつか喫煙所を作ってあげて

ください。 

ただし、その煙が外に出ないようにしてください！ 

また、区内全域喫煙禁止がわかるように掲示板や看

板、標識などをたててアピールをしてください。 

また喫煙場所については、Googleマップだけでな

く、標識などで場所を知らせることも必要と思います。 

条例とはいえ、何度注意しても従わない人にはペナル

ティを与えることも必要かもしれません。 

以上、よろしくお願いします。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。また、望まない受動喫煙を

防止するため、非喫煙区域から空間的に分離され、たばこの煙が非

喫煙区域に流出することがないよう措置が講じられた密閉型喫煙

所の整備を推進しています。喫煙所の周知については、分かりやす

い周知に努めていきます。 

【環境保全課】 

270 個

人 

電

子 

184 
 
今まで、路上喫煙全面禁止になってなかったんです

か？驚きです。 

具体的にどうやって取り締まるのでしょうか？ 

相変わらず公園には、タバコの吸い殻でいっぱいです

よね。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

271 個

人 

電

子 

186 
 
外国人が路上でタバコを吸っているのを見かけること

があります。(特に人通りや店舗の多い恵比寿駅から

駒沢通り周辺)インバウンドも増えている中、日本語の

わからない人たちに向けての周知も必須だと思いま

す。 

2 ●誰もが分かりやすい周知について 

 区では、路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて言

語や年齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し

て作成し、希望する方に配布します。その他の周知においても、誰も

が分かりやすい啓発を推進していきます。 

【環境保全課】 

272 個

人 

電

子 

195 
 
喫煙所を新たに増設する場合は治安の悪化に配慮し

て適切な場所を検討してほしい 

2 ●喫煙所の整備等について 

 喫煙所の整備場所については、区内及び区に隣接する駅や区民

からの要望等の多い場所を分析し、区民のニーズに基づいて整備

していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

273 個

人 

電

子 

200 
 
禁止区域での歩行しながらの喫煙や路上への吸殻ポ

イ捨てなど、喫煙者のマナーが非常に悪い 

ルールが周知徹底されていないので、千代田区のよう

に取り締まってほしい 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

274 

  

個

人 

電

子 

203 
 
条例改正骨子案に賛成です。また路上禁煙禁止にす

る場合、サイン等を目に付きやすい位置に掲出してほ

しいです。 

2 ●条例改正骨子案に賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●周知・啓発について 

 改正後条例の周知にあたっては、路上に貼付する啓発シートの配

布の他、区公式ウェブサイト及び SNSでの周知、区内及び隣接す

る駅周辺の電柱への掲示、商店街と連携したポスターの掲示、事業

者や区内を巡回するバス等でのチラシ配布等による周知、地域清

掃活動団体を活用した周知等、さまざまな方法で普及啓発を図って

いきます。 

【環境保全課】 

275 

  

個

人 

電

子 

204 
 
改正案に賛成です。 

一方で、すでに禁止されている地域でも夜間など監視

の目が届かない場合には路上喫煙している人を見か

けることが多く、改正後はより実効性のある運用がな

されることを期待しております。 

2 ●改正案に賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

276 個

人 

電

子 

205 
 
歩きタバコだけではなく、一部の駐車場、飲食店前、コ

ンビニ前などの路上での喫煙の定常化が多く見受け

られます。 

近隣の住民や通学路を利用する小学生に大きく迷惑

がかかっており、ポイ捨ても多く問題になっています。 

 

西小山近隣では●●（店舗・施設名）近辺や、ゴミ捨

て場などがひどい状況で火災のリスクや小学生の被

害などが懸念されます。 

 

路上喫煙のきっかけを作っている飲食店やコンビニな

どへの指導も検討いただければと思います。 

1 ●事業者への指導に関するご意見について 

 規制の対象外である私有地での喫煙について区は指導する立場

にありませんが、啓発パトロールの強化やチラシ配布等により、機会

を捉えて、受動喫煙防止の配慮に向けて理解を求めていきます。ご

意見を踏まえ、チラシの配布等により周知・啓発を行っていくことに

いては、条例改正骨子に反映します。 

【環境保全課・健康推進課】 

277 

  

  

  

個

人 

電

子 

209 
 
分かりやすい場所 駅 公園など公共施設の側 

住区センターなど区の施設  幹線道路沿いなどに多

数の喫煙所の開設を希望します。 

設備の簡略化、清掃作業の省力化のため喫煙者に携

帯灰皿を持参することを使用条件にするなどの喫煙

者へ協力を依頼することも良いかもしれません。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めており、喫煙所の整備場所について

は、区内及び区に隣接する駅や区民からの要望等の多い場所を分

析し、区民のニーズに基づいて整備していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

喫煙場所マップを区のホームぺージで公開してくださ

い。 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 

4 ●喫煙所の整備等（区立施設）について 

 住区センターなどの区立施設については、受動喫煙防止の観点か

ら、原則として敷地内禁煙を進めていますが、ホールを有する等の

集客のある施設については、引き続き分煙対策を講じた上で喫煙

所を設置していくこととしています。 

【環境保全課・健康推進課】 

2 ●喫煙所マップについて 

 既に区公式ウェブサイト（ページ ID:4526）において喫煙所マップ

を公開しており、今後も継続して公開していきます。 

【環境保全課】 

278 個

人 

電

子 

210 2 世田谷区などでは既に全地域で路上喫煙禁止になっ

ている。一部地区のみの路上喫煙禁止は即刻やめ

て、直ちに全地域で路上喫煙禁止にすべきである。 

又、喫煙コーナー単に囲いを設置するのではなく、煙

や匂いが漏れないようにすべき。又、条例を改めるだ

けでなく、罰則規定をもっと厳格に運営して、実効性

のある条例にする必要がある。 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しており、パーテーシ

ョン型のような開放型喫煙所の整備はしておりません。 

【環境保全課】 

279 

  

個

人 

電

子 

216 
 
自宅付近の路上で喫煙されたり、幼児と一緒にいる

時に歩きタバコの人がいたりして大変迷惑していた。

また、公園に吸い殻が落ちていると子どもが触ろうと

してしまうこともあり、危険だと思っていたので、今回

の改正は賛成。 

現在配布いただいているように、路上喫煙禁止のステ

ッカーを希望者がもらえるようにしていただけるとあり

がたい。また、喫煙禁止というサインがある場所にも

拘らず守らない人が現在でもいるので、どのように徹

底させるかは課題かと思う。 

2 ●改正に賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 区では、自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に

定める基本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではな

く、たばこを吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底す

ることが必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行い

ます。 

 具体的には、路上に貼付する啓発シートの配布のほか、シルバー

人材センターによる啓発パトロールの実施、子どもの音声によるマ

ナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、事業者と連携したチラ

シの配布や、区内を巡回するバス等での周知、地域清掃活動団体

を活用した周知など、子どもから大人まであらゆる方が一体となっ

て取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

280 個

人 

電

子 

222 
 
家の前の道を歩きながら、時々立ち止まって、たばこ

を吸う人がいます。 

窓を開けていると臭いが部屋に入ってきますし、2階

に干している洗濯物にも臭いが移りそうで気になりま

す。また小さい子がいるので影響もとても気になりま

す。 

なので路上喫煙禁止はとても有難い制度です。きちん

と広めて頂き、喫煙者のモラルを高めて欲しいです。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 区では、自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に

定める基本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではな

く、たばこを吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底す

ることが必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行い

ます。 

 具体的には、路上に貼付する啓発シートの配布のほか、シルバー

人材センターによる啓発パトロールの実施、子どもの音声によるマ

ナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、事業者と連携したチラ

シの配布や、区内を巡回するバス等での周知、地域清掃活動団体

を活用した周知など、子どもから大人まであらゆる方が一体となっ

て取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

281 

  

個

人 

電

子 

223 
 
説明動画の内容には全面的に賛成ですが、啓蒙手段

についてコメントします。現在、自由が丘駅と都立大学

駅の中間地点(目黒通り沿い)に住んでいますが、駅

から数分離れた場所での自宅前や路上での喫煙・歩

きたばこを散見します。今後啓発に力を入れる際、駅

から離れた場所については、人による指導はリソース

的に難しいと思います。そこで、住宅街の交差点の全

電柱に、路上喫煙廃止のポスター（やぶれないプラ

製）を設置して頂きたいです。内容は①区内が屋外禁

煙になった②指定の喫煙所または自宅内のみ喫煙可

③こども達等の健康被害の防止に協力してほしい④

子どもが大人のバッドマナーを見ている事 を分かり

やすく明記する形でお願いしたいです。宜しくお願い

致します。 

2 ●説明動画に関するご意見について 

  条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない

人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 区では、自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に

定める基本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではな

く、たばこを吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底す

ることが必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行い

ます。 

 具体的には、駅周辺の電柱に看板を設置するほか、シルバー人材

センターによる啓発パトロールの実施、子どもの音声によるマナー

啓発、商店街と連携したポスター掲示、事業者と連携したチラシの

配布や、区内を巡回するバス等での周知、地域清掃活動団体を活

用した周知など、子どもから大人まであらゆる方が一体となって取

り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

282 個

人 

電

子 

230 2  ループやバイクなどの二輪に乗った人が住宅街の間

の小道や公園前にちょっと停まって吸って、そのまま

流れるようにポイ捨てして走り去ってゆくのを何度か

見かけました。 

 巡回でタイミング良く補足するのは難しいと思うの

で、簡単に通報出来るシステム（併せて誤認が無いよ

うに車両ナンバーをきちんと大きなものにして視認性

を損なわず掲示する条例義務も）と罰則、およびその

周知を行っていただけると助かります。 

1 ●オンライン相談フォームの導入について 

 現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラインフォ

ームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるようにし

ます。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 オンライン相談フォームの導入については、条例改正骨子に反映

します。 

【環境保全課】 

283 個

人 

電

子 

231 2 路上喫煙禁止に大賛成です。 

細い道で喫煙してる人がいて本当に迷惑しています。 

しっかり取り締まりをして頂けると嬉しいです。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-19:30

に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改正後は

区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定しています。 

【環境保全課】 

284 個

人 

電

子 

233 3 路上喫煙の全面禁止になった際は、自宅の外壁やコ

ンクリート路面に張ることができる「ポイ捨て禁止」の

ステッカー等を希望者に配布して欲しいです。 

2 ●ステッカーの配布について 

 希望される方に対しては、現在も路上に貼付可能な啓発シート等

の配布を行っておりますが、路上喫煙の全面禁止となった際は、啓

発シートや掲示プレートについて、言語や年齢に関係なく情報を認

識できるようピクトグラム等を活用したものを作成します。作成にあ

たっては、目黒のまち並みに合うもので、誰もが分かりやすいものと

なるよう努めます。 

【環境保全課】 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

285 個

人 

電

子 

236 2 まず、喫煙についてのルール改正を検討いただき、そ

してこのようなアンケートを実施いただき、ありがとう

ございます！ 

わたしは 2年前に練馬区から武蔵小山に引っ越して

きました。大変住みやすく気に入っていますが、唯一

困っているのが路上喫煙が多いことです。3日に 1度

は歩きタバコや立ち止まっての喫煙に出くわします。

立ち止まって喫煙しているところは息を止めて足早に

通り過ぎますし、前を歩く人が喫煙している場合は息

を止めて小走りで追い越します。平成、いやむしろ昭

和かよ！と思っていました。練馬で路上喫煙を見かけ

たことは、10年で何回あったかな、といった頻度であ

り、目黒区の人のマナーの悪さに驚きました。ぜひ区

内全域で路上喫煙禁止を実施していただきたいで

す。ただ、当然喫煙者の権利もあるため、喫煙所の整

備もお願いします。吸う人、吸わない人、双方が住み

やすい目黒区になることを願っています。長々と読ん

でくださり、ありがとうございました！ 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めます。 

【環境保全課】 

286 個

人 

電

子 

237 2 分煙化、ポイ捨て禁止には賛成だが、圧倒的に喫煙ス

ペースが不足している中で全域禁止というのは如何

なものか。受動喫煙の怖れがない場所、時間での喫

煙まで禁止するのはファシズム以外の何物でもない。

喫煙者、非喫煙者の共生を目指すなら広い公園や駅

周辺などもっと喫煙所、喫煙スペースを充実させてか

ら禁止を提案するべきだ。 

2 ●喫煙所の整備について 

区では、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、喫煙マナーの普及・

啓発を全面的に見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整

備・拡充を推進しております。 

令和７年度は、条例改正による規制に先立ち、指定喫煙所に対す

る補助を拡充するなど、喫煙所の整備・拡充を進めており、引き続き

たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を進めていきま

す。 

【環境保全課】 

287 

  

個

人 

電

子 

239 
 
たばこ店を営んでいます。今回、区内全域が路上喫煙

禁止となると知り、商売をする私たちにも影響すると

思いますし、ますますたばこを吸う方にとって厳しい世

の中になると感じました。お客様からよく喫煙所はどこ

にありますかと聞かれます。ですので駅近くにもたば

こ税を活用して区の方で喫煙所をつくって欲しいで

す。目黒区は全体的に喫煙所が少ないと思っていま

す。もしたばこ店で喫煙所をつくるとしても毎月 5万

円の運営費では足りないので、もっと補助金を増やす

べきだと思います。 

2 ●喫煙所の整備について 

区では、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、喫煙マナーの普及・

啓発を全面的に見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整

備・拡充を推進しております。 

令和７年度は、条例改正による規制に先立ち、指定喫煙所に対する

補助を拡充するなど、喫煙所の整備・拡充を進めており、引き続き

たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を進めていきま

す。 

【環境保全課】 

2 ●喫煙所整備等補助の充実について 

 毎月の維持管理費補助については、店舗の状況や他区との均衡

等を踏まえ設定しておりますが、月々の店舗の見合い等も含め適切

に対応していきます。 

【環境保全課】 

288 個

人 

電

子 

241 
 
私は喫煙者だが、区内全域を禁煙エリアとするのは非

常に厳しいルールだと感じており複雑な気持ちであ

る、 

受動喫煙を防止する観点からも喫煙所を多く設置す

るべきであり、区内全域の禁煙化は喫煙所の整備が

整ってからするべきでは無いだろうか。 

特に最寄りの中目黒駅前の喫煙所についても、常に

列ができて混雑しており、現時点でも十分に整備され

ているとは言い難い。 

たばこ税も各自治体で利用されているとのことなの

で、重要な財源を提供しているものとして喫煙者のこ

とも考えてほしい。 

2 ●喫煙所の整備について 

区では、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、喫煙マナーの普及・

啓発を全面的に見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整

備・拡充を推進しております。 

令和７年度は、条例改正による規制に先立ち、指定喫煙所に対する

補助を拡充するなど、喫煙所の整備・拡充を進めており、引き続き

たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を進めていきま

す。 

【環境保全課】 

289 

  

  

個

人 

電

子 

247 
 
まず先に行わなければならない事は路上喫煙禁止に

むけての必要な支援では無く喫煙場所を増やす事で

す。 

以前の様に公園の一部や住区センター等の一部など

を復活させる等の措置が先だと思う。 

喫煙場所を確保せずに路上等の喫煙禁止はあり得な

いし誰も守ることが出来ないと思う。 

2 ●喫煙所の整備について 

区では、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、喫煙マナーの普及・啓

発を全面的に見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整備・

拡充を推進しております。 

令和７年度は、条例改正による規制に先立ち、指定喫煙所に対する

補助を拡充するなど、喫煙所の整備・拡充を進めており、引き続き

たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を進めていきま

す。 

【環境保全課】 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 

4 ●喫煙所の整備等（区立施設）について 

 住区センター等の区立施設に関しては、受動喫煙防止の観点か

ら、原則として敷地内全面禁煙に向けた取組を進めています。一方

で、ホールを有する等の集客のある施設については、引き続き分煙

対策を講じた上で喫煙所を設置していくこととしています。今後も、

施設の状況や、周辺環境等を踏まえながら、適切な分煙環境の整

備に向けて検討していきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

290 

  

個

人 

電

子 

251 
 
東京都の調査によると約 2割の方が喫煙をしていま

す。喫煙場所の拡充とうたっていますが人の集まる場

所（駅、公園、商店街、バス停）に喫煙場所を設けてく

ださい。人の集まる付近に喫煙所を設置しないと結局

は隠れて路上喫煙する方が増えます。 

三軒茶屋の喫煙所などは屋根がない為、雨の日は傘

をさして喫煙所内で吸っているので喫煙所は雨天で

も吸える環境でお願いいたします。 

喫煙所を多数設置後の清掃などはシルバー人材セン

ターなどを活用して雇用する、もしくは清掃請負事業

者に発注すれば管理が楽になると思います。 

現状は喫煙者が非常に「肩身が狭い思い」をしている

状況です。喫煙者が目黒区内でタバコ（加熱たばこ）

を購入すればそれだけ目黒区にも税金として入る仕

組みなのだから「喫煙者が肩身の狭い思い」をしない

様にお願い致します。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備の 

ため、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え令和 7年度から維持管理費及び改修費の補助

を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年度は

新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 

4 ●喫煙所の整備等（公園）について 

 公園における喫煙所の整備については、受動喫煙の観点、公園の

環境、周辺住民の理解、他自治体の状況等を踏まえ、関係する所管

課と調査研究していきます。 

【環境保全課・土木管理課・みどり土木政策課・道路公園課】 

291 個

人 

電

子 

253 2 区内全域の路上喫煙禁止に賛成です。 

碑文谷公園線路沿い、公園通りに住んでいますが、こ

の地に引っ越してきてびっくりしたのは家の前にポイ

捨てされることでした。 

区から頂いたポイ捨て禁止と歩きタバコ禁止のシート

を貼ってもなお、ポイ捨ては無くなりません。不快な思

いをしています。 

高架下に商店街がつくられ、さらに治安も悪化してい

ます。（座り込みがあっあり、店の客がタバコを路上で

吸っています。） 

どうか区で路上喫煙を違反、迷惑行為として厳しく取

り締まって欲しいと思っております。よろしくお願いし

ます。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

292 個

人 

電

子 

254 
 
区が必要な支援を行うということで、「喫煙所への誘

導」の記載がある。喫煙所がある駅付近なら分かる

が、喫煙所がない駅に関して誘導は難しいと感じる。

各駅の周りに喫煙所がないと路地裏や駐車場などで

喫煙が増えると危惧している。私はたばこを吸わない

が、喫煙所は一定数必要だと考えている。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めており、喫煙所の整備場所について

は、区内及び区に隣接する駅や区民からの要望等の多い場所を分

析し、区民のニーズに基づいて整備していきます。 

【環境保全課】 

293 

  

個

人 

電

子 

255 
 
住宅街での歩きタバコも目につき、回避出来ないこと

も多いので本件は是非進めてほしいです。喫煙所も

壁があるだけでは副流煙が漏れてくるのも心配です。

駅前等は学生も子どもも多く、喫煙所の設置場所に

も考慮を求めます。 

2 ●是非進めてほしいとのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

2 ●喫煙所の整備等について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めており、喫煙所の整備場所について

は、区内及び区に隣接する駅や区民からの要望等の多い場所を分

析し、区民のニーズに基づいて整備していきます。 

【環境保全課】 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

294 個

人 

電

子 

259 3 目黒区民ではないと思われる方も、多数路地裏など

で喫煙しており、もっと強く取り締まっていただきたい

です。取締強化等、必ず路上喫煙者が減るように対策

をし、継続して検討してもらわないと困ります。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

295 個

人 

電

子 

260 
 
目黒区民です。喫煙所の補助金があり、喫煙所を作

ることを進めるとありますが、実際に喫煙所は増えて

いるのかが疑問です。私の知人も喫煙者ですが、喫

煙所が少なくたばこを吸う場所がないといつも嘆いて

います。たばこは吸える場所で吸う分には誰にも迷惑

をかけず、合法な嗜好品なのでマナーを守って吸えば

良いと思っています。喫煙難民も一定数いることは理

解して欲しいです。具体的にいつまでに何か所を作る

予定ですか？ 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え令和 7年度から維持管理費及び改修費の補助

を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年度は

新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

喫煙所の整備数に関しては、区内及び区に隣接する駅や区民か

らの要望等の多い場所を分析し、区民ニーズ等に基づいて社会状

況の変化に応じて整備していきます。 

【環境保全課】 

296 個

人 

電

子 

261 2 ・駅周辺止まっても吸えない POPがわかりづらい。

他の場所ならいいと思っている人が多い。 

・いまだに路上喫煙禁止になってないのは目黒区くら

い。 

・歩きたばこはやめましょうの黄色い POPが小さい。

他の区のように大きくしないと誰も見ません。大体歩

きスマホしてます。 

・本当に歩きたばこ多い。商店街過ぎて、住宅街入る

ところからタバコ吸い始めます。吸い殻ポイ捨て多い

です。いつも大体同じ人です。 

・とにかく中途半端なので早く全域禁止にしてくださ

い。 

・一度でいいから巡回してみてください。 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

297 個

人 

電

子 

263 
 
目黒区民として意見をお伝えします。昨年自由が丘に

喫煙所ができたことは大変ありがたいと思っていま

す。たばこのポイ捨てもいくらか減ったように感じま

す。やはり喫煙所を作ることはポイ捨てを防ぐことに繋

がると感じています。自由が丘は再開発もあり、これ

から人がさらに多くなります。喫煙所が混み合ってい

ることが多いので多くの方が利用できるように自由が

丘に喫煙所を追加していただき、そして目黒区全体と

しても増やしていくべきです。 

2 ●喫煙所の整備について 

 区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のた

め、喫煙所の整備・拡充を進めています。 

 喫煙所の整備は、場所の確保、事業主や近隣住民の理解等、様々

な条件が揃って初めて実現できるものです。 

 そこで、民間事業者による喫煙所の指定受入促進として、従来の

整備費補助に加え令和 7年度から維持管理費及び改修費の補助

を開始し、区内事業者と喫煙所の整備に係る協議を重ね、今年度は

新たに複数箇所の指定喫煙所の供用を開始しました。 

 引き続き民間事業者等と粘り強く交渉を続け、喫煙所の整備・拡

充を進めていきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

298 

  

個

人 

電

子 

265 1 パトロールの強化。 

 

喫煙者に個別に告知した方が費用も抑えられ、効果

も上がると思う。そこで、スマートフォン上、タバコに関

連する検索をしたとき、タバコを購入した時に路上喫

煙禁止区域と喫煙所の告知が出るようにした方が良

いと思う。 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 路上喫煙全面禁止の際は、委託先として検討しているシルバー人

材センターの指導員に対して、接遇や安全確保の研修等を実施す

ることを予定しています。 

 なお、現在、毎日（年末年始を除く）2回、7:30-9:30/17:30-

19:30に実施している路上喫煙禁止区域のパトロールを、条例改

正後は区内全域に拡大し、対象時間を拡充することを予定していま

す。 

 また、区民からの路上喫煙に関する相談について、電話や窓口に

加え、時間と場所を問わずにご相談頂けるようオンラインフォームよ

る受付も検討しています。オンラインフォームに寄せられたご意見に

ついては、データとして収集・分析の上、苦情が多い場所や時間帯

に応じ、効果的なパトロールを実施することを検討しています。 

【環境保全課】 

4 ●検索サービスを用いた喫煙者への個別周知について 

 現在、無数に存在するインターネット上の検索サービスにおいて、

特定の単語で検索した場合に特定の文章を表示させることを区か

ら働きかけることは困難ですが、今後の検討・研究の課題とします。 

【環境保全課】 

299 個

人 

電

子 

267 2 区内全域での路上喫煙禁止は、受動喫煙防止の観点

から非常に重要な施策であり、小さな子を持つ親とし

て改正案の趣旨に強く賛同します。しかし、現状の規

定では「歩行中または立ち止まって喫煙する行為」に

限定されており、実効性に課題があります。 

実際には、路上に駐車した車両内で喫煙し、窓を開け

て煙が外に流れるケースが頻繁に見られます。この場

合、周囲の歩行者や子どもは路上喫煙と同様の受動

喫煙被害を受けます。したがって、駐車車両内での喫

煙も禁止対象に含めるべきです。 

また、条例の実効性を確保するためには、違反者への

過料や指導を明確化し、周知徹底することが不可欠

です。単なる努力義務ではなく、喫煙者に対する罰則

を伴う規定を設けることで、抑止効果が高まります。さ

らに、違反行為の通報窓口や、公園付近等重点監視

エリアの設定など、実効性を担保する仕組みも必要で

す。 

子どもは受動喫煙による健康被害を特に受けやすく、

短時間の曝露でもリスクがあります。区民の健康を守

るため、より包括的で強制力のある規制を強く要望し

ます。 

1 ●オンライン相談フォームの導入について 

 現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラインフォ

ームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるようにし

ます。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 オンライン相談フォームの導入については、条例改正骨子に反映

します。 

【環境保全課】 

300 議

会 

書

面 

273 2 2頁改正骨子案(2)改正内容の②公共の場所以外で

喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確

にしますについて、受動喫煙は公共の場所以外で止

まって煙草を吸う人のことを指すことが多いが、最近

バイクやモペットに乗って喫煙することも公共の場所

以外に吸う路上喫煙に該当しますが、実際、バイクや

モペットに乗って喫煙している人もいることを踏まえ、

バイクや自転車も含め、移動しながら吸うこともポイ

捨てにつながるため、路上喫煙はバイクや自転車に乗

って吸うことも禁止していることを明記すること。3頁

参考 2の図について、必要な支援をおこなうことにつ

いて骨子改正案なので、明記するのは難しいと思う

が、私有地内に吸い殻のスタンドなどが設置されてい

る場合、設置可能なスペースがあると判断した場合

に、積極的に喫煙 BOXの設置に関する支援がある

ことを案内し、受動喫煙防止ができるよう、子どもたち

が影響を受けない対策をセットで推進すること。 

3 ●喫煙所の整備等について 

 敷地内に吸い殻のスタンドなどが配置されており、喫煙所を整備

できる可能性があるスペースを見つけた場合は、喫煙所整備補助

についてご案内するとともに、路上喫煙及び受動喫煙に係るご理解

を求めるチラシの配布を行うなど、子どもたちの受動喫煙防止対策

の視点を持って取組を進めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

301 

  

  

団

体 

F 

A 

X 

274 2 平素より分煙に対するご理解とご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみ

んなでつくる条例」改正骨子案に関し、喫煙者の声も

代弁し、以下の通り意見を申し述べます。お取リ計ら

いのほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

【意見】  

○区内全域路上喫煙禁止の条例施行前に、喫煙所を

整備することを優先し、喫煙所が不足しているエリア

(特に池尻大橋駅、祐天寺駅周辺)を含め、区内全域

での喫煙環境整備を完了していただくよう求めます。 

➡喫煙所整備に向け所管の部署においても設置に向

けてご対応いただいていると思いますが、まだ不足し

ていると認識しています。喫煙所が整備されないま

ま、区内全域路上喫煙禁止が先行してしまえば、隠れ

て喫煙する方も増え、結果的に、ポイ捨ての増加や火

災に繋がるリスクもあると考えます 

○駐車場や私道等の私有地で喫煙する場合には、周

囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮すること

を明確化するとありますが、たばこ店店頭など私有地

に設置している灰皿は引き続き事業者の判断で設置

で きるようにしていただくことを求めます   

➡たばこ店店頭の灰皿は周辺のポイ捨て・歩きたばこ

防止に寄与しておリ、撤去が進めば環境悪化が懸念

されます 

○指定喫煙所に対する補助制度については令和 8

年度以降も継続していただき、整備費補助や維持管

理補助の増額など、制度の拡充を実施いただくよう求

めます  

➡喫煙所を増やすためには多くの民間事業者の協力

を得る必要があります。現行の制度をよリ充実させ、

民間事業者にとって活用しやすい内容にしていただ

き、官民連携の上、整備を進めるべきです。また、渋谷

区「安全、安心なまちづくりのための大規模建築物に

関する条例」のような、新たに大規模建築物を建設す

る際、民間事業者に喫煙場所整備を求めるような条

例があれば区内の喫煙所整備も拡大していくと考え

ます 

2 ●喫煙所の整備について 

区では、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、喫煙マナーの普及・

啓発を全面的に見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整

備・拡充を推進しております。 

令和７年度は、条例改正による規制に先立ち、従来の整備費補助

に加え、維持管理費及び改修費の補助を開始し、喫煙所の整備・拡

充を進めており、引き続きたばこを吸う人と吸わない人が共存でき

る環境整備を進めていきます。 

【環境保全課】 

2 ●喫煙所整備等補助の充実について 

 毎月の維持管理費補助については、店舗の状況や他区との均衡

等を踏まえ設定しておりますが、月々の店舗の見合い等も含め適切

に対応していきます。 

【環境保全課】 

5 ●大規模建築物を建設する際の喫煙所整備について 

 渋谷区の「安全、安心なまちづくりのための大規模建築物に関す

る条例」は住宅を除く部分が 1万㎡以上の公共性の高い大規模な

建築物において、総合的に防災、通信、駐車施設なども含めて喫煙

所が整備されるものであると捉えています。 

 区では、喫煙所については公共性の高い施設として区が計画的に

整備することや、再開発などの中で必要に応じて公共貢献として整

備されることを考えており、条例に基づいて民間建築物に整備を義

務付けることは現状では検討しておりません。 

【環境保全課・都市整備課】 

302 

  

  

  

議

会 

書

面 

275 3 〇私有地や駐車場等での喫煙やポイ捨て増加、マナ

ーの悪化を防ぐために、携帯灰皿の持参や区民・事業

所への周知・啓発に努めること。 

 

○２（２）③ 区内全域路上喫煙禁止に向けて、必要な

支援を行う・・の部分 

喫煙所の補助拡充については支援の側面もあるが、

区内全域路上喫煙禁止に向けての必要な取り組み

は、区が主体的に行うべきことである。「支援」という

表現は、区が外部の取組を補助するような位置づけ

に見せてしまっている。実施主体としての明確な姿勢

と責務を条例上に位置づけるべき。 

 

〇パトロール体制は、シルバー人材センターに委託す

る予定である。パトロール時に発生しうるトラブルを予

見し、警察と相談・連携して、指導員の研修や安全確

保、取り締まりの強化に努めること。 

 

〇条例を改正しても、ポイ捨てした人が見過ごされる

ようであれば、条例に何ら実効性もなくポイ捨ては減

らない。実効性のある改正内容にしなければ意味なが

2 ●改正後条例の周知等について 

 区民・事業者への周知については、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者と連携したチラシ配布や区内を巡回

するバス等での周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざ

まな方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

7 ●区の責務について 

 現行条例第 3条において「まちの環境美化は、自分たちのまちは

自分たちできれいにするという考えの下に、区、区民等及び事業者

が協働して取り組むことを基本として行わなければならない」という

基本方針を定めており、区は、実施主体として自主的にまちの美化

に取り組む区民等及び事業者を支援することを責務の 1つに定め

ていますので、引き続き趣旨に沿って取り組んでいきます。 

【環境保全課】 

2 ●啓発パトロールの強化について 

 路上喫煙全面禁止の際は、委託先として検討しているシルバー人

材センターの指導員に対して、接遇や安全確保の研修等を実施す

ることを予定しています。また、警察・関係団体との連携に努めてい

きます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

ない。先行する自治体では、条例を知らない区外（地

域外）の人たちのポイ捨てが散見されるため、目黒区

民だけでなく、区外の人や観光客（桜開花時など一層

強化）への周知と対応も検討すべき。 

2 ●区民以外の方への周知について 

 区民以外の方への周知については、区公式ウェブサイト及び

SNSでの周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街

と連携したポスターの掲示、事業者と連携したチラシ配布や区内を

巡回するバス等での周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、

さまざまな方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

303 個

人 

電

子 

276 2 まず禁止するからには罰則を設けること。 

罰金であったとしても少額ではなく数百万円等決して

小さく無い金額で規定すること。実際に罰金処分した

実績も作ること。 

次に、実際に取り締まる為に区内で特に路上喫煙が

深刻なエリアやスポットにカメラを設置して喫煙者を

特定して吸い逃げさせない様な取り組みも必要だと

考える。 

場合によっては路上喫煙者の容貌を撮影しての通報

を許可するなど、区民を巻き込んでの対応が求められ

ると思う。 

最後に、区内外への積極的な発信が必要。SNSはじ

めとしたネットは当然のこと、各駅に目立つ様な掲示

をする、テレビといったオールドメディアの活用、喫煙

者が集いやすいパチンコ店や居酒屋への掲示、周知

活動を進めると言った不断の働き掛けを区民巻き込

んで進めて行ける様な施策を進めてほしい。 

条例の条文を読む限りは罰則が無いため、実効性が

薄い様に伺えます。 

パトロール等費用面での課題とはありますが、写真付

きの通報を認める等の対策を取ればそれだけで抑止

力になるとは思いますので、過料の徴収は明文化す

べきと考えます。 

5 ●路上喫煙者の撮影等について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品です。自分たちのま

ちは自分たちできれいにするという条例に定める基本理念のもと、

喫煙者がマナー遵守の必要性を理解し、自発的にルールを守って

いただくことが重要であると考えます。 

【環境保全課】 

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 
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278 3 喫煙者の中には、自由が丘駅や都立大学駅周辺など

で路上喫煙が禁止されていることを標識などで知りな

がら、喫煙をやめるのではなく、一般の建物内や敷地

内、もしくは敷地の側に入って吸う人がいます。 

 

その結果、タバコにアレルギーがある人にとっては、有

害な煙が流れてくることで健康被害を受けるなど、不

利益を被ることになります。 

 

このような状況を改善できる望ましい条例になるので

しょうか。 

 

タバコは、どこで吸っていても煙やにおいで周囲に迷

惑をかけるだけでなく、吸っていない時でも体や衣服

に残った臭いや吸い殻によっても人に不快感を与える

ものです。 

 

目黒区、また他の自治体にも共通して言えることです

が、喫煙禁止区域やそれ以外の場所で喫煙している

人の多くは夜間に見られます。 

この点について、目黒区としては夜間の対策をどのよ

うに考えているのかお伺いしたいです。 

 

これまで問い合わせをした際には、「午後 5時～6時

ごろに巡回している」との回答をいただきましたが、実

際に喫煙行為が多いのは、それ以降のもっと遅い時

間帯です。 

 

もし本気で禁煙を徹底させるのであれば、夜間の時

間帯にも巡回を行う必要があるのではないでしょう

か。 

 

港区や品川区などの繁華街では、警備員を配置して

対策している事例もあります。 

目黒区でも、同様に繁華街への警備員配置などの取

り組みを検討していただけないでしょうか。 

 

区としての「本気の姿勢」を示し、タバコアレルギーを

持つ私のような区民を喫煙者からしっかり守る対策を

期待しています。 

 

これまでの路上喫煙禁止区域の設定や「めぐろたばこ

ルール」の制定など、区が受動喫煙防止のために取り

組んできたこと自体は評価しています。 

しかし、現場の実態を見ると、この条例には本当の意

味で“タバコの被害者の目線”が入っていないと感じ

ざるを得ません。 

 

実際、路上喫煙禁止区域でも、またそれ以外の場所

でも、吸っているのは区外から来た人が多いのが現

状です。 

注意しても暴力的な態度を取られたり、逆ギレされた

りすることが少なくありません。都度警察を呼ぶしか

ないものの、すぐに来るわけではなく、その間、煙を吸

わされ、危険な思いをしています。 

この状況は「喫煙者を取り締まる条例」ではあっても、

「被害を受ける側を守る条例」にはなっていません。 

 

また、飲食店の外で平気で喫煙を許している光景も

日常的にあります。 

店側が灰皿を出し、実質的な「店前喫煙所」となって

いるケースも多く、歩行者や子ども、アレルギー体質

の人が煙を浴びざるを得ない状況が放置されていま

す。 

行政が「店内禁煙」を指導しても、店外に逃げ場をつく

2 ●路上喫煙者減少のための施策の実施について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 また、現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンライ

ンフォームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるよ

うにします。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

ってしまっては意味がありません。 

 

さらに見落とされがちなのが、タバコアレルギーのよう

に、わずかな煙や臭いでも体調を崩す人たちの存在

です。 

私自身、タバコの煙だけでなく、喫煙者の衣服や髪に

残るにおいでも呼吸が苦しくなったり、頭痛や吐き気

を起こしたりします。 

中には、タバコの箱が近くにあるだけでアレルギー反

応を起こす人もいます。 

それほどまでに敏感で、命に関わることもあるので

す。 

こうした被害の深刻さを前提に、条例は設計されてい

ません。 

 

つまり、今の制度は「吸う人」側の行動制限には一定

のルールを設けていますが、「吸わない人」「吸えない

人」を具体的に守る仕組みが弱いのです。 

受動喫煙対策は「加害の抑止」だけではなく、「被害者

を守る」ための体制整備が必要です。 

たとえば、暴力的・威圧的な喫煙者から市民を守る通

報窓口、警備・巡回の強化、違反者への実効ある罰則

の適用などです。 

また、アレルギー体質の人が避けられるように、「喫煙

エリア」「非喫煙安全エリア」を明確に区分する都市設

計も欠かせません。 

 

タバコは誰も幸せにしません。 

吸っている本人は一時的に気持ちが落ち着くかもしれ

ませんが、その代わりに脳も体も蝕まれ、周囲を苦し

めています。 

それでも吸うということは、結局「自分の快楽のために

他人を犠牲にしている」ということです。 

そんな行為を“文化”や“嗜好”として認める社会であ

ってはならないと思います。 

 

禁煙条例を本当に人にやさしいものにするなら、タバ

コを吸わない人・吸えない人・タバコに苦しめられてき

た人の立場を中心に置いた設計が必要です。 

煙を出す人を罰するだけでなく、煙にさらされる人を

守るための具体的手立て――それが、いま目黒区に

求められています。 

305 

  

個

人 

電

子 

279 2 近所の路上のいたるところに、ポイ捨て禁止シートが

貼ってありますが、ポイ捨てされた吸い殻をみかけま

す。 

ごみ出しの場所の近くだと、大変危険です。 

役所より、シートやプレートを取り寄せ、ウチの近所の

塀や道に貼りました。 

プレートは、大きくインパクトあり、よいと思いますが、

シートぐらいでは、抑制力は弱いようです。 

路上喫煙ポイ捨て禁止を、目黒区全域に拡大すること

に賛成します。罰則までとれるとよいのですが。 

パトロールをしてくれる案については、夜中にポイ捨て

する人が多いと思われるので、効果は少ないかとも思

2 ●掲示・表示の工夫、啓発シートの充実について 

 路上に貼付可能な啓発シートや掲示プレートについて、言語や年

齢に関係なく情報を認識できるようピクトグラム等を活用し、希望す

る方に配布します。作成にあたっては、目黒のまち並みに合うもの

で、誰もが分かりやすいものとなるよう努めます。また、路上喫煙禁

止のほか、ポイ捨て禁止の啓発シート等も作成します。 

 改正後条例の周知にあたっては、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ

配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざま

な方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

改正内容③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことを定めます（参考 1：区の支援案を含む） 

います。 

喫煙禁止に開き直る人もいるかと思われます。 

要所、要所に、ポイ捨て禁止のポスターなど張れない

でしょうか？ 

 

ウチの近くの道には、夜タバコ吸って(多分家中で 

吸えない事情)、ポイ捨てする人がいるみたいです。 

パトロールでは、現場は見つけにくいと思います。 

ポケット携帯灰皿(ソフト)が 100円ショップでも売っ

てます。 

目黒区タバコ売り場ショップで、無料で配布してはい

かがでしょうか？ 

4 ●その他対策について 

 効果的な普及啓発の方法について、今後の検討･研究の課題とし

ます。 

【環境保全課】 

306 個

人 

電

子 

280 3 ③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を

行う 

 

「喫煙所の整備・拡充」の要望は②の回答と同様で

す。最も実行力のある自治体という先行例となること

を期待しています。千代田区よりも踏み込んだ現実的

な改正案という印象です。 

 

「喫煙マナーの普及・啓発」①啓発パトロールの強化、

可能でしょうか？区民から相談の多い地域、私設喫

煙所、駐車場、私有地もパトロールしてください。パト

ロールで喫煙者が注意されているシーンを目撃したこ

とがありません。以前目黒署に相談したときは「迷わ

ず１１０番してください。近くの警官が注意、パトロール

します」という回答でした。職員パトロールが時間外の

場合、相談・通報できる連絡先が表示してあると抑止

力になり、相談もしやすくなると思います。②喫煙所へ

の誘導。Googleマップで示すのは良いと思います。

コメントで苦情も書き込めることになると思います。ま

た区民から相談の多い地域、私設喫煙所、駐車場、私

有地周辺で「公式喫煙所マップ」がわかるチラシを配

布、区報に掲載、喫煙者に「公式喫煙所利用マップ」

（紙でもQR?コードでも）を提供するなどご検討よろ

しくおねがいします。「公式喫煙所利用」を利用すると

電子タバコ移行推進チケットがもらえるなど、喫煙者

にとっても前向きな施策があると良さそうです。③区

民から相談の多い地域、私設喫煙所、駐車場、私有

地周辺、タバコ店、コンビニとタバコを扱う場所全てで

周知してください。 

 

以上、繰り返しますが、現行条例で機能しない「喫煙

者に求める配慮」や「区の働き」を全て実行力のある

具体的な内容にしてください。理念やお願いの発表で

は意味がありません。 

 

自動販売機設置者に空き缶回収箱設置を義務付ける

ことも機能していません。また。目黒区に限らず、ゴミ

箱の設置が少ない日本社会では、ゴミの回収場所が

無いことで、ポイ捨てが広がります。生産者や行政が

ゴミ回収の責任を持たず、市民個人のマナーや配慮

に委ねる、という本末転倒の構造が生み出しているの

が、現行の条例で機能しない受動喫煙の問題です。 

 

喫煙者が、非喫煙者に配慮するのは当然です。非喫

煙者が喫煙者の権利を奪うこともまた違いますが、現

実的には配慮のない喫煙者に非喫煙者が我慢し、努

力して回避している状況です。公共空間で共存するた

めのお互いの権利を守るためには、科学的かつ客観

的なデータ、ファクトと同時に、機能しない喫煙者の配

慮を包括的に機能させる喫煙所の整備と周知しかな

2 ●区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を行うことにつ

いて 

 条例改正後はパトロールを区内全域に拡大し、対象時間を拡充す

ることを予定しています。 

また、現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンラ

インフォームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できる

ようにします。 

 路上喫煙者の目撃報告、見回り強化、啓発シートの配布・貼付、私

有地での喫煙に係るご相談などをフォーム送信いただき、順次ご対

応いたします。 

 オンラインフォームを含め、寄せられたご意見については、データ

として収集・分析・公開の上、苦情が多い場所や時間帯に応じ、効

果的にパトロールを実施することを検討しています。 

 また、パトロール実績もオンラインで公開していくことを検討してい

ます。 

 改正後条例の周知にあたっては、区公式ウェブサイト及び SNS

での周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商店街と連

携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等でのチラシ

配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、さまざま

な方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

1 ●事業者への指導に関するご意見について 

 指定喫煙所の設置責任者及び連絡先の表示については、区とし

て設置責任者である事業者等に協力を要請することを検討してい

ます。 

 また、区では指定喫煙所の要件に適切な喫煙所の管理運営につ

いての項目を設けており、必要に応じて指導していきます。 

 一方で、特定の喫煙所付近の路上喫煙者を当該喫煙所の利用者

と認定することは困難であるため、啓発パトロールの強化や、チラシ

の配布等により、路上喫煙防止に向けて取り組んでいきます。ご意

見を踏まえ、チラシの配布等により周知・啓発を行っていくことにい

ては、条例改正骨子に反映します。 

【環境保全課・健康推進課】 

２ ●公衆喫煙所及び区の指定する喫煙所について 

 区では、望まない受動喫煙を防止するため、非喫煙区域から空間

的に分離され、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう

措置が講じられた密閉型喫煙所の整備を推進しており、東京都の

保健医療政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱や、平成 30

年 11月 9日付け健発 1109第 6号「屋外分煙施設の技術的留意

事項について（通知）」に基づき、喫煙所の整備等を進めています。 

また、整備された喫煙所等は、定期的な清掃・点検等を実施してい

ます。 

【環境保全課】 

３ ●喫煙所の責任者名等表示について 

 指定喫煙所の設置責任者及び連絡先の表示については、区から

喫煙所設置責任者である事業者に協力を要請することを検討して

います。 

 また、区では指定喫煙所の要件に適切な喫煙所の運営について

の項目を設けており、必要に応じて指導していきます。 

【環境保全課】 
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いのではないでしょうか？ 繰り返しますが、現在進

行形の課題に対処する地方自治体の義務を果たすた

めにも、区議、職員、外部の専門家、市民おたがい協

力のもと、権利と権利のぶつかりを整理整頓し、現実

的な問題が解消する改正条例の検討お願いします。

地域の問題を解決する、こうした基本的な地方自治を

感じられる機会となるよう、前向きな広報・周知活動

を期待します。もちろんできることは協力いたします。

よろしくお願いいたします。 

 

修正追加で送信したかったのですが方法がわからな

いため補足の意見提出失礼致します。 

③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を

行う 

「喫煙所の整備・拡充」に関して、追加の要望です。 

 

●●（店舗・施設名）が私設喫煙所、灰皿設置をして

いましたが、ここ数日工事が入っています。改正条例

案を前に、ようやく店舗内喫煙所を設置する流れと期

待していますが懸念事項をまとめます。改正条例案の

要望に加えます。 

 

（１）屋内喫煙所の性能評価基準を設けること。 

単に屋内だけでは意味を為しません。喫煙所として屋

外に煙や臭いが漏れ出さない密閉構造、および空気

清浄機を設置することを義務付けてください。掃除機

と同じで排気が臭うだけでは意味がありません。また

掃除機もダストパックやフィルターを掃除しないと性

能が落ちます。喫煙所機能の維持、および点検を義務

付けてください。 

 

（２）屋内喫煙所の設置責任と責任者名と連絡先を表

示し、喫煙所利用者の違反は設置責任者の管理責任

も罰則化する。 

●●（店舗・施設名）の私設喫煙所が、近隣の喫煙者

にとって「吸っていい場所」の認識となっている可能性

が高いです。屋内喫煙所が設置されたとしても外で喫

煙していたら意味がありません。また店舗の営業時間

外に屋内喫煙所が閉まっていたら、同じように外で喫

煙者が集まる可能性があります。こうした責任をタバ

コ販売店および喫煙所設置者の管理責任として明確

にしてください。喫煙所利用者の違反は、喫煙所設置

責任者ともに罰則を被る厳しい内容にしてください。 

 

マンションのエントラスと公道の間に灰皿があり、住民

と通行人がタバコを吸っています。管理人および理事

会に喫煙者がいることで設置されてしまっているので

すが、改正条例後はこうした私設喫煙所も撤去される

べき拘束力のあるものとしてください。たまたま前に横

断歩道が無いだけであり、人通りも少ない道ではあり

ますが、特に夕方～夜以降は喫煙者が利用していま

す。こうしたマンションごとの会議で喫煙所の有無が

決定されてしまうと、地域として、目黒区としての打ち

出しが無効になります。 

 

こういった私有地内の喫煙所も設置不可となる条例

にしてください。（２）改正内容②の要望でまとめた「駐

車場、私道、私有地でも煙は広範囲に流れます。実証

実験をしたうえで、どの地点からどこまで煙や匂いが

流れ、届くか？とどまるか？ どの段階でたばこを消

せば、どの範囲の空間に影響が無いのか？空間およ

び時間的な実証実験をしたうえで、実行力のある「配

慮」を「明確化」してください。」という部分とリンクしま

す。 

以上補足とさせていただきます。 

5 ●喫煙所利用者の違反に対する罰則等について 

 たばこは、法律で認められた合法的な嗜好品です。喫煙所利用者

の違反に対する、喫煙所設置責任者への罰則等は検討しておりま

せん。区では、自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例

に定める基本理念のもと、喫煙者がマナー遵守の必要性を理解し、

自発的にルールを守っていただくため、周知・啓発に努めます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

307 個

人 

電

子 

16 3 （１）喫煙所を作るのであれば、密閉型にして横を通行

しても受動喫煙しないようにしてほしい。 

（２）犯罪心理学の観点から見て、ルールを守らない

人にルールを守らせる方法は、何かしらのペナルティ

があること、悪いことの成功体験を積ませないことが

重要です。パトロールは路上喫煙禁止の啓発だけで

なく、過料を徴収することが違反者を増やさないため

に有効な手段です。パトロール要員に過料徴収の権

限を与え、手続きもその場で完結するような簡単な

仕組みにする。例えば、クレジットカード決済や、QR

コード決済ができる端末を導入し、現金を持っていな

くても確実に徴収できるようにしたり、身分証を持っ

ていなくても現行の違反を確認できれば、過料の徴

収ができるようにするなどです。現在の条例では科料

が定められているため、科料徴収の手続きが煩雑

で、実効性がないことが問題だと思います。今回の条

例改正を機に、実効性のあるペナルティに変えて欲し

いと思います。 

（３）過料の徴収は路上喫煙だけでなく、ポイ捨ても対

象とする。ポイ捨てはタバコだけでなく、ゴミも含め

る。 

（４）パトロール要員の報酬は基本給＋徴取できた過

料の何%というふうに、インセンティブを与えること

で、違反を見つけても見て見ぬふりするパトロール要

員を減らすことができると思います。 

7 ●ポイ捨ての罰金について 

 既に現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみだ

りに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と定め、第 11条第 1

項においてポイ捨てした違反者への勧告、第 12条第 1項で命令、

第 15条で指導・勧告を経て命令に従わない悪質な者に対して罰則

（30,000円以下の罰金）を定めており、趣旨に沿って取り組んで

いるところです。 

 条例の意図が正しく伝わるよう、周知の工夫を図っていきます。 

【環境保全課】 

308 個

人 

電

子 

17   子供を持つ親として、歩きタバコや路上喫煙者がい

ない街になって欲しいと日々切に願っています。 

2 ●改正趣旨について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

309 個

人 

電

子 

18   ずっと気になっている喫煙場所があります。 

●●（店舗・施設名）の前に灰皿が置かれていて常時

自由に喫煙者たちが集まって来てはそこでタバコを

吸っています。灰皿が置かれている歩道は大変狭

い。 

「今日は三人も吸っているから息を止めて通り過ぎよ

う」と思って大急ぎでなるべく離れながらタバコの煙

を吸わないように息を止めて通り過ぎなければなりま

せん。 

帰り道は店舗の前を見て喫煙者がいるかどうかを確

認。 

もしいたら少しでも離れて煙を避けなければなりませ

ん。 

私 1人だけならまだしも、孫を連れて歩いて通るとき

やもっと小さい孫をベビーカーに乗せているときは絶

対に回避したい場所で、避けるのが大変です。小学

生がタバコを避けて私と同じようにそこから少し離れ

る姿を何度も見ています。 

多いときは 4人並んで吸っているのを何度も見てい

ます。なぜ公道での喫煙が波動で許されるのでしょう

か？ 

30代の娘にこの「煙くて迷惑な駅に向かう途中の店

舗の話」をすると「そんなの私が子供の時からタバコ

吸う場所になっていてずっと迷惑だった」と言ってい

ました。いつから狭い歩道で堂々と喫煙所になってい

るのかは覚えていませんが、かなり長期間このおかし

な疑問に思う状況が続いています。 

路上喫煙禁止になれば、晴れてこの公道なのにノン

スモーカーには迷惑な煙い場所も禁止されるのでし

ょうか。 

今すぐにでもタバコやだから許される？特権？のよう

な迷惑な喫煙所を禁止にしてほしいです。 

近所に人に話すとみんな「あそこは迷惑」と認識して

います。 

が、今まで公に意見を言いたくても言う場もなく、わ

ざわざ店舗に言うとか区役所にお尋ねする、とかいう

行動には出られませんでした。長いことずっと不快に

思っているオープンな喫煙所。煙くない場所を確保し

てほしいです。 

よろしくご検討のほどお願いします。 

2 ●店舗に対するご意見について 

 ご意見いただいた店舗については、煙の漏れない形で指定喫煙

所として整備しました。引き続きたばこを吸う人と吸わない人が共存

できる環境整備に取り組んでいきます。 

【環境保全課】 

310 個

人 

電

子 

26 3 路上喫煙の禁止に賛同します。喫煙所も減らしてい

いと思います。特に自由が丘駅の線路下の喫煙所付

近を通過する際、タバコの煙でとても不快です。九品

仏緑道の雰囲気が台無しです。駅の両側にアクセス

するにあたって重要な場所なので、あの場所からは

撤去いただきたいです。ご検討よろしくお願いいたし

ます。 

6 ●喫煙所へのご意見について 

 当該喫煙所は、世田谷区が管理・運営する「自由が丘駅南口（九

品仏川緑道）指定喫煙場所」かと存じますので、世田谷区環境政策

部環境保全課にご意見の趣旨をお伝えいたします。 

【環境保全課】 

311 

 

個

人 

電

子 

30   路上喫煙が本当に多いです。 

歩いて吸っている人の周り、かなりの範囲で煙が漂っ

てきます。 

道を変えてこちらが避けなければならないのは何故

か。ルールを守ってほしいです。 

また、家の中で吸うのを避けるために家の外で吸って

いる人も多いです。敷地内で吸っているので良いと

思うのかもしれませんが、その煙は公共の道路まで

流れています。 

 

パーシモンホールの裏にある喫煙所は前から疑問

で、ただ灰皿が置いてあるだけで、出入りするたびに

必ず煙を吸うことになります。 

早く改善を求みます。 

2 ●ルールを守っていただくための区の対策について 

 喫煙者の方にルールを守っていただくため、区公式ウェブサイト及

び SNSでの周知、区内及び隣接する駅周辺の電柱への掲示、商

店街と連携したポスターの掲示、事業者や区内を巡回するバス等で

のチラシ配布等による周知、地域清掃活動団体を活用した周知等、

さまざまな方法で普及啓発を図っていきます。 

【環境保全課】 

2 ●喫煙所について 

 関係所管等と連携しながら対応します。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区
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別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

312 個

人 

電

子 

31   最近、個別にゴミネットを出す家があります。 

1つには、ゴミネットの出し入れの当番を嫌がることが

原因です。 

これは、全く関係ない家、指定住民以外の家がそこに

ゴミを出すことに起因します。 

これによりゴミネツト出し入れ当番家は指定住民以外

の家の為に当番をしている訳ではない！という問題

が発生します。(出す家では清掃事務所に許可を取っ

てないケースもあります) 

さらに清掃事業者の負担にもなります。 

一度、この現況を広報して指定住民以外に注意を促

して頂きたい。 

6 ●ゴミネットについて 

 担当所管に伝えます。 

【環境保全課】 

313 個

人 

電

子 

36   向原小学校近くの●●（店舗・施設名）で喫煙してい

る人が多く、さすがに学校の目の前なのでやめて欲し

い。健康被害に子供達があってしまう。 

また桜並木でタバコを吸う高齢者、歩きタバコアイコ

スもよく見かけ、民度が低い区に感じる。 

2 ●店舗について 

 ご意見いただきました店舗については、喫煙所整備補助について

ご案内するとともに、路上喫煙及び受動喫煙に係るご理解を求める

チラシの配布を行うなど、子どもたちの受動喫煙防止対策の視点を

持って取組を進めていきます。 

【環境保全課・健康推進課】 

314 個

人 

電

子 

44 2 ・素晴らしい案だと思います。前向きな取り組みに感

謝します 

・喫煙所は安易に増やさず熟考いただきたい。喫煙

所の周囲では空き缶などゴミの散乱、飲酒を含む集

会などができるおそれがあると感じます 

・どうしても喫煙所を増やす場合、既設のパチンコ店

内に作る/増設するなど、子どもが近づかないエリア

がよいと思います 

・私の周囲では大通りよりも住宅街や駐車場の陰、高

架下など、人出が目立たない場所で歩きタバコやポ

イ捨てが目立ちます。そちらもパトロール強化される

と良いと思いました 

・私の周囲ではベランダや自宅前公道での喫煙者が

目立ち、周囲に臭いが届きます。防止できる啓発案

内を希望します 

・喫煙者との共存は第一歩だと思います。今後、徐々

に喫煙者を減らしていく方向で取り組みがあると良

いと思います 

3 ●禁煙対策に関するご意見について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「受動喫煙防

止の推進」を定めており、受動喫煙が及ぼす健康への影響について

普及啓発を行うとともに、区の施設において禁煙を進めるなどの取

組を行っています。 

【健康推進課】 

315 

 

個

人 

電

子 

45 3 私は、今回の区内全域の路上喫煙禁止に全面的に賛

成いたします。その上で、以下の点をぜひ条例に盛り

込んでいただきたく、意見を提出させていただきま

す。 

1．区内全域での路上喫煙禁止について 

5 ●販売の制限について 

 たばこは法律で認められた合法的な嗜好品であり、特定の企業の

営業活動に対し、区が何かを申し上げる立場にありませんので、意

見の趣旨に沿うことは困難です。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

特定の駅周辺のみならず、目黒区全域において路上

喫煙を禁止する方針は極めて有意義であり、健康的

で清潔なまちづくりに大きく貢献するものと考えま

す。現在も喫煙者によるマナー違反は散見されてお

り、限定的な指定区域だけでは十分に機能していま

せん。全域禁止こそが、区民の安心・安全の確保につ

ながるものと確信しております。 

2．未成年が立ち入る施設における販売の制限につ

いて 

コンビニエンスストア等、未成年が日常的に立ち寄る

施設においてのたばこの販売は、無意識に喫煙行動

を肯定的に印象付ける可能性があります。販売場所

の見直しや、表示の徹底、ゾーニングなど、販売に関

しても積極的な条例化を希望します。 

3．歩きたばこに対する厳罰化 

歩きたばこは火傷や衣服の損傷、受動喫煙などの実

害を伴う「迷惑行為」ではなく「危険行為」です。抑止

効果を高めるためにも、初回で 5万円、再犯ごとに

増額される罰金制度の導入を検討していただきたい

と考えます。 

4．喫煙所の再検討と撤去の方向性 

近年では、駅前などの喫煙所に行列ができる光景も

見られますが、これは子どもたちに「タバコは我慢して

でも吸う価値のあるもの」と誤認させるリスクがあり

ます。 

また、喫煙所付近での受動喫煙の被害も無視できま

せん。必要最小限にとどめ、将来的には段階的撤去

も視野に入れるべきです。 

5．禁煙の啓蒙活動の強化 

私は過去に長年喫煙を続けていましたが、禁煙して

10年が経ちます。それでもなお、喫煙由来の気管支

疾患による医療費負担が続いています。喫煙の健康

被害は想像以上に大きく、本人だけでなく社会保障

費全体にも影響を及ぼします。若年層への啓発を含

め、禁煙に向けた啓蒙活動の強化を強く希望します。 

以上の観点から、目黒区の条例改正のさらなる前進

を期待しております。国際的に見てもクリーンで誇れ

る区であり続けるために、目黒区が時代をリードする

存在になることを願っております。 

3 ●禁煙対策に関するご意見について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「禁煙支援の

推進」を掲げ、喫煙や受動喫煙が及ぼす健康への影響についての

正しい知識の普及や、禁煙希望者への相談支援など、禁煙支援及

び受動喫煙防止に向けた取組を推進しています。 

 現在、禁煙治療の開始を後押しするために禁煙外来にかかる治療

費の一部助成制度を行っています。 

 ご意見を踏まえて、若年層等への一層の働きかけについて検討し

ていきます。 

【健康推進課】 

316 

 

個

人 

電

子 

46   通り沿いに●●（店舗・施設名）があります。 

 

その店の前に灰皿があるため 

昼夜を問わず、喫煙者がそこでたばこを吸っていま

す。 

大人だけでなく子供も通る場所です。 

ほんの数分でも、吸わない者にとっては苦痛です。 

喫煙を禁止するか、灰皿の位置を移動するなどして、 

なんとかしていただきたいと思います。 

 

喫煙所を設ける際、どこに設けるかがかなり重要にな

るかと思います。 

中目黒駅前の喫煙所についても、南改札から GTプ

ラザへ向かう通り道なので 

できれば変更していただきたいです。 

 

路上での歩きたばこにも頻繁に遭遇しますが 

喫煙者はたいてい男性で、注意しづらい場合が圧倒

的に多いです。 

ただ禁止を謳うだけでなく、しっかりと効力をもつ方

法で実施していただきたいです。 

2 ●店舗に対するご意見について 

 ご意見いただいた店舗については、煙の漏れない形で指定喫煙

所として整備しました。引き続きたばこを吸う人と吸わない人が共存

できる環境整備に取り組んでいきます。 

なお、中目黒駅南改札から GTプラザへ向かう通り道にあった公

衆喫煙所については、廃止の上、煙が流出することがないよう措置

が講じられた密閉型喫煙所を整備しました。 

【環境保全課】 

２ ●効力ある施策の運営に関するご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

317 個

人 

電

子 

54   賛成です。 

ただ、現在でも路上喫煙禁止区域で吸われている方

が多くおります。 

路上喫煙禁止区域の飲食店でも店前の道に灰皿を

置いている店舗も多くあります。 

条例改正と共に、実際に運用がされるところまでご検

討いただきたいです。 

 

よろしくお願いいたします。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

318 個

人 

電

子 

55   柿の木坂交番バス停待ちの時や●●（店舗・施設名）

付近のガードレールでは紙タバコを吸ってるおじさん

を時折見かけます。 

路上ではないですがバス停近くの会社さんも喫煙場

所が道路付近なので結構匂いがします。 

２ ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

319 個

人 

電

子 

61   全域禁止は理想的だが、禁止に伴う喫煙所の設置費

やメンテナンス費が持続的にかかること、また、設置

箇所が少ない場合、禁止をして規制をしても喫煙禁

止区域での喫煙が起こるので無意味なのではと、某

区を見て思う。 

２ ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

320 個

人 

電

子 

69   外のどこでもタバコは、吸ってほしくない。 

家の人を守るため？か、外で吸ってる人がいるが、気

付かずに、受動喫煙してしまう場合があり、とても不

愉快。 

歩きタバコも、知らずに風下に入ってしまうと受動喫

煙してしまうことがある。あわてて走って風上に行く。 

共存などできないと思う。 

空間が、しきられただけの喫煙場所も意味がない。通

る時に息を止める必要がある。 

どうしても吸いたければ、自分の部屋でのみ吸って欲

しい。 

２ ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

321 個

人 

電

子 

75 3 路面店の飲食店等が店先に灰皿を設置していて路

上にはみ出て喫煙している等が見受けられます。 

 

店内で吸えない様にしているのはわかりますが、路上

に出て吸っていたら誰への配慮かわからなくなりま

す。 

 

路上喫煙者への罰則を強化して飲食店での喫煙の

緩和や喫煙所の設置を多くして欲しいです。 

4 ●禁煙対策に関するご意見について 

 飲食店等の店内については、健康増進法等で規制が定められて

おり、原則禁煙とされていますが、要件・技術的基準を満たした喫煙

専用室等を設置することができるとされています。喫煙場所を屋外

に設ける場合には、健康増進法等において、受動喫煙を生じさせな

い場所とするように配慮する義務が定められています。今回の条例

改正においても、公共の場所以外で喫煙する場合は周囲の者にた

ばこの煙を吸わせないように配慮するよう明確化していきます。罰

則を強化することは、運用面や効果の点からの課題がありますので

検討していませんが、啓発パトロールの強化やチラシの配布等によ

り、飲食店等に対して、受動喫煙防止に向けて理解を求めていきま

す。 

【環境保全課・健康推進課】 

322 個

人 

電

子 

76   町会で月に一度町内のごみ拾いをしていますが、タ

バコの吸殻のポイ捨てゴミが非常に多いです。我が

家は生け垣の中にまで吸殻をポイ捨てされるので火

災も怖いです。歩きタバコもポイ捨てもやめてほしい

です。 

7 ●歩きたばこやポイ捨てについて 

 歩きたばこは「めぐろたばこルール」で禁止しており、ポイ捨てにつ

いても、現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみ

だりに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、禁止して

います。マナーを守ってもらえるように、周知・啓発に努めていきま

す。 

【環境保全課】 

323 個

人 

電

子 

78   前々から喫煙者の方が上記の場所特に道路にて、喫

煙されているという状況に遭遇した際はずっと、必ず

と言っていいほど煙を吸ってしまい、酷い時には数秒

止まらないくらいの咳をしていましたので、とても不

快に思い今回こちらに入力させていただきましたぜひ

推し進めていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

324 個

人 

電

子 

80   自宅の前に吸い殻をポイ捨てされて迷惑しています。

通学路でもあり、歩きタバコ含めて気になります。 

7 ●歩きたばこやポイ捨てについて 

 歩きたばこは「めぐろたばこルール」で禁止されており、ポイ捨てに

ついても、現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所に

みだりに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、禁止し

ています。マナーを守ってもらえるように、周知・啓発に努めていき

ます。 

【環境保全課】 

325 個

人 

電

子 

81   タバコのポイ捨ては美観、健康、安全面からも止める

べきです。 

7 ●たばこのポイ捨てについて 

 既に現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみだ

りに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、趣旨に沿っ

て取り組んでいるところです。 

 引き続き、条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸

わない人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

326 個

人 

電

子 

87   自宅がバス通りから一本入った道にあり、駅に徒歩

で向かう人が利用しているようです。静かな住宅街な

ので人とすれ違う事も無いからか、この道を「歩きな

がらの喫煙所」としている人が見受けられ、道の端に

吸い殻を投げ捨てています。ゴミ捨てで出た際にタバ

コの臭いが残っていて非常に不快です。先日はお隣

と利用しているゴミ捨てスペースの黄色いネット上に

吸い殻があり憤りを感じました。もしもネットが燃えて

いたら明らかに放火です。火災の危険がありました。

本当にやめてほしいです。どうすれば、歩きタバコを

やめて頂けるか教えてください。 

7 ●歩きたばこについて 

 歩きたばこは「めぐろたばこルール」で既に禁止されております。マ

ナーを守ってもらえるように、周知・啓発に努めていきます。 

【環境保全課】  

327 個

人 

電

子 

88   臭くて、健康に悪いのでとても迷惑しています。 

絶対禁止にしましょう。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

328 個

人 

電

子 

89   ぜひお願いします 

私 83歳ゴミだしのとき区の樹木の下やゴミ収集場

所や学童通路などにポイ捨てがある見かけたら拾い

処分しているこれから冬風で火事につながりも心配

する 

ぜひ中止私 30年も喫煙者でしたのでポイ捨てタバ

コ見るたび腹立ちます。よろしくお願いします 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

329 

 

個

人 

電

子 

92   自分も喫煙者ですが路上喫煙には反対です。外出中

は喫煙できる場所で喫煙してもらいたいです。ただ、

路上喫煙だけでなく路上飲酒も禁止してもらいたい

です。よく酒類の缶が最寄り駅周辺で置きっぱなしに

なっているのを見かけます。路上喫煙、路上飲酒とも

に公共の場でのトラブルや清掃してくださる方に迷惑

だと思います。 

2 ●路上喫煙禁止について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

7 ●路上飲酒について 

 現時点で、路上飲酒の禁止は検討しておりませんが、既に現行条

例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみだりに吸い殻、

空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、酒類の缶のポイ捨てを禁

止しております。まちの環境美化のため、引き続きポイ捨て防止に係

る周知・啓発やまちの清掃活動に努めていきます。 

【環境保全課】 

330 個

人 

電

子 

93   いつもすみやすい街を考えてくださりありがとうござ

います。 

子供がまだ小さいのですが、歩きながら喫煙する人

がたまにいらっしゃるので路上では控えてもらいたい

です。 

また受動喫煙も嫌なので屋外では自粛してほしいで

す。 

吸わない人の権利も守っていただきたい。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

331 個

人 

電

子 

105   路上喫煙禁止という貼り紙の前ですら喫煙者をみか

けます。また、歩きタバコもかなり見受けます。外から

遊びに来られた方よりも、区内で働いてるのかなとい

う方が多いように感じます。厳密にはわかりません…

お昼休みの時間帯に見かけたり、飲食店の従業員が

お店の前で…など。ポイ捨てもよく見かけます。一方

で、自宅マンションのベランダや子供部屋にいるとき

に、おそらく同じマンションのベランダで吸ってる方の

煙が流れてくるときがあり(マンション内全て禁煙)、

在住者は近所の目があるので街中では控えて自宅

でこっそり解禁している方もいそうで、それも困るな

と思っています。 

喫煙者用のブースと、ブース内で禁煙啓発、禁煙外

来助成など、短期的な分煙対策と共に根本的に喫煙

者を減らせる対策も期待します。(たとえば、喫煙をフ

ァッションと捉える若い方や飲食関係者に向けて、芸

能事務所等とのコラボで啓発や、短期的な行動変容

を促すナッジを活用するなど…) 

7 ●歩きたばこやポイ捨てについて 

 歩きたばこは「めぐろたばこルール」で禁止されており、ポイ捨てに

ついても、現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所に

みだりに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、禁止し

ています。マナーを守ってもらえるように、周知・啓発に努めていき

ます。 

【環境保全課】 

3 ●禁煙対策に関するご意見について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「禁煙支援の

推進」を掲げ、喫煙や受動喫煙が及ぼす健康への影響についての

正しい知識の普及や、禁煙希望者への相談支援など、禁煙支援及

び受動喫煙防止に向けた取組を推進しています。 

 現在、禁煙治療の開始を後押しするために禁煙外来にかかる治療

費の一部助成制度を行っています。 

 ご意見を踏まえて、若い世代や喫煙者への一層の働きかけについ

て検討していきます。 

【健康推進課】 

332 個

人 

電

子 

108   自室、喫煙可能エリア以外での喫煙は許可しない。 

屋外、路上喫煙した場合、かなりの確率で 

ポイ捨てされる為。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

333 個

人 

電

子 

115   近くの●●（店舗・施設名）前に灰皿が置いてあり、

喫煙する人が多くいる。 

子供の登下校に使用する場所となっていて、登下校

の時間であっても喫煙している人がいるのでやめて

もらいたい。 

駅までの道でも歩きタバコは多いのでもっと注意喚

起して欲しい。 

2 ●注意喚起等の周知・啓発について 

 自分たちのまちは自分たちできれいにするという条例に定める基

本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるのではなく、たばこ

を吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹底することが

必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 また、現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンライ

ンフォームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるよ

うにします。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 

334 個

人 

電

子 

117   余りにもモラルが無い人が多く見られます 

家族(両親、お爺さん、お祖母さん)が悪い事をしでも

見て見ぬふりをして何もしっかり注意をしない 

通りを歩いていても前から来る人が誰が見たって避

けないとぶつかってしまうに避けようとする仕草すら

しません 

(傘をさしていても同様) 

小学生(特に私立)が電車の中で周りの人の迷惑も

顧みずランドセルを当てて移動する 

大人も子供もすいませんの一言も無い 

人は気遣いの中で生活していると思います 

親しき仲にも礼儀ありでね 

結果として喫煙者にもモラルが無くて当たり前です 

しっかりルールを厳しくしてやらないと将来大変な事

になります 

2 ●ご意見について 

 路上喫煙は、自分たちのまちは自分たちできれいにするという条

例に定める基本理念のもと、過料を設けて違反者を取り締まるので

はなく、たばこを吸う際には、喫煙マナーを守るという意識啓発を徹

底することが必要だと考え、区全体で「喫煙マナーの普及・啓発」を

行います。 

 具体的には、シルバー人材センターによる啓発パトロールの実施、

子どもの音声によるマナー啓発、商店街と連携したポスター掲示、

事業者と連携したチラシの配布や、区内を巡回するバス等での周

知、地域清掃活動団体を活用した周知など、子どもから大人まであ

らゆる方が一体となって取り組みを進めていきます。 

 また、現在、電話や窓口でのみ受付している相談についてオンライ

ンフォームを新設し、時間を問わずお困りごとについて相談できるよ

うにします。 

 皆がルールを守り、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環

境を作るため、区・区民・事業者が「みんな」で協力して意識啓発で

きる仕組みづくりを行っていきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

335 個

人 

電

子 

122 2 現状維持でいいと思います。 

こういったものは大多数の非喫煙者が賛成するとい

うのが他区でも傾向的にあるので、慎重に検討してく

ださい。 

 

禁止するのであれば、きちんと税金を投入して喫煙

できるエリアを増やさないと 

単なる締付となり実効性も担保されないままポイ捨て

の増加や隠れた場所での喫煙の増加など臭いものに

蓋をするだけとなります。 

4 ●ご意見について 

 受動喫煙への配慮等が必要なため、まずは今回の条例改正によ

り、マナーとして路上喫煙を禁止することを検討しています。 

今後につきましても、社会状況の変化等に応じて適切に対応して

いきます。 

【環境保全課】 

336 個

人 

電

子 

125   毎朝、路上に捨てられたたばこを見ない日はない。な

かには火を消さないまま捨てている者もいる。一定数

モラルを守れない人がいる以上、ポイ捨てを防ぐ条例

を改正し、根絶を目指してほしい。また、条例を改正

する以上、予算を確保して遵守させるための具体的

な方策をとってほしい。条例を改正しただけでは改善

しない。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

337 個

人 

電

子 

127   以前はそのようなことはなかったのですが、最近ワン

ルームマンションが増えたせいか、路上にタバコの吸

い殻が毎日のように落ちています。種類が幾つかあ

るようなので、1人ではなくて複数人かと思います。ま

とめて捨てたのか数本まとめて落ちてたこともありま

した。歩きながら吸っている人を見た事はないのです

が、例え見かけても、注意するには勇気が要ります。

なぜ吸い殻を持ち帰らないのでしょうか。近所の方々

は皆様、毎朝道路をお掃除してますが、葉っぱなら自

然なことですが、吸い殻は迷惑です。 

いま知ったのですが、中目黒から自由が丘にかけて

路上喫煙禁止なのに、祐天寺は入ってないんです

ね。なぜでしょう？区内全域を喫煙禁止にして欲しい

と強く望みます。 

2 ●ご意見について 

 路上喫煙禁止区域外の駅は、地域ごとの事情により禁止区域の

指定には至っていませんでしたが、このたび、社会情勢の変化等も

踏まえ、区内全域の路上喫煙禁止に向けて検討を進めています。 

【環境保全課】 

338 個

人 

電

子 

130   大賛成です。 2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

339 個

人 

電

子 

131 2 目黒区全域路上禁煙賛成です。 

ポイ捨て禁止。 

家の周りにタバコ吸い殻毎日落ちてます。 

罰則を厳しくしてほしいです。 

法整備をお願いいたします。 

 

犬のおしっこ問題も同様にあります。 

家の玄関前に、タバコ吸い殻、おしっこのダブルパン

チです。 

悲しい事に、目黒区の品位が落ちてます。 

3  ●犬の糞尿について 

 区では、犬の糞放置については、昨年度から区内全域において土

日を含め毎日定期的にパトロールを実施（年末年始除く）し、苦情が

多い場所には重点的にパトロールを実施しています。また、「犬のフ

ン放置」を禁止する啓発シートを配布しているほか、マナー向上の

ため「犬の飼い方セミナー」等を継続して実施しています。今後も犬

の糞尿に対しては同様の取組を推進していきます。 

【環境保全課・生活衛生課】 

340 個

人 

電

子 

133   いいと思う。タバコを吸っている人を見るとムカつく

し、なにしろ自分は肺腺癌にかかっているから煙（無

煙でも）きつい。 

2 ●ご意見について 

 受動喫煙防止の観点も含めた環境整備に努めていきます。 

【環境保全課】 

341 個

人 

電

子 

139 2 路上喫煙禁止大賛成です。 

喫煙は当人だけでなく周囲にも健康被害をもたらし

ます。 

タバコのにおいで不愉快にもなります。 

大幅な税引き上げについて国へ要望してください。 

4 ●たばこ税の引き上げについて 

 たばこ税は普通税（一般の行政に広く活用される税金）であり、目

的税（使い道が特定の目的に限定されている税金）ではありません

が、国では、今後の防衛力強化に係る財源として、たばこ税の引上

げを予定しています。 

区は、現在、路上喫煙対策を含む健康被害抑制を目的としたた

ばこ税の引上げについて国に対して要望する予定はありませんが、

ご意見の趣旨を踏まえ、今後の検討・研究課題とします。 

【環境保全課・税務課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

342 個

人 

電

子 

140 2 昔程酷くなくなりましたが、家がバス停の前の為、タ

バコの吸い殻のポイ捨てが今もあります。 

もっと困っているのは、隣家の人が窓際でタバコを吸

って吸い殻をうちの庭にポイ捨てする事です。 

火事が心配です。 

隣人ですが、いつの間にか住んでいる様で名前もし

りません。 

路上(うちの前や隣家の前の歩道)に出て吸っている

のをみかけます。 

小さい孫も来ますので、歩いていて子供の顔のあた

りに歩きタバコの火が来ると思うと心配です。 

渋谷区などはだいぶ前から路上タバコ禁止だったの

に、なぜ目黒区は禁止にならないのでしょうか？ 

早く禁止になって欲しいです。 

7 ●歩きたばこやポイ捨てについて 

 歩きたばこは「めぐろたばこルール」で禁止しており、ポイ捨てにつ

いても、現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみ

だりに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と規定し、禁止して

います。マナーを守ってもらえるように、周知・啓発に努めていきま

す。 

【環境保全課】 

343 個

人 

電

子 

142   個人的にはタバコの煙、匂いで咳き込んでしまうの

で、決められた場所での喫煙をお願いたいです。 

路上であっても通勤路では逃げ場もなく、息を止め

ていても限界があり強制的に煙を吸い込まされの

で、地獄です。 

また、目の前でポイ捨てされた吸い殻に、まだ、火が

付いているのを目撃すれば、自分の靴で消さなけれ

ばならず、なんとも理不尽な気持ちです。喫煙はニコ

チン中毒であり、自分の意思では如何ともしようがな

いという事でしょうが、なんとか、最低限のマナーを守

ってほしいです。 

ただ、目撃して、注意喚起や通報をして、報復される

の恐怖でただ日々泣き寝入りの状態です。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。マナーについて

は、引き続き周知啓発に努めていきます。 

【環境保全課】 

344 個

人 

電

子 

147 2 基本的には賛成ですが、喫煙場所が囲いだけでは余

計に煙いだけですので喫煙室を作り煙を出さないよ

うにしてほしい。自由が丘の喫煙場所なんて大勢が

喫煙し周りを歩くのもつらいですが、駅前の通路なの

で通らないわけには行かず迷惑この上ないです。ち

ゃんと現場視察して下さい。 

また、禁煙の飲食店の客が店を出て喫煙している場

合が多いですが、路上喫煙が禁止になることにより店

内で喫煙させる店が増えてしまわないか心配です。 

路上よりもむしろ店内の禁煙の徹底をお願いしたい

です。 

3 ●店内での喫煙について 

 健康増進法等に基づき、飲食店は原則禁煙とされていますが、要

件・技術的基準を満たした場合、店内に喫煙専用室等を設けること

ができることとされています。基準を満たしていない店舗について、

お声が寄せられた場合には確認し、指導を行っています。 

【健康推進課】 

345 個

人 

電

子 

152   大岡山駅の改札出て すぐ前にある喫煙所は目黒区

と大田区両方の持ち物なんでしょうか? 

乳児から老人までが行き交う所で、駅上には東急病

院も在るため具合悪い人も通る場所です。設置する

べきではない所と思います。マナーが悪い人も多く引

き戸をきちんと閉めていないのを見る日もあります。

煙の嫌な臭い、私は息することを堪えて通っていま

す。駅前の 3方向のベンチ周りには吸い殻、食品の

空き袋等のゴミも見受けられます。 

6 ●大岡山駅の喫煙所へのご意見について 

 当該喫煙所は、大田区が管理・運営する「大岡山駅前公衆喫煙

所」かと存じますので、大田区区環境政策担当にご意見の趣旨をお

伝えいたします。 

【環境保全課】 

346 個

人 

電

子 

155   喫煙場所で喫煙すべき 2 ●ご意見について 

 たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備の実現のた

め、喫煙所への誘導を含めマナー啓発に努めていきます。 

【環境保全課】 

347 個

人 

電

子 

159 3 目黒区内全域での路上喫煙禁止に賛成します。また

受動喫煙による健康被害防止のための対策をしっか

りして欲しいです。 

路上喫煙については私道についても明確に禁止区域

として欲しいです。 

3 ●受動喫煙対策について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「受動喫煙防

止の推進」を定めており、受動喫煙が及ぼす健康への影響について

普及啓発を行うとともに、区の施設において禁煙進めるなどの取組

を行っています。 

 また、飲食店等において、健康増進法等に基づく指導・助言を行っ

ており、引き続き、受動喫煙防止に向けた取組を進めていきます。 

【健康推進課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

348 

 

個

人 

電

子 

160   賛成です。しかしながら、都立大学駅周辺において、

路上喫煙をしている人はほぼいません。それよりも、

呑川沿いの駐輪場となっている遊歩道内では自転車

走行が横行しており、こちらの危険除去の方が優先

ではないかと思います。 

2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

6 ●自転車走行のご意見について 

 担当所管に伝えます。 

【環境保全課】 

349 個

人 

電

子 

166 2 区内全域路上喫煙に賛成。たばこ販売店に対する規

制が必要。また周辺区に対しても同様な措置が必

要。 

1 ●事業者に対するご意見について 

 事業者に対する規制を新たに設けることはありませんが、チラシ配

布等により、機会を捉えて、路上喫煙や受動喫煙の配慮について理

解を求めていきます。ご意見を踏まえ、チラシの配布等により周知・

啓発を行っていくことにいては、条例改正骨子に反映します。 

【環境保全課】 

350 個

人 

電

子 

173   全面的に賛成します。1日も早い条例改正及び法の

施行を期待しています。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

351 個

人 

電

子 

175 2 路上喫煙禁止に賛成です。夜中は特に歩きタバコを

含め、路上喫煙が本当に多いです。後ろを歩くと受動

喫煙をしているような形になります。 

また、朝は落ち葉を掃きますがその中に吸い殻は必

ずありますし、数十個の吸い殻がばら撒かれているこ

ともあり、困っています。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

352 個

人 

電

子 

178   ●●（店舗・施設名）の裏手でコンクリートの塀に座っ

て喫煙する方がいます。 

家には乳児がいるため、匂いが洗濯物に付いたり、

窓から煙の匂いが部屋に入ってきて、窓が開けられ

なくて困っています。 

他にも、●●（店舗・施設名）の方が、喫煙しながら近

所を毎日徘徊するため大変迷惑しています。 

2 ●店舗に対するご意見について 

 ご意見いただきました場所や店舗につきましては、関係各課と情

報を共有し、連携しながら機会を捉えて対応していきます。 

【環境保全課】 

353 個

人 

電

子 

179   全面的に賛成いたします。 2 ●賛成とのご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

354 個

人 

電

子 

189 2 目黒区全面喫煙禁止に賛成します。 

副流煙で、マスク着用していても喉が痛くなります。 

マナーの悪い方も多くポイ捨てや排水溝の穴に突っ

込んでいる人も見ます。 

去年の異常乾燥注意報が出ている中路上に枯葉が

あっても踏みつけて消すこともせず火の着いてるまま

ポイ捨てを見て慌てて靴で踏み消しました。 

駅周辺が（禁煙区域）何処から何処までなのかハッキ

リとわからないので注意することも躊躇して非喫煙者

は泣寝入り状態です。 

去年は商店街で、喫煙者の灰が飛んできてダウンに

小さな穴が開きました！「ここって禁煙なんじゃない

の？」と思いましたが、駅周辺がハッキリしないので

言えませんでした… 

全面禁煙となれば上記のゴミ、健康被害、火災予防、

個人の所有物損害、不快感等解決するのでとても有

難いです。 

小さなお子さんの目の位置で、指に挟んだ火の着い

たタバコを振って歩いている大人を見てﾊﾗﾊﾗした事

も何度もあります。 

腰の曲がって背の低いお年寄りの髪の毛に当たりそ

うになっていたり、喫煙者自身が煙が目に沁みて目を

細めたりシバたかせたり、風下側に顔を傾けたりしな

がら歩いているのを見て（吸わない人はその何倍も

キツイのに感じないのかな？）とか（本来与えられる

必要の無いストレス何で受けなきゃいけないの？）と

喫煙者を悪人の様に思ってしまう事にさえこんな風に

思いたくないのに…と再びストレスに。 

中には煙吐く時人の居ない方に顔を向けたりポケット

灰皿にちゃんと捨てたり気を遣ってくれる良識のある

方も居るのも理解していますが、全ての煙を出した方

が処理出来る訳ではなく周りにばら蒔いているのは

消えない事実ですし、全面禁煙となればこれまでの

事は解決するのでとても良いと思います。 

喫煙者の人が喫煙出来る場所も整備が必要になる

ので早急に全面禁煙とかは年内には無理かも知れな

いですが出来るだけ早い事を望みます。 

物凄くキツイ言い方をすると喫煙者の良識の無いこ

れ迄の行動がこの結果を招いた。自業自得。というと

ころでしょうか？ 

こんな事思わせないで欲しい。この負のループが終り

を告げる日を待ちわびます。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

355 個

人 

電

子 

190 2 都立大学駅と自由が丘駅及びその周辺を外出時の

乗降駅並びに買い物等で使用していますが、特に都

立大学駅周辺では路上の歩きタバコや道路に接する

店舗前(飲食店)の 30cm～1m程度の屋外空間に

灰皿を台や小さなテーブルを置いて喫煙スペースの

ていで路上で喫煙している人を少なからず見かけま

す。 

ですので、そのような路上喫煙も厳しく禁止し、路上

前の屋外空間も禁止には出来ないでしょうか。 

また、建築現場の屋外空間や付近の駐車場に座り込

み数人で喫煙している姿も見かけます。こちらも行政

指導等で規制して欲しい。 

自由が丘駅周辺で店舗前の屋外空間を喫煙スペー

スにしているところは見かけず路上喫煙もあまり見か

けませんが九品仏川緑道の線路高架下の喫煙スペ

ースを高めの仕切りにして欲しい。大人数で喫煙して

いると臭いがすごく通りたくなくなります。 

6 ●高架下の喫煙所へのご意見について 

 当該喫煙所は、世田谷区が管理・運営する「自由が丘駅南口（九

品仏川緑道）指定喫煙場所」かと存じますので、世田谷区環境政策

部環境保全課にご意見の趣旨をお伝えいたします。 

【環境保全課】 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

356 個

人 

電

子 

191   通勤・通学路に面して●●（店舗・施設名）の隣りの

我が家の門の前に吸い殻のポイ捨てが最近増え火事

も心配、危険で困っています。駅までの帰りがけに近

くの会社から大量の分別していないペットボトルや空

き缶のゴミ袋が毎週深夜に近隣 3軒の集積所に投

棄されて困っています。タバコのポイ捨てもそこにあ

ります。全面禁煙賛成です。 

2 ●ご意見について 

  条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない

人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

357 個

人 

電

子 

193   全面的に賛成です。喫煙者のマナーが悪すぎて非常

に迷惑を感じています。特に目黒川側道ではあちこ

ちでベンチや路上に座り込んだり立ち止まって集まっ

て吸っていて近くを通ると副流煙でむせてしまいま

す。 

2 ●賛成とのご意見について 

  条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない

人が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

358 個

人 

電

子 

194 2 路上、公園等受動喫煙のおそれがある場所での全面

禁煙に賛成です。 

喫煙者の喫煙は自由ですが、あくまで嗜好品であり、

他人に迷惑をかけないことは大前提です。 

健康のためには吸わない事がいいということも、引き

続き広報頑張っていただきたいです。よろしくお願い

します。 

3 ●禁煙対策に関するご意見について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「禁煙支援の

推進」や「受動喫煙防止の推進」を掲げ、喫煙や受動喫煙が及ぼす

健康への影響についての正しい知識の普及や、禁煙希望者への相

談支援など、禁煙支援及び受動喫煙防止に向けた取組を推進して

います。 

 現在、禁煙治療の開始を後押しするために禁煙外来にかかる治療

費の一部助成制度を行っています。 

 引き続き、禁煙の実施に向けて取組を進めていきます。 

【健康推進課】 

359 個

人 

電

子 

196   喫煙との共存というより、禁煙を促すための対策を明

言してほしい。加熱式タバコを吸いながら、こどもと

歩いたり、車内で吸ったり、誤った認識のひともいる

ため、禁煙普及にも同じくらい力を入れて実施してほ

しい。日本は諸外国にくらべ、タバコに対して認識が

甘いと言われ、喫煙率が高いので、もっと積極的、持

続的に禁煙対策を目に見える形で発信お願いしま

す。 

3 ●禁煙対策に関するご意見について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「禁煙支援の

推進」や「受動喫煙防止の推進」を掲げ、喫煙や受動喫煙が及ぼす

健康への影響についての正しい知識の普及や、禁煙希望者への相

談支援など、禁煙支援及び受動喫煙防止に向けた取組を推進して

います。 

 現在、禁煙治療の開始を後押しするために禁煙外来にかかる治療

費の一部助成制度を行っています。 

 これらの情報が必要なかたに届くように、あらゆる機会を捉えて、

工夫を行いながら周知していきます。 

【健康推進課】 

360 個

人 

電

子 

198   区全域における路地喫煙禁止を実現いただき誠にあ

りがとうございます。 

兼ねてより意見を送らせていただいておりましたの

で、大変喜ばしいことです。 

 

喫煙は健康にとってメリットは一つもありません。次

なる目標は、いかに喫煙をやめさせるかだと思いま

す。正しい認識がない喫煙者は、犠牲者です。 

目黒区として、喫煙をやめさせる活動をご検討いただ

けましたら幸いです。 

3 ●禁煙対策に関するご意見について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「禁煙支援の

推進」や「受動喫煙防止の推進」を掲げ、喫煙や受動喫煙が及ぼす

健康への影響についての正しい知識の普及や、禁煙希望者への相

談支援など、禁煙支援及び受動喫煙防止に向けた取組を推進して

います。 

 現在、禁煙治療の開始を後押しするために禁煙外来にかかる治療

費の一部助成制度を行っています。 

 引き続き、禁煙の実施に向けて取組を進めていきます。 

【健康推進課】 

361 個

人 

電

子 

201   喫煙をやめた者として喫煙自体に反対です。 

喫煙に関しては受動喫煙の可能性がありますので、

禁煙と共に空気清浄機を完備した喫煙場所の整備が

望まれます。現在は歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てが

路地で多数見受けられます。 

先ずは健康意識の向上に全面禁煙、反則金、特定場

所では喫煙可の明確化は望ましいと思います。 

地域の環境向上に今回の提案に賛成致します。 

よろしくお願いします。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

362 個

人 

電

子 

202   朝夜、通勤時などに歩きタバコをしている人がいま

す。 

駅前の商店街でもいます。 

咳が止まらなくなるのでいなくなってほしいです。 

7 ●歩きたばこについて 

  歩きたばこは「めぐろたばこルール」で既に禁止されております。

マナーを守ってもらえるように、周知・啓発に努めていきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

363 個

人 

電

子 

213   家の前は 公道です 人通りもそこそこあります 

いつも朝 玄関前にタバコの吸い殻が捨ててありま

す 放っておくと夕方には 吸い殻が増えてます 

口のくわえてる部分なので素手では拾えず不快です 

ですので 私個人の意見ですが 

目黒区の路上喫煙 全面禁止は 大賛成です 

早朝 犬とキレイな歩道を気持ちよく歩きたいです 

最近散歩のたびに “日本人はキレイ好き”ではなくな

った と吸い殻ほか あちこちにゴミが捨てられてて 

悲しくなります 

 

大変でしょうが 宜しくお願いします 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

364 個

人 

電

子 

219   工事や作業されたりする方もいらっしゃるので駅まで

の道で匂いが残っていたりすることが度々あります。

私は以前家族が喫煙者だったことから紙タバコの煙

や匂いで咳が止まらなくなります。なので少しでも匂

いがすると息を止めハンカチで口を塞ぎます。喫煙

者の方もあちこち吸う場所がなくなっているのできっ

と駅までの道、人が少ない所で吸われるのでしょう。

その気持ちも理解出来ます。が、吸わない立場の人

にも理由があると知って頂き理解して頂きたいと思い

ます。どうしてもダメならせめて電子タバコにしてくだ

されば。。と思います。 

2 ●ご意見について 

 改正骨子案では、区内全域で路上喫煙を禁止すると共に、公共の

場所以外で喫煙する場合に受動喫煙の防止のための配慮を明確

化しております。その上で区は、たばこを吸う人と吸わない人が共存

できる環境整備の実現のため、喫煙マナーの普及・啓発に努めま

す。 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

365 個

人 

電

子 

224 2 緑が丘駅前、高架下にタバコ禁止の看板が 

いくつも付けられていますが 

毎朝、数人の喫煙者をみかけます 

すぐそばの集合住宅に住んでいる為 

煙が上がり窓や換気扇から 

入って来て朝食が台無しになる日もあり 

大変迷惑をしています 

 

ぜひ目黒区全体で歩きたばこや 

駅前周辺での喫煙を禁止頂けるよう 

お願いしたいです 

2 ●ご意見について 

区では、啓発パトロールの強化や条例改正の周知徹底を進め、 

喫煙マナーの普及・啓発に努めていきます。 

【環境保全課】 

366 個

人 

電

子 

227 2 全面禁煙に大賛成ですが、罰則規定とその具体的な

適用がないと、お題目だけの制度になる心配がありま

す。またコンビニでのタバコ販売を規制してはどうで

しょうか。 

5 ●たばこ販売の規制について 

 たばこは法律で認められた合法的な嗜好品であり、特定の企業の

営業活動に対し、区が何かを申し上げる立場にありませんので、意

見の趣旨に沿うことは困難です。 

【環境保全課】 

367 個

人 

電

子 

233 4 路上喫煙の全面禁止には大賛成です。日常的に自宅

前に吸い殻のポイ捨てをされたり、路上や、立会川緑

道のベンチでも複数名が溜まって日常的に喫煙をし

ている人がおり通行時にとても不快な思いをすること

が多くあります。タバコのポイ捨てに限らず缶酎ハイ

の空き缶等も自宅前によく捨てられます。捨てられた

ごみを片づける私達の日常的に強いられている労力

等も考えると、ポイ捨て全般に罰金を科し、その収入

はポイ捨てをなくすためや緑あふれる、いい空気を吸

える美しい街づくりへ当てて欲しいです。また、路上

喫煙の全面禁止になった際は、自宅の外壁やコンクリ

ート路面に張ることができる「ポイ捨て禁止」のステッ

カー等を希望者に配布して欲しいです。また、「公共

の場以外の私有地で喫煙する場合の周囲への配慮」

の具体例として、駐車場だけでなく「ベランダ・屋上

等」も明記してして欲しいです。以上、よろしくお願い

いたします。 

7 ●ポイ捨ての罰金について 

 既に現行条例第 7条第 1項において「何人も、公共の場所にみだ

りに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。」と定め、第 11条第 1

項においてポイ捨てした違反者への勧告、第 12条第 1項で命令、

第 15条で指導・勧告を経て命令に従わない悪質な者に対して罰則

（30,000円以下の罰金）を規定し、趣旨に沿って取り組んでいると

ころです。 

 条例の意図が正しく伝わるよう、周知の工夫を図っていきます。 

【環境保全課】 
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整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

368 個

人 

電

子 

234   賛成です。呑川緑道で歩きタバコ、ベンチでのタバコ

によく出会います。小学生の登下校時間でも構わず

吸っています。喫煙者側は自然の中でタバコを吸い

リラックスしているのでしょうが、吸わない人間にとっ

てはストレス、害でしかありません。 

また、決まりだけ作って終わりにはしないでほしいで

す。現在、呑川緑道の電柱に路上禁煙禁止という掲

示があっても吸う人は吸っています。 

2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

369 個

人 

電

子 

243   ガーデンプレイスの近くに住んでいますが、ガーデン

プレイスの中でも渋谷区のほうは禁煙になっている

のですが、目黒区のほうは禁煙になっていません。 

そうすると、明らかに渋谷区側では禁煙して、目黒区

のほうで喫煙していて、吸殻も多く落ちています。 

タクシーの運転手さんもよく知っていて、目黒区のほ

うで一服?しています。 

 

私は気管支炎と言われていて、タバコの煙は非常に

苦痛です。子供にも悪影響を及ぼします。 

 

是非禁煙にして下さるようにお願いいたします。 

2 ●ご意見について 

 受動喫煙防止のための配慮を守っていただけるように、条例改正

骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人が共存でき

る環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

370 個

人 

電

子 

244 2 区内全ての場所で路上喫煙禁止は大賛成です。ただ

し、喫煙所が整備されても歩きタバコは減らないと思

います。啓発パトロール強化は良い取り組みですが、

実際に刑罰がないと減らないのが現実だと思ってい

ます。また、喫煙所のとなりを通らないといけない時

があり、それだけでも嫌な思いをします。喫煙所の整

備よりも、喫煙を減らす方向性で検討いただきたい

です。例えば禁煙プログラムの治療費の金銭面での

補助など。いつまでも我慢し続ける弱者でいる状況

は耐え難いです。 

3 ●喫煙を減らす取組について 

 区の健康増進計画である「健康めぐろ２１」において、「禁煙支援の

推進」や「受動喫煙防止の推進」を掲げ、喫煙や受動喫煙が及ぼす

健康への影響についての正しい知識の普及や、禁煙希望者への相

談支援など、禁煙支援及び受動喫煙防止に向けた取組を推進して

います。 

 また、禁煙治療の開始を後押しするために禁煙外来にかかる治療

費の一部助成制度を行っています。 

【健康推進課】 

371 個

人 

電

子 

245 2 （１）本件の強力な推進を望みますが、下記事例も規

制対象に含まれるように、補足説明があるといいと思

います。 

（私自身は喫煙せず。下記事例の目撃＆被害者で

す） 

 例：歩行中の喫煙者が、赤の他人の私有地に立ち

入り（マンションのエントランスや駐車スペースなど、

公道から１歩私有地に入った場所）、 

３ ●犬の糞尿について 

 区では、犬の糞放置については、昨年度から区内全域において土

日を含め毎日定期的にパトロールを実施（年末年始除く）し、苦情が

多い場所には重点的にパトロールを実施しています。また、「犬のフ

ン放置」を禁止する啓発シートを配布しているほか、マナー向上の

ため「犬の飼い方セミナー」等を継続して実施しています。今後も犬

の糞尿に対しては同様の取組を推進していきます。 

【環境保全課・生活衛生課】 
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   立ち止まって、喫煙。 さらに、吸い殻をマンショ

ンの植え込み（私有地）に投げ入れ。 

つまり、公道、公の場でないと悪知恵の喫煙者が主

張し、罰金から逃れるのを防止する文言を追加でき

たらいいと思います。 

（現在の改版が、私有地における権利を明記している

ため、これを逆手にとられないように、条例など法的

な文書は、性悪説でも効力のある表現がいい） 

（受動喫煙への配慮の個所をもうちょっと強力な文言

に。もし私有地に関する条例が既にあるのであれば、

それを引用） 

 

（２）また、直ちに実施は困難と思いますが、問題の根

本（背景）には以下の要因もあると思います。 

公道は、春は桜の花びら、秋冬は落葉などで、通年で

何か大量に落ちているので、ポイ捨て者は左程、罪悪

感なしに捨てているのではと思います。 

 かつて駅のホームや都心の人込み（東京駅、新宿駅

など）は、吸い殻が多く捨てられていましたが、現在は

キレイなものです。 

ポイ捨て者からすれば、どうせこんなに落葉が落ちて

いるのだから、誰かが掃除をするはず、吸い殻が１つ

増えたところで大勢に影響なし、 

なんでタバコだけやり玉にあげるんだ（条例にはタバ

コ以外のポイ捨ても規制対象になっていますが）、魔

女狩りではないか、 

などと考えている可能性があります。 従って、根本

対策は、公道における落葉樹の植栽はやめ、落ち葉

のない常緑樹のみにしていくべきと思います。 

（イメージは高速道路の中央分離帯の植樹） 

桜は目黒川沿いや、特定の区立公園、小中学校の校

庭など特区を設けて限定（清掃管理者も現地に表

示）し、無制限に拡散すべきではないと思います。 

 家の近くで桜が見たい、歩道に植樹はしてもらいた

いとの区民の要望は、現状を鑑みれば、もはや高望

み（わがまま）なレベルになっていると思う。 

要望をいうなら、樹木の手入れ、毎日の落ち葉の掃

除なども責任を持つべき。土の道に落ち葉は映える

が、アスファルトの公道では汚いゴミに見える。 

これを汚いと感じないのは、もはや現状の光景に慣

れてしまって、美的感覚が鈍っていると思います。 

目の不自由な方向けに誘導用ブロックが歩道に設置

してありますが、落葉は雨に濡れれば滑って転倒の

危険があり、 

視覚障害者に本当にやさしい街なのか、見せかけだ

けの街なのか・・・（随分、路上喫煙の意見からずれて

しまって申し訳ありません） 

 

（３）ポイ捨て条例では、犬の公道でのふんの処置に

ついて言及していますが、昔と違って、清潔意識が高

まっているので、自分の家の前の公道で、 

犬の散歩で、電柱に小便をかけるのも、不快です。私

は犬好きですが、大家として、入居者の皆様が、マン

ションから一歩外にでると、 

すぐ目の前の電柱に犬の小便の跡があるのを、不快

に思うのではないか、と危惧しています。犬の習性と

して仕方ないとも思うのですが、ジレンマです。 

何かいい改善策はないか？？ 少なくとも、犬のふん

だけでなく、小便に関する文言も追加して欲しい。 

（実際にあった具体的な話） 

 マンションの植え込み（私有地）に散歩中の犬が小

便をしているのを、マンションの管理人が目撃し、散

歩させていた年配の男性にクレームを 

いったところ、「仕方ないだろ、犬なんだから、あたり

まえのことだ。文句をいうお前の方がおかしい」と開き

６ ●公道の植栽等について 

 担当所管に伝えます。 

【環境保全課】 
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直られた。 

（よく見かける話） 

  散歩中に犬が小便をし、飼い主は、周囲の目を気

にして、ほんの少しのペットボトルの水をかけるポー

ズをする。 

しかし、その水は小便のニオイを洗い流すほどの流

量はなく、場合によっては、チョロっとかけた水が小便

から外れていることもある。  

公道であっても他人の住居の玄関付近は小便をさせ

ることすら避けるべきと思う。  

条例への書き方は難しいと思いますが、趣旨が伝わ

るように、はじめの１歩として、「推奨マナー」のコラム

みたいなものでもあるとどうでしょうか。 

 キーワードは「チョロッと水をかけるのでは不十分。

小便のニオイを消すように大量の水で洗い流す。他

人の住居前を避けるなどの場所はわきまえて」 

だと思う。 
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番 
要旨 

対応区

分番号 

検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

372 個

人 

電

子 

246   良いと思います。ぜひお願いします。 2 ●ご意見について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

373 個

人 

電

子 

259 4 紙タバコ、電子タバコすべて全面喫煙禁止区域にし

ていただくことを強く希望します。 

特に、目黒区は目黒川沿い、公園、路地裏、駐車場な

どでとても多いと感じます。 

また、空き缶やペットボトルに吸い殻を入れてポイ捨

てする喫煙者や、排水溝などに捨てるなどが多く見ら

れ、街の美化も損なわれています。 

非喫煙者にとって、街中の喫煙は何一つ良いことが

ありません。 

また、飲み屋の外に灰皿を置くという対応についても

やめていただきたい。 

 

すでに港区など近隣の区は実施しているため、目黒

区は対応が遅いと感じます。 

 

また、なぜ中目黒、自由が丘、学芸大、都立大の地域

のみなのかも理解できません。 

今すぐに全区域禁煙にしていただきたいです。 

 

目黒区民ではないと思われる方も、多数路地裏など

で喫煙しており、もっと強く取り締まっていただきたい

です。 

 

路上喫煙以外にも、ゴミのポイ捨て、動物のフンを放

置、ゴミの出しかたなどもっともっと環境問題に力を

入れてほしいです。 

 

私の住んでる地域では、個人宅出たゴミを曜日構わ

ず出しており、ネットもかけていないため、カラスやネ

ズミが漁っている光景を目にします。 

 

もっと監視カメラを増やして、喫煙者、不法投棄、ポイ

捨てなどを区として全力で取り組んでください。 

 

条例改正だけでは意味がありません。 

必ず路上喫煙者が減るように対策をし、継続して検

討していただかないと困ります。 

 

子育て支援以外にも税金をもっと区民全員が恩恵を

受けることに使っていただきますようよろしくお願いし

ます。 

 

また、喫煙禁止以外にも路上を暴走するする自転

車、電動キックボード、スケーターなどの取り締まりも

強く希望します。 

 

このアンケートはとても素晴らしいと思いますが、私

もたまたま知りました。 

もっと区民全員が周知できるようにに、広報誌だけで

はなく、大々的にアナウンスする方法を今後はご検討

ください。 

6 ●路上喫煙以外のご意見について 

 担当所管に伝えます。 

【環境保全課】 

3 ●パブリックコメントの周知について 

 今回の意見募集は、めぐろ区報（令和 7年 10月 15日号）のほ

か、区公式ウェブサイト、区公式 SNS（X、LINE）、YouTube、区

政情報モニター、住区公営掲示板、町会掲示板（11月のめぐろ）、

公立保育園アプリ配信、商工会議所目黒支部メールマガジン配信

及び関係団体等への説明により周知を図りました。 

 今後とも区民の皆様に広く届く広報に努めていきます。 

【環境保全課】 
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374 個

人 

電

子 

264   ●●（店舗・施設名）の路上喫煙を何とかしてくださ

い！！！！●●（店舗・施設名）の軒下で毎日毎日

何人もの喫煙者が喫煙していて、何年もの間ひどく

迷惑しています。人通りの多い道で、6、7人の喫煙

者がタバコの煙を撒き散らしています。かなり歩行者

が多い場所であるにもかかわらず歩道が狭い上、何

人もの人がタバコの煙を撒き散らしていて、歩行者

全員に受動喫煙という迷惑がかかっています。健康

被害も心配です。未成年や子供も多く通る場所で

す。私の子供も喘息を持っているのですが、その道を

通る必要があり、大変困っています。早急な対策をお

願いします。 

2 ●店舗に対するご意見について 

 ご意見いただきました店舗につきましては、現在、煙の漏れない形

での喫煙所整備のご提案をしています。受動喫煙防止のため、喫煙

所の整備・拡充に努めていきます。 

【環境保全課】 
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375 個

人 

電

子 

265 2 1.条例の意図とかけ離れた地外法権的実態「ポイ捨

て防止条例」施行から 20年以上経つが、実態は深

刻で、条文を読むと、絵に描いた餅を見ている様に感

じる。ここは法治国家なのであろうか？ 

実態の例・駅前喫煙所周辺（半径 50m以内）に多数

の吸殻やたばこの包装、食品包装、食べかけの食品、

空缶空瓶（飲みかけ含む）が転がっている。・駅前喫

煙所周辺で、堂々と何の躊躇もなく、ゆったりと路上

歩行喫煙が行われている。（中高年が多い）・駅前喫

煙所周辺の飲食店で、屋内喫煙が禁止されているた

めか、店の前に灰皿を置く店が多数あり、客は道路

の真ん中でゆったりと堂々と吸っている。道幅が狭い

所も多く（3m程）煙を浴びすに通ることは不可能で、

受動喫煙を無理矢理させられる。・環境保全課が電

柱に設置した路上喫煙禁止の看板の周りで、電柱の

裏やマンホールの穴に吸殻がないか調べていたとこ

ろ、そこで堂々と喫煙していた男に声をかけられた。

「たばこ欲しいんだったらあげますよ。」ここで感じた

のは、路上喫煙禁止というルールがあるとは夢にも思

っていないということ。 

・先日、交番の警官、環境整備に努めるよう指導して

もらったことがあるが、言うことを聞かない。これも条

例に書かれている（事業者の責務）とかけ離れた実

態。 

・駅前喫煙所から 30m程の飲食店の２人連れの客

が、店から出てきて路上喫煙をし、その後店の向かい

のビルの壁に小便をし、店に戻って行った。 

・変質者の存在＊吸っていないタバコを道路のあち

らこちらにばらまいていく。 

＊火のついたタバコを商店が外に置いたキャビネット

の上に放置する。 

＊火のついたタバコをコンビニが外に出しているトレ

ーに投げ込み、トレーが焦げて煙が上がっているの

で、急いで撤去した。 

＊電柱と併設されている鉄管との僅かな隙間に吸殻

をねじ込む。 

＊電柱と鉄管を束ねるバンドに吸殻をねじ込む。 

＊シルバー人材センターが拾い漏れしている吸殻や

ゴミ（電柱の裏、マンホールの穴、Ｌ字溝のへり、道路

の真ん中のキツネ色の吸殻）があるので、ひとまとめ

に整理して拾いやすいようにしているが、蹴飛ばして

散乱させる者がいる。そして、吸殻を道路に踏みつ

け、粉々にして拾えないようにする者がいる。その際

は、粉々になった吸殻を団子状に丸め、再び整理整

頓している。 

 

2.実態に対する対策実態に示すように「ポイ捨て防

止条例」施行から 20年以上経っているが、条例の

効果はほとんど無いように思える。では、どのような

対策を立てたら良いのだろうか？以下に私見を述べ

る。 

①今まで区で行ってきた対策は、区の広報、チラシ、

ステッカー、電柱の看板が中心であり、見ようと思わ

なければ見ないし、モラルのある人に対する告知であ

り、モラルの無い者に対しては何の効果も無い。モラ

ルのある人がどんどん減っていき、モラルの無い者が

どんどん増えていく現状では、対策を大きく変えなけ

ればならない。 

②そこで、印刷物による告知は最小限に留めて、その

分の費用をパトロールの強化、違反者の指導に充て

るべき。具体的には、ポイ捨てが頻発するのは駅周辺

の盛り場の金土日祝日の 19:00～23:00であるか

ら、その時間帯に渋谷区のように指導員を張り付ける

べき。自分の経験からすると、特殊詐欺防ぎ隊の「パ

トロール中」のベストを着用していると、路上喫煙しに

2 ●ご意見について 

 路上喫煙やポイ捨て等のまちの環境美化については、条例改正骨

子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる

環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 
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来た者がどんどん引返していく。やはり見せる警備、

動く警備は効果があることを実感している。夜間に指

導員がパトロールすることは、ポイ捨てのみならず他

の犯罪の抑止にもなる。 

③現行の条例の中で（自動販売機設置者等の義務）

があるが、改正では（店舗を構える事業者の義務）も

加えて指導監督を明文化して欲しい。なぜなら、20

年以上前に「ポイ捨て防止条例」が施行された時は、

駅前事業者は個人商店が中心で、店を開ける時は店

の前を掃除するのは当たり前で、自ら進んでやって

いた。（だらしないのは恥だという意識があつた。）行

政が環境整備の指導に乗り出す必要が乏しかったと

思われる。しかし、現在は開店時に店の前を掃除する

のは少数派になっている。これは道路を掃除するの

は管理者である行政の仕事という意識と一円にもな

らない仕事に人件費をかけられないという意識があ

ると思われる。利益のあるところ負担有りが法の原

則。 

④（店舗を構える事業者の義務）を明文化することに

より指導監督に道が開かれると思われる。 

⑤（店舗を構える事業者の義務）が明文化されて運

用することになった際の問題点個人商店のように、事

業者が自ら店舗運営に携わっている場合は、行政か

らの環境整備の働きかけに手間暇はかからない。と

ころが、大企業は、店舗の周りの環境整備は、そこの

店舗の従業員は一切関わらず、管理会社に丸投げし

ている例が多い。管理会社の下請けの清掃会社は平

日の朝、契約内容の清掃をするのみで、機転や応用

は効かない。●●（店舗・施設名）は、夜間に変質者

がたむろする名所である。ここも管理会社の下請け

会社が平日の朝、契約内容の清掃をするのみであ

る。先日、防災訓練ということで管理会社の管理職と

思われる人が来ていたので話しをした。火のついたタ

バコでトレーが焦げ、煙が上がっていたことや、シャッ

ターに小便をかけられ何ヶ所も錆びていること、小便

の飛沫が地階のホールの窓にかかっている可能性が

あること、建物と工作物の間の 10 ｾﾝﾁ程の溝に空

缶、空瓶、ゴミが大量に投げ込まれていることを話し

た。とくに、溝の間のゴミは火災の危険があるので撤

去を求めたが、一週間に一度巡回にくるだけなので

手が回らない、撤去してもまたやられるという返事。

そしてこのビルも、毎日出勤して来る人は一切関わら

ないとのこと。この様な例から大企業に行政からの環

境整備の働きかけをするには、かなりの手間暇が予

想される。 

⑥現状、駅前の路上喫煙禁止区域においても条例の

目的はほとんど達成できていないのであるから、区

内全域に禁止区域を広げるのは意味の無いことと思

う。区内全域の電柱に路上喫煙禁止の看板を設置す

るのには莫大な費用がかかり、その分先述した様に

駅前に指導員を張り付けた方がはるかに効果が上が

ると思う。現状においても、路上喫煙禁止の看板は、

落書きされ、変なシールを貼られ、文字が見えずに無

残な姿を晒しているのだからなおさらである。 

⑦現状、喫煙率は 20％程度であり区内にいる全員

に路上喫煙禁止を告知する必用はないのではない

か。喫煙者に個別に告知した方が費用も抑えられ、

効果も上がると思う。そこで、スマートフォン上、タバ

コに関連する検索をしたとき、タバコを購入した時に

路上喫煙禁止区域と喫煙所の告知が出るようにした

方が良いと思う。3.まとめ結局のところ、モラルの崩

壊、治外法権的な考えの蔓延の根源は、戦後教育の

失敗にあると思う。詳細は控えるが、GHQの命によ

り日本人を劣化させる教育が行われたのは事実であ

り、その教育を最も浴びているのは現在の 70代で
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

ある。その後、劣化教育は修正されたので、下の世代

は 70代よりはまともに育っている。幼稚で馬齢を重

ねている高齢者の目に余る行為を度々目にする。こ

れも歴史の負の遺産だと思っている。自分さえ良け

れば金さえ良ければ、今さえ良ければで、何ら自分の

やったことに責任を取ろうとしない者が多い。行政の

対応としては、モラルには期待できないのだから、悪

いことはやってはいけないと、個別に粘り強く指導し

ていくしかないのではないかと思う。先日、シルバー

人材センターと同様に、トングとレジ袋を持ってゴミを

拾って回っている 30代と思しき女性を見かけた。聞

いてみると、清掃イベントでもボランティア団体に属し

ているのでもない、まったくの個人で動いているとの

こと。やはり、この惨状にいてもたってもいられずに動

き出したのだと察しがつく。子供がいるそうで、こんな

世の中を子供たちに残したくないとの思いが感じられ

た。町会役員や商店街役員も同様に、世の為人の為

に無償で奉仕しておられ、頭の下がる思いである。清

掃をしていた下請けの清掃員に、植え込みの中のゴ

ミは拾わないのか聞いてみたところ、オプションで別

料金がかかるとのこと。経済的取引きだけで世の中

の治安・秩序ははとても維持出来ず、治安・秩序は無

償の労働で守られている側面が有ることを強く感じ

ている。以上 

376 個

人 

電

子 

268   ●●（店舗・施設名）の周りの路上に喫煙者が多数お

り、副流煙に大変迷惑しております。毎回、意図せず

煙を吸うことになりストレスがかなり大きいです。明ら

かに店の敷地外ですし、公道なのではないでしょう

か？改正で路上喫煙禁止区域を目黒区全域に拡大

するのであれば(区長の公約でもありますし)、明確に

対処が必要になる場所です。改正完了後すぐに対処

いただければと思います。また、池尻大橋駅周辺は世

田谷区との境になっているからかもしれませんが、他

の目黒区の駅と比べて、対処スピードが遅い(現行条

例の下での分煙のための喫煙所が設置されてない。

都立大学駅よりも駅利用者は多いのでは。利用者を

２つの区で分割して考えるという理論であれば、特定

地域の居住者の不利益になっているのでは)と思うの

で、よろしくお願いします。 

2 ●店舗に対するご意見について 

 ご意見いただきました店舗につきましては、現在、煙の漏れない形

での喫煙所整備を含めたご提案をしています。受動喫煙防止のた

め、喫煙所の整備・拡充に努めていきます。 

【環境保全課】 

377 個

人 

書

面 

272 2 「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条

例」改正骨子案について賛成します。自宅前の 6 メ

ートル道路は通行人が多く、歩きたばこをしている人

も多いのですが、そのうち一定の割合でたばこのポイ

捨てをする人がいるため、毎日の様に道路にタバコ

の吸い殻が落ちています。又、道路の反対側のすず

めのおやど公園の枯れ葉が大量に道路に散乱してい

るため、タバコのポイ捨てにより火災の危険性もあり

ます。路上喫煙を禁止すれば、タバコのポイ捨てはほ

ぼ無くなると思うので、路上喫煙全面禁止に賛成しま

す。 又、今回の条例改正案には盛り込まれてないの

ですが、併せて、大の糞尿についても規制強化を要

望します。自宅周辺では犬の糞尿に悩まされている

ご家庭が多く、大の糞尿に関する張り紙等が至る所

に張られています。大の糞尿被害は、深刻な問題で

あるため、次の点を条例改正に盛り込んで頂きたくお

願い中し上げます。1.住宅の敷地から 1 メートル以内

の区域には、大に糞尿をさせない。2.タバコを吸う方

に対する喫煙所を設けると同じように、大の糞尿につ

いても糞尿をさせる場所を設けて、むやみに道路に

糞尿をさせることなく、糞尿所を利用してもらうように

する。 

3 ●犬の糞尿について 

 区では、犬の糞放置については、昨年度から区内全域において土

日を含め毎日定期的にパトロールを実施（年末年始除く）し、苦情が

多い場所には重点的にパトロールを実施しています。また、「犬のフ

ン放置」を禁止する啓発シートを配布しているほか、マナー向上の

ため「犬の飼い方セミナー」等を継続して実施しています。今後も犬

の糞尿に対しては同様の取組を推進していきます。 

【環境保全課・生活衛生課】 



105 

整理

番号 

区

分 

種

別 

個票

No. 

枝

番 
要旨 
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検討結果（対応策） 

【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

378 議

会 

書

面 

275 4 路上喫煙・歩行喫煙の禁止は、「受動喫煙による健康

被害の防止」、「吸い殻の減少による街の美化」、「マ

ナー向上」といった公共の利益が期待できる一方で、

指定喫煙所の設置を進めなければ、実効性のある施

策にはならない。そこで、以下の点について意見を述

べる。 

 

〇区内の屋内喫煙所（指定喫煙所）の整備において

地域偏在が見受けられる。屋内喫煙所（指定喫煙所）

が整備されていない地域では、逆に隠れポイ捨て等

の「マナー悪化」が懸念される。まずは、区内全域へ

の屋内喫煙所（指定喫煙所）の整備を優先し、環境が

整ったら条例を改正、施行すること。 

 

○２（２）② 公共の場所以外で喫煙する場合の受動

喫煙防止のための配慮・・の部分 

喫煙者に加えて、灰皿を設置するなど喫煙場所を提

供する者に対しても、受動喫煙防止のための配慮を

義務付けること。 

 

〇私有地や駐車場等での喫煙やポイ捨て増加、マナ

ーの悪化を防ぐために、携帯灰皿の持参や区民・事

業所への周知・啓発に努めること。 

 

○２（２）③ 区内全域路上喫煙禁止に向けて、必要な

支援を行う・・の部分 

喫煙所の補助拡充については支援の側面もあるが、

区内全域路上喫煙禁止に向けての必要な取り組み

は、区が主体的に行うべきことである。「支援」という

表現は、区が外部の取組を補助するような位置づけ

に見せてしまっている。実施主体としての明確な姿勢

と責務を条例上に位置づけるべき。 

 

〇パトロール体制は、シルバー人材センターに委託す

る予定である。パトロール時に発生しうるトラブルを

予見し、警察と相談・連携して、指導員の研修や安全

確保、取り締まりの強化に努めること。 

 

〇過料については、先行する自治体の状況を参考に

しながら、費用対効果、実効性を踏まえて整理するこ

と。 

 

○Googleマップで喫煙所の位置が把握できるとの

記載があるが、パソコン上からは把握できない。アプ

リなら見られるのか、正確な情報を記載すべき。 

 

〇条例を改正しても、ポイ捨てした人が見過ごされる

ようであれば、条例に何ら実効性もなくポイ捨ては減

らない。実効性のある改正内容にしなければ意味な

がない。先行する自治体では、条例を知らない区外

（地域外）の人たちのポイ捨てが散見されるため、目

黒区民だけでなく、区外の人や観光客（桜開花時など

一層強化）への周知と対応も検討すべき。 

 

以上 

2 ●喫煙所整備等について 

区では、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、喫煙マナーの普及・

啓発を全面的に見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整

備・拡充を推進しております。 

令和７年度は、条例改正による規制に先立ち、指定喫煙所に対す

る補助を拡充するなど、喫煙所の整備・拡充を進めており、引き続き

たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を進めていきま

す。 

【環境保全課】  

2 ●Googleマップでの喫煙所表示について 

 当該 Googleマップは既に区公式ウェブサイト（ペーID:4526）

で公開しており、PCブラウザ・アプリケーションのいずれでも閲覧

できていることを確認しています。今後は、当該ウェブサイトの二次

元コードをポスターに掲出する等、喫煙所の位置情報の周知に努め

ていきます。 

【環境保全課】 
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379 個
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277   目黒区の喫煙対策は、主要な駅（自由が丘、学芸大

学、中目黒、祐天寺等）や街（中央町、中町、平町）を

見る限り大変上手く、運営、綺麗に整備されていると

思う。従って、従来通りの施策を堅持したらいいと思

います。 

タバコは、一時期（半年間）吸っていたことがあります

が、周りで肺を悪くしている方がいた事、寿命の長い

動物程（蛇は約 20年、オウム、キボウシインコは約

100年）タバコの煙を異常に嫌悪するのを観てきた

ので、生物には如何に悪いか認識した次第。 

5 ●ご意見について 

 受動喫煙への配慮等が必要なため、まずは今回の条例改正によ

り、マナーとして路上喫煙を禁止することを検討しています。 

【環境保全課】 

380 個

人 

電

子 

280 4 以前より、●●（店舗・施設名）の私設喫煙所、灰皿

設置に関してご相談させていただいております。担当

部署の方から質問のご回答をいただいたり、●●（店

舗・施設名）に再三出向いて解決策をご提案いただ

いていることに感謝しております。私有地とはいえ、

わずかなスペースで喫煙者が集まる現状を、苦々し

く思う近隣住民は多く、おそらく区の職員の方が店舗

に入る様子を目撃した住民の方は「何かしら申出をし

てくれているのだ」と期待を寄せていました。子連れ

も多く、灰皿付近は吸い殻、包装紙のゴミが散乱し

（撮影しています）、喫煙者のマナーと合わせて具体

的な解決策に繋がらないなか、今回の「目黒区ポイ捨

てなどのないまちをみんなでつくる条例」改正骨子案

は、これらの問題を踏まえた現実的な内容になること

を期待しています。まずはここに至るまでの関係者の

みなさまの尽力に感謝をお伝えます。 

 

（１）改正趣旨 

 

形骸化した理念で止まっている現状の条例では実行

力が無いものと受け止めています。「たばこを吸う人

と吸わない人が共存できる環境整備」を区が率先し

て取り組む、現実的な解決に導こうとする改正趣旨に

賛同します。 

例えば、現状、区内４か所の路上喫煙禁止区域であ

っても、歩きタバコ含めて喫煙者がいる状況がありま

す。屋内喫煙所（学芸大学交番の隣の公衆トイレ横）

があっても、歩道に副流煙が流れ出し、その前は常に

タバコ臭が漂っていることがありました。また屋外喫

煙所は、仮に空間的なゾーニングがなされたとして

も、副流煙の流れは指定できず、周辺に流れ出ます。

喫煙者の立つ位置が「喫煙所」であっても全く意味の

無い施策です。原則屋内禁煙となった意向、屋内で

喫煙できない喫煙者が数少ない喫煙所に集まること

になり、屋内、屋外、私設喫煙所に「副流煙が外部空

間に漏れ出さないで技術的かつ定量的な指針が無

い」状態では、「非喫煙者ががまんする・裂ける」努力

をするしかなく、「喫煙者」は「喫煙所だから吸える」と

短絡的な解釈で、周辺での配慮が見られません。配

慮のある喫煙者に遭遇することはないので「技術的

に問題の無い屋内喫煙所を増やす」「電子タバコへの

移行を促す」ということが達成できる現実的な改正案

を希望します。 

 

（２）改正内容 

 

①区内全域で路上喫煙禁止 

 

私有地であっても「公共の場所に隣接・面している」

場合も「禁止」としてください。 

 

②公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止

2 ●改正趣旨について 

 条例改正骨子案の考え方をもとに、たばこを吸う人と吸わない人

が共存できる環境整備の実現を目指していきます。 

【環境保全課】 

4 ●電子たばこについて 

 「電子たばこ」はたばこの葉を使わず、専用カートリッジ内の液体

（リキッド）を電気加熱することで発生する蒸気（ベイパー）を吸入す

るものであり、たばこ葉を使用するいわゆる「加熱式たばこ」とは異

なります。 

 電子たばこについては、リキッドは医薬品、吸入用のデバイスは医

療機器であるため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例

と同じく、規制の対象外とすることを検討していますが、電子たばこ

への移行を含め今後の検討・研究の課題とします。 

【環境保全課】 
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のための配慮を明確化 

 

現在私設喫煙所でも「具体性の無い配慮」「不明瞭な

配慮」「エクスキューズとしての配慮」を掲出している

ところがありますが、内容が不完全であっても喫煙者

が配慮している様子を見たことがありません。歩行

者、公共施設利用者を認識してからタバコを消す喫

煙者も見たことがありませんが、仮に目視した直後に

タバコを消しても、副流煙は周辺、空間に漂います。

路上喫煙禁止＝技術的な精度をクリアした屋内喫煙

所のみ喫煙可と厳格な内容にしてください。「周囲へ

の配慮」といった具体性の無い文言に実行力が無い

ことは、現行条例が証明しています。改正の意義があ

るものにするため、曖昧な施策にならぬよう明確な文

言を示してください。例えば目黒川沿いには、喫煙者

がたまりそうな場所に必ず多めの喫煙禁止のボード

が掲出されていますが効果はありますか？喫煙者に

配慮や努力を求めても実行力が無い場合があるの

で、具体的な罰則や通報先も同時に表示してあれ

ば、よいのではないでしょうか？現状でも効果がある

施策があるのであれば、そちらもアップデートしてく

ださい。「配慮を明確にしても実行力が無い」のが現

状です。喫煙者の「配慮」には期待できません。「配

慮」を自動的に解消する屋内喫煙所を増やすという

実行力のある改正案にしてください。駐車場、私道、

私有地でも煙は広範囲に流れます。実証実験をした

うえで、どの地点からどこまで煙や匂いが流れ、届く

か？とどまるか？ どの段階でたばこを消せば、どの

範囲の空間に影響が無いのか？空間および時間的

な実証実験をしたうえで、実行力のある「配慮」を「明

確化」してください。実証実験を公表していただけれ

ば、喫煙者、非喫煙者どちらにも理解が深まると思い

ます。 

 

③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を

行う 

 

「喫煙所の整備・拡充」の要望は②の回答と同様で

す。最も実行力のある自治体という先行例となること

を期待しています。千代田区よりも踏み込んだ現実

的な改正案という印象です。 

 

「喫煙マナーの普及・啓発」①啓発パトロールの強化、

可能でしょうか？区民から相談の多い地域、私設喫

煙所、駐車場、私有地もパトロールしてください。パト

ロールで喫煙者が注意されているシーンを目撃した

ことがありません。以前目黒署に相談したときは「迷

わず１１０番してください。近くの警官が注意、パトロー

ルします」という回答でした。職員パトロールが時間

外の場合、相談・通報できる連絡先が表示してあると

抑止力になり、相談もしやすくなると思います。②喫

煙所への誘導。Googleマップで示すのは良いと思

います。コメントで苦情も書き込めることになると思い

ます。また区民から相談の多い地域、私設喫煙所、駐

車場、私有地周辺で「公式喫煙所マップ」がわかるチ

ラシを配布、区報に掲載、喫煙者に「公式喫煙所利用

マップ」（紙でもQR?コードでも）を提供するなどご

検討よろしくおねがいします。「公式喫煙所利用」を利

用すると電子タバコ移行推進チケットがもらえるな

ど、喫煙者にとっても前向きな施策があると良さそう

です。③区民から相談の多い地域、私設喫煙所、駐

車場、私有地周辺、タバコ店、コンビニとタバコを扱う

場所全てで周知してください。 

 

以上、繰り返しますが、現行条例で機能しない「喫煙
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者に求める配慮」や「区の働き」を全て実行力のある

具体的な内容にしてください。理念やお願いの発表

では意味がありません。 

 

自動販売機設置者に空き缶回収箱設置を義務付け

ることも機能していません。また。目黒区に限らず、ゴ

ミ箱の設置が少ない日本社会では、ゴミの回収場所

が無いことで、ポイ捨てが広がります。生産者や行政

がゴミ回収の責任を持たず、市民個人のマナーや配

慮に委ねる、という本末転倒の構造が生み出してい

るのが、現行の条例で機能しない受動喫煙の問題で

す。 

 

喫煙者が、非喫煙者に配慮するのは当然です。非喫

煙者が喫煙者の権利を奪うこともまた違いますが、

現実的には配慮のない喫煙者に非喫煙者が我慢し、

努力して回避している状況です。公共空間で共存す

るためのお互いの権利を守るためには、科学的かつ

客観的なデータ、ファクトと同時に、機能しない喫煙

者の配慮を包括的に機能させる喫煙所の整備と周知

しかないのではないでしょうか？ 繰り返しますが、

現在進行形の課題に対処する地方自治体の義務を

果たすためにも、区議、職員、外部の専門家、市民お

たがい協力のもと、権利と権利のぶつかりを整理整

頓し、現実的な問題が解消する改正条例の検討お願

いします。地域の問題を解決する、こうした基本的な

地方自治を感じられる機会となるよう、前向きな広

報・周知活動を期待します。もちろんできることは協

力いたします。よろしくお願いいたします。 

 

修正追加で送信したかったのですが方法がわからな

いため補足の意見提出失礼致します。 

 

③区内全域の路上喫煙禁止に向けて、必要な支援を

行う 

「喫煙所の整備・拡充」に関して、追加の要望です。 

 

●●（店舗・施設名）が私設喫煙所、灰皿設置をして

いましたが、ここ数日工事が入っています。改正条例

案を前に、ようやく店舗内喫煙所を設置する流れと期

待していますが懸念事項をまとめます。改正条例案

の要望に加えます。 

 

（１）屋内喫煙所の性能評価基準を設けること。 

単に屋内だけでは意味を為しません。喫煙所として

屋外に煙や臭いが漏れ出さない密閉構造、および空

気清浄機を設置することを義務付けてください。掃除

機と同じで排気が臭うだけでは意味がありません。ま

た掃除機もダストパックやフィルターを掃除しないと

性能が落ちます。喫煙所機能の維持、および点検を

義務付けてください。 

 

（２）屋内喫煙所の設置責任と責任者名と連絡先を表

示し、喫煙所利用者の違反は設置責任者の管理責

任も罰則化する。 

●●（店舗・施設名）の私設喫煙所が、近隣の喫煙者

にとって「吸っていい場所」の認識となっている可能

性が高いです。屋内喫煙所が設置されたとしても外

で喫煙していたら意味がありません。また店舗の営業

時間外に屋内喫煙所が閉まっていたら、同じように外

で喫煙者が集まる可能性があります。こうした責任を

タバコ販売店および喫煙所設置者の管理責任として

明確にしてください。喫煙所利用者の違反は、喫煙所

設置責任者ともに罰則を被る厳しい内容にしてくださ

い。 
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【所管課】 

その他（全体へのご意見等）      

 

マンションのエントラスと公道の間に灰皿があり、住

民と通行人がタバコを吸っています。管理人および理

事会に喫煙者がいることで設置されてしまっているの

ですが、改正条例後はこうした私設喫煙所も撤去さ

れるべき拘束力のあるものとしてください。たまたま

前に横断歩道が無いだけであり、人通りも少ない道

ではありますが、特に夕方～夜以降は喫煙者が利用

しています。こうしたマンションごとの会議で喫煙所

の有無が決定されてしまうと、地域として、目黒区とし

ての打ち出しが無効になります。 

 

こういった私有地内の喫煙所も設置不可となる条例

にしてください。（２）改正内容②の要望でまとめた

「駐車場、私道、私有地でも煙は広範囲に流れます。

実証実験をしたうえで、どの地点からどこまで煙や匂

いが流れ、届くか？とどまるか？ どの段階でたばこ

を消せば、どの範囲の空間に影響が無いのか？空間

および時間的な実証実験をしたうえで、実行力のあ

る「配慮」を「明確化」してください。」という部分とリン

クします。 

 

以上補足とさせていただきます。 

 


